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４ 個別事業の進捗状況について 



数値目標がない事業

年度
達成
度

達成度を選択した理
由

H30
(2018)

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

数値目標がある事業（事業番号：３８、３９、４２、６２、６６、７２） 

H30
(2018)

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

1　男女共同参画の理解の促進

市民文化
局

人権・男女
共同参画
室

38

審議会等委員
に占める女性
の割合向上の
ための取組を
推進し、令和3
（2021）年度ま
でに40％となる
ようめざしま
す。

事前協議、参加
状況調査、プラ
スワンキャン
ペーン等取組実
施

事業
番号

所管局

４　政策・方針の立案及び決定への女性の参画拡大

市民文化
局

Ⅱ　働く場における男女共同参画の推進

人権・男女
共同参画
室

(1)人権教育・啓発の推進

事業 事業概要 令和元(2019)年度実績

1

担当部署

Ⅰ　男女の人権尊重及び家庭・教育における男女共同参画の推進

今後
の方
向性

　　審議会等委員に占める女性の割合について調査を実施し現状を把握するとともに、推薦団体への働きかけなど目標値達成に向けて取り組みます。

(15)審議会等の市の政策・方針決定過程への女性の参画の推進

　　男女平等についての理解を深めるための事業や広報を実施します。

次年度の課題

年度ごとの達成度（男女共同参画の
視点に配慮した事業の推進度）

「男女平等推
進週間」事業
の実施

「男女平等推
進週間」等の
事業を実施し
ます。

★数値目標がない事業の達成度
Ａ 男女平等推進行動計画の目標に対し、目標を上回る取組や配慮を行った

Ｂ 男女平等推進行動計画の目標に対し、目標を概ね達成した取組や配慮を行った

Ｃ 男女平等推進行動計画の目標に対し、一定の取組や配慮を行ったが課題がある

Ｄ 男女平等推進行動計画の目標に対し、目標達成に向けた取組ができなかった

Ｅ 事業を実施していない

※男女平等推進行動計画の目標については、調査票の中の目標、基本施策、施策及びその趣旨の記載を参照し

てください。

男女平等推進行動計画の目標

目標の達成に向けた基本施策

基本施策の達成に向けた施策と施策の概要

★数値目標がある事業の達成度
A 目標値が達成された
B 前年度と比較して数値が向上し、かつ目標値達成まで１０％以内
C 前年度並み、もしくは前年度と比較して数値が下降した、かつ目標値まで１０％以内
D 目標値達成まで１０％以上の開きがある
E 実施していない

★今後の方向性

１ 充実

２ 現状維持

３ 縮小

数値目標
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年度
達成
度

達成度を選択した理
由

H30
(2018) B

R1
(2019) B

R2
(2020) B

R3
(2021)

H30
(2018) B

R1
(2019) B

R2
(2020) B

R3
(2021)

H30
(2018) B

R1
(2019) B

R2
(2020) B

R3
(2021)

H30
(2018) B

R1
(2019) B

R2
(2020) B

R3
(2021)

H30
(2018) B

R1
(2019) B

R2
(2020) B

R3
(2021)

事業概要

(1)人権教育・啓発の推進

　　男女平等についての理解を深めるための事業や広報を実施します。

1

「男女平等推進
週間」等の事業を
実施します。

「男女平等推
進週間」事業
の実施

・第三庁舎、宮前区役所、
多摩区役所、広報コーナー
にて男女平等施策に係る展
示を行った。
・広報用チラシを作成し、
市内公用施設等で配架し
た。
・市ＨＰ上で「男女平等推
進週間」コンテンツを作成
し、掲載した。

男女平等推進週間
にあわせて配布し
た広報用チラシに
ついては、男女共
同参画の視点に配
慮してイラストを
作成した。

引き続き、男女平等
推進週間中に啓発を
行い、市民が男女共
同参画について考え
る機会を提供するこ
とを目指す。

2
市民文化
局

人権・男女
共同参画
室

事業
番号

事業

Ⅰ　男女の人権尊重及び家庭・教育における男女共同参画の推進

1　男女共同参画の理解の促進

年度ごとの達成度（男女共同参画の
視点に配慮した事業の推進度） 今後

の方
向性

次年度の課題 担当部署令和2(2020)年度実績 所管局

人権・男女
共同参画
室

男女共同参画
センターによる
研修・講座の
実施

・男女共同参画基礎講座と
して、離婚をテーマとした
法律講座、「女性のための
離婚の法律講座」を開催を
実施し、延31人の参加が
あった。

離婚に悩む者に
とって正しい法律
知識を系統立てて
得ることができる
講座は重要である
という観点から、
基本編、ステップ
編と講座を設け、
基本的な法律知識
を学んだ後に具体
的な手続きや調停
の活用方法につい
て学べるよう実施
した。

2

市民・市民グルー
プが男女共同参
画の視点を持つ
ことができるよう
な学習機会の提
供や人材育成及
び情報提供を行
います。

男女共同参画
センター協働
事業、情報提
供事業

男女共同参画センター協働
事業：計5市民団体等の事
業を採択し、講座やイベン
トを実施し、延べ707人の
参加があった。
・インターンシップ：シフ
ト制で11日間　9人を受け
入れ、男女共同参画セン
ター事業の企画・運営等を
通じて、学習機会の提供を
行った。

市民グループ・団
体からの提案に基
づき、協働で講座
等を行うことで、
団体の活動支援及
び地域に根差した
男女共同参画の推
進に繋がった。

市内公共施設
における広報
や、市ＨＰを活
用した広報

・市内公共施設で、男女共
同参画センター主催講座の
広報チラシの配架や、「男
女平等推進週間」広報チラ
シ等の配架を行い、男女平
等施策の周知を図った。
・「男女平等推進週間」や
「女性に対する暴力をなく
す運動期間」に合わせ、啓
発ページを市ＨＰに掲載し
た。

様々な機会を捉え
広報を実施するこ
とで、男女平等の
理解促進に繋がっ
た。

2

引き続き、市内公共
施設における広報チ
ラシの配架や市ＨＰ
を活用した広報を行
い、幅広い市民への
理解促進に努めてい
く。

(2)男女共同参画に関する生涯学習の推進

男女平等かわ
さきフォーラム
の開催

3

男女の人権尊重
に関する研修や
講座を実施しま
す。

・すくらむネット21と共催
で、家田佳代子さんを講師
に、「コロナ禍だからこそ
考えるワーク・ライフ・バ
ランスの実現」をテーマ
に、アーカイブ配信という
形式で男女平等かわさき
フォーラムを開催し、288
人が参加した。

市民文化
局

2

男女平等につい
ての理解を効果
的に深めるため
に、さまざまな機
会や市のあらゆ
る施設を積極的
に活用した広報を
実施します。

4

当初はアーカイブ
配信と併せて会場
での聴講も予定し
ていたが、新型コ
ロナウイルス感染
症に伴い、アーカ
イブ配信のみの実
施となった。

引き続き、市民を対
象にした講座を実施
することで、生活上
の困難課題を乗り越
える気付きや課題を
理解し、次の行動に
つながる学びの場を
提供することを目指
す。

市民文化
局

人権・男女
共同参画
室

2

令和3年度も引き続
き、フォーラムの開
催を通じ、男女共同
参画社会の理解の促
進に努める。 市民文化

局

人権・男女
共同参画
室

2

引き続き協働事業な
どを通じた市民団体
等への支援、及びイ
ンターンシップ生の
受け入れなどを行っ
ていく。

市民文化
局

人権・男女
共同参画
室

　　男女平等に関する学習機会を提供します。
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H30
(2018) B

R1
(2019) B

R2
(2020) B

R3
(2021)

H30
(2018) B

R1
(2019) B

R2
(2020) B

R3
(2021)

H30
(2018) B

R1
(2019) B

R2
(2020) B

R3
(2021)

　　一人ひとりが自立と思いやりの意識を育み、個人の尊厳と男女平等を推進する教育を実施します。

H30
(2018) B

R1
(2019) B

R2
(2020) B

R3
(2021)

H30
(2018) B

R1
(2019) B

R2
(2020) B

R3
(2021)

H30
(2018) B

R1
(2019) B

R2
(2020) B

R3
(2021)

運営管理
課

7

男女平等教育
参考資料「自
分らしくかがや
く」の作成・配
布

男女共同参画の
視点から、保育
所、幼稚園、学校
の運営及び保育・
教育活動の充実
に努めます。

男女平等教育参考資料「自
分らしくかがやく」を作成
し、市内小学3年生を対象
に配布した。

人権尊重教育推進担当者研
修において、男女平等参考
資料の周知と活用を呼びか
けた。

教育委員
会事務局

教育政策
室

人権・多文
化共生教
育

小学校の児童・
教員等に向けた
教材を活用した
学習を実施し、男
女平等に対する
意識を高めます

各公立保育園の保護者会や
職員会議で年1回以上、人
権、子どもの権利について
の話題を取り上げ、理解を
深めた。
また、階層別研修やキャリ
アップ研修の子育て支援・
保護者支援分野で研修を実
施し、保育園職員の虐待予
防に関する知識を深めた。

計画通り市内小学3
年生を対象に、男
女平等教育参考資
料を作成、配布し
た。

2

8

市民文化
局

人権・男女
共同参画
室

2

引き続き保護者会、
会議、職員研修等を
通じて子どもの人権
及び権利の擁護につ
いて周知・啓発を推
進する。

引き続き、男女平等
教育参考資料「自分
らしくかがやく」を
作成し、男女平等に
対する意識啓発を図
る。
また、教員を対象と
したアンケート結果
を踏まえ、内容の検
討・調整を行ってい
く。

計画通り市内小学3
年生を対象に、男
女平等教育参考資
料の周知を行っ
た。

2

教育委員
会事務局

5

(3)就学前教育・学校教育における男女共同参画に関する教育の推進

「男女平等推
進学習」講座
の実施、及び
情報提供の実
施（学習環境
整備事業）

教育文化会館・市民館にお
いて、｢男女平等推進学
習」講座を実施し、情報提
供を行った。

男女平等について
の理解を深めるた
めの学習機会の提
供を行った。

2

次年度も引き続き、
教育文化会館・市民
館における、｢男女平
等推進学習」講座や
情報提供の実施を通
じて、男女平等に関
する学習の機会を提
供する。

生涯学習
推進課

人権・男女
共同参画
室

教育委員
会事務局

生涯学習
推進課

センターへの来館
以外にも、地域に
出向くことで広く
情報提供を行え
た。また、セン
ターの知名度向上
にも寄与した。

継続した取組とし
て、市民館等を対象
とした男女平等や男
女共同参画に関する
講座への講師派遣や
紹介を行う。

市民文化
局

市民館等にお
けるＰＴＡ家庭
教育学級等へ
の講師紹介、
及び男女共同
参画センターと
連携した事業
の実施

麻生市民館での保育者研修
会や区民車座会に講師を紹
介したほか、宮前市民館で
の男女平等推進学習担当者
会議に男女共同参画セン
ター職員が講師として参加
するなど、計16件の講師派
遣・コーディネートを行っ
た

センターへの来館
以外にも、地域に
出向くことで広く
情報提供を行え
た。また、セン
ターの知名度向上
にも寄与した。

2

継続した取組とし
て、市民館等を対象
とした男女平等や男
女共同参画に関する
講座への講師派遣や
紹介を行う。

市民館等における男女平等
推進事業や家庭・地域教育
学級で男女共同参画セン
ター職員が講師を行ったほ
か、ＰＴＡ家庭教育学級等
への講師紹介等の支援を
行った。

2

6

教育文化会館・市
民館において、｢男
女平等推進学習」
の講座や情報提供
の実施、学習ス
ペースの確保等を
通じて、市民の男
女平等に関する学
習の機会を提供し
ます。

男女平等推進学
習や、家庭・地域
教育学級等にお
ける男女平等推
進研修への講師
紹介や出前講座
を行います。

男女共同参画
センターの市
民館等への出
前講座

職員の研修及び保
護者・子どもへの
周知啓発を実施し
た。

男女平等教育
参考資料「自
分らしくかがや
く」の活用

引き続き研修会等を
通して啓発をしてい
く。

こども未来
局

園長会議等に
おける人権研
修の実施、及
び保護者や地
域への周知啓
発
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H30
(2018) B

R1
(2019) B

R2
(2020) B

R3
(2021)

H30
(2018) B

R1
(2019) B

R2
(2020) B

R3
(2021)

H30
(2018) B

R1
(2019) B

R2
(2020) B

R3
(2021)

H30
(2018) B

R1
(2019) B

R2
(2020) B

R3
(2021)

H30
(2018) B

R1
(2019) B

R2
(2020) B

R3
(2021)

教育政策
室

こども保健
福祉課

教育委員
会事務局

教育政策
室

人権・多文
化共生教
育

人権・男女
共同参画
室

市民文化
局

(5)メディア・リテラシー※1の向上と男女共同参画の視点に立った広報・啓発の推進
※1　メディアの情報を主体的に読み解く能力、メディアにアクセスし活用する能力、メディアを通じコミュニケーションする能力を、構成要素とする複合的な能力のこと

(4)若者の将来を見通した自己形成や社会参画の促進

　　各人の生き方、能力、適性を考慮し、固定的な性別役割分担意識にとらわれずに主体的に進路を選択し社会参画できるようにするための支援を行います。

10

引き続き研修会等を
通して周知を図る。

教育委員
会事務局

引き続き男女どち
らの意見に偏らな
いよう配慮しなが
ら周知啓発を実施
した。

9

11

8

人権尊重教育推進担当者研
修（179名）やライフス
テージに応じた教職員研修
（初任者研修(292名)・2校
目異動者研修（189名)・中
堅教諭等資質向上研修
（285名)、15年経験者研修
（144名）、教頭研修（179
名）、校長研修(179名))に
おいて、子どもの権利学習
をもとに、男女を問わず一
人一人の個性や能力を発揮
できる学校教育の重要性に
ついて啓発を図った。

2

無料の学習スペース
を提供するととも
に、情報誌の発行や
男女共同参画に関す
る書籍の紹介等を行
い、情報提供に努
め、市民及び事業者
の活動を支援する。

学校保健等と連携
し、性を中心とす
る思春期教育を実
施した。また、若
年妊娠等個別の相
談に対応したた
め。

2

今後も学校保健等と
連携し、思春期教育
を実施する。

こども未来
局

男女共同参画の
視点から、保育
所、幼稚園、学校
の運営及び保育・
教育活動の充実
に努めます。

2

男女共同参画の
視点からインター
ンシップ（就業体
験）や体験学習
等を通じたキャリ
ア形成を支援しま
す。

・男女共同参画センターに
おいて、短期インターン
シップ9名を受け入れ、事
業の企画・運営等を通じ
て、大学生のライフキャリ
ア支援を行った。
・女子中高生のための理工
系分野へのキャリア応援の
相談・オンライン座談会を
実施し、1名を受け入れ
た。

インターンシッ
プ、職業体験の受
入を通じ、実践経
験の場を提供し
た。

2

引き続き、インター
ンシップ生等を受け
入れ、男女共同参画
センターでの事業実
施等を通じて、就業
体験、学習機会の提
供を行う。 市民文化

局

引き続きキャリア在
り方生き方教育推進
事業を実施し、研修
等で、子どもたち一
人一人の自立に向け
た教育への教職員の
理解を深めていく。

「キャリア在り方生き方教
育」の推進のため、全市担
当者説明会を1回、全市担
当者研修会を2回、研究推
進校情報交換会を3回開催
し、子どもたち一人一人の
自立に向けた教育への教員
の理解を深めた。

男女共同参画の
視点から子育て
にかかわることが
できるよう、育児
体験講座等の実
施を通じて、次世
代を担う若者たち
を支援します。

思春期の保健
向上を目指し
た健康教育（健
全母子育成事
業）の実施

地域みまもり支援センター
において思春期保健に関わ
る個別相談を実施するとと
もに、市内の小中高校や関
係機関と連携し、思春期保
健に関わる集団健康教育を
効果的に実施した。

男女共同参画
センターにおけ
るインターン
シップ実施、及
び職場体験の
受け入れ

研修等を通じ
た教職員への
周知啓発

男女共同参画の
意義やワーク・ラ
イフ・バランスに
ついての理解促
進等も含めたキャ
リア教育の体系
的・効果的な推進
を図ります。

「キャリア在り
方生き方教育」
の推進

・子どもたち一人
一人の自立に向け
た教育への教員の
理解を研修を通し
て深めた。
・家事や職業的に
役割分担等の偏り
がないように配慮
して作成したキャ
リア在り方生き方
ノートの配布を継
続した。
・男女共同参画に
つながる目標であ
る「ジェンダー平
等を実現しよう」
を含む持続可能な
開発目標につい
て、教職員、保護
者の理解・啓発を
図った。

2

　　様々な情報を読み解き、適切に発信する能力を身に付けるための教育を実施するとともに、性別にとらわれず、個性に基づく男女の多様なあり方を尊重することに
留意した広報を実施します。

12

情報を読み解き
発信する力の向
上のための講座
や講師紹介及び
情報提供、学習
スペースの確保
等を通じた市民
及び事業者の活
動を支援します。

男女共同参画
センターでの講
座実施、及び
情報提供事業
の実施（情報
提供室の充実
等） 人権・男女

共同参画
室

男女共同参画センターの情
報提供室を男女共同参画に
関する書籍の閲覧、パソコ
ン・インターネットも利用
できる環境として無料で開
放している。
すくらむ21インフォメー
ション、メールマガジン、
情報誌「すくらむ」などを
発行し、男女共同参画に関
する情報提供を行った。

男女共同参画に関
するメディア・リ
テラシーの向上の
ため、男女共同参
画に関する書籍の
閲覧やパソコン・
インターネットの
利用環境の提供、
情報誌などを通じ
て、利用者等に情
報提供を行った。
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総務企画
局局（広報
資料作成
局）

財政局（広
報資料作
成局）

人権・男女
共同参画
室

男女共同
参画進員
所属課（庶
務担当課）,
シティプロ
モーション
推進室

2

「かわさき市政だよ
り」：引き続き市の
広報について男女平
等推進の視点に配慮
し事業を執行してい
く。
「広報テレビ番組・
広報ラジオ番組の製
作」：男女平等や人
権の尊重に充分配慮
し、テレビ・ラジオ
において、効果的な
情報発信を行う。併
せて、所管課と協力
して、男女平等推進
に関する広報を行
う。

手引の内容を社会情
勢等の変化に合わせ
て適宜見直しを行
い、より的確に男女
共同参画の視点に
立った資料等作成が
行えるようにする。

2

手引の活用に
よる男女共同
参画の視点に
配慮した広報
の実施

「かわさき市政だより」：
引き続き市の広報について
男女平等推進の視点に配慮
し事業を執行した。
「広報テレビ番組・広報ラ
ジオ番組の製作」：引き続
き、広報事業において、男
女平等推進や人権尊重の観
点から不適切な表現等がな
いように事業実施を行っ
た。
あわせて、所管課と協力し
て、男女平等推進に関する
広報を行った。

14

広報資料の作成
にあたっては、
「公的広報の作
成に関する表現
の手引」の活用を
徹底し、男女共同
参画の視点に配
慮します。

・10月9日に開催した「川
崎市男女共同参画推進員連
絡調整会議」合同会議で、
手引を配布し、男女共同参
画推進員を通じて、庁内各
課において手引を活用し男
女共同参画の視点に立った
資料等作成が行えるよう周
知した。
・書面会議として開催され
た「広報広聴主管会議」に
おいて、手引の配布及び活
用について周知した。

手引の配布・周知
を行うことで、公
的資料作成におけ
る男女共同参画の
視点への配慮に向
けた啓発に繋がっ
た。

手引の活用に
よる男女共同
参画の視点に
配慮した広報
の実施

メディアからの情
報を主体的に読
み解き、人権を尊
重し、適切に発信
する能力を育成
するため、学校に
おける情報教育
を行います。

教育の情報化
推進事業（児
童生徒の情報
活用能力育成
に向けた取組
の推進）

・「川崎市版情報活用能力
チェックリスト2017」を活
用し児童生徒が自らの情報
活用能力を自己評価できる
ようにした。
・小・中学校において、メ
ディアリテラシーの向上に
係る情報活用能力の育成を
目指したオンラインを用い
た指導の検証を行った。
・教育情報化推進モデル校
において情報教育を推進
し、1人1台分の端末の活用
とその効果や指導上の留意
点等についての研究に取り
組んだ。

ＧＩＧＡスクール
構想における1人1
台分の端末の整備
に関わる検証と情
報提供を行った。
オンライン授業や
情報モラルを含む
情報活用能力の育
成等の研究及び研
修を行った。これ
からの時代には男
女を問わず情報活
用能力の育成が重
要であると周知を
図った。

2

引き続き、情報活用
能力の育成に向けた
研究・研修を進め
る。さらに今後は、
かわさきＧＩＧＡス
クール構想の推進と
ともに、児童生徒の
情報モラルを高める
ための教職員、保護
者への研修、啓発等
の事業を継続してい
く。

教育委員
会事務局

情報・視聴
覚センター

男女共同
参画進員
所属課（庶
務担当課）

市民文化
局

2

引き続き、男女共同
参画の視点に配慮し
た広報を行うため、
「手引」の周知等を
行い、職員への意識
啓発を行っていく。

多くの市民へ発信
する情報に男女平
等推進の視点や、
その他人権配慮の
観点から不適切な
表現のないような
広報を行った。
また、紙面や広報
番組の中で、男女
平等関連イベント
について扱うな
ど、男女平等推進
に関する広報を所
管課と協力して
行った。
【男女平等に配慮
した点】
「かわさき市政だ
より」：記事作成
の際には手引を活
用するなど、男女
平等に配慮して事
業を執行した。
「広報テレビ番
組・広報ラジオ番
組の製作」：台本
作成及び番組放送
等の際には、手引
を活用するなど、
男女平等に配慮し
て事業を執行し
た。

「公的広報の
作成に関する
表現の手引」
の作成、及び
趣旨周知

13

「公的広報の作成に関する
表現の手引」について局内
に周知するとともに、男女
共同参画の視点に配慮され
ているか確認し、不適切な
点があれば見直しを要請し
た。

性別にとらわれ
ず、個性に基づく
男女の多様なあり
方を尊重すること
に留意した広報を
概ね実施したた
め。
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建設緑政
局（広報資
料作成局）

「公的広報の作成に関する
表現の手引」の活用を徹底
するよう周知し、男女平等
の視点に立った表現で広報
資料等を作成するよう配慮
した。

男女平等の視点に
立った表現で広報
資料等の作成を
行った。

2

「公的広報の作成に関する
表現の手引」の周知を図
り、前年度に引き続き男女
平等の視点に配慮した広報
資料等を作成すよう配慮し
た。

局内掲示板への登
録などを活用し、
男女参画の視点に
配慮した広報を行
うよう周知した。

2

手引の活用に
よる男女共同
参画の視点に
配慮した広報
の実施

手引の活用に
よる男女共同
参画の視点に
配慮した広報
の実施

引き続き、各所属が
男女平等の視点を常
に意識して広報資料
の作成に取り組める
よう、庶務課から継
続して働きかけてい
く。

今後も引き続き手引
等を活用し、男女共
同参画の視点に配慮
した広報活動を行う
よう周知徹底してい
く。

今後も引き続き、手
引きなどを活用し、
併せて局内の職員へ
周知を図る。

男女共同
参画進員
所属課（庶
務担当課）

港湾局（広
報資料作
成局）

引き続き局内で手引
の周知徹底を図ると
ともに、男女平等の
視点が考慮されてい
るか確認し、不適切
な項目があれば見直
しを要請していく。

環境局（広
報資料作
成局）

まちづくり
局（広報資
料作成局）

男女共同
参画進員
所属課（庶
務担当課）

市民文化
局（広報資
料作成局）

手引の周知徹底を
図り、男女共同参
画の視点に配慮し
て広報資料を作成
した。

2

ほぼ目標どおり実
施できたため。

2

局部所長会議等で男女共同
参画に係る資料を配布する
など、局内への浸透を図っ
た。

手引の活用に
よる男女共同
参画の視点に
配慮した広報
の実施

2

手引の活用に
よる男女共同
参画の視点に
配慮した広報
の実施

局内会議等で、男
女共同参画に係る
資料を配布し、局
内の理解を深め
た。

14

手引の活用に
よる男女共同
参画の視点に
配慮した広報
の実施

局内で「公的広報の作成に
関する表現の手引」につい
て周知徹底を図り、男女共
同参画の視点に配慮した広
報資料を担当所属において
作成した。

男女共同
参画進員
所属課（庶
務担当課）

男女共同参画の視
点に配慮した広報
を適切に実施し
た。

男女共同
参画進員
所属課（庶
務担当課）

広報資料の作成
にあたっては、
「公的広報の作
成に関する表現
の手引」の活用を
徹底し、男女共同
参画の視点に配
慮します。

男女共同
参画進員
所属課（庶
務担当課）

今後も引き続き、手
引を参考に継続して
男女共同参画の視点
に配慮し、局内への
浸透を図る。

手引の活用に
よる男女共同
参画の視点に
配慮した広報
の実施

男女共同
参画進員
所属課（庶
務担当課）

2

次年度も引き続き、
啓発の取組を推進す
る。

「かわさきし子育てガイド
ブック」等のこども未来局
が発行した刊行物について
は、性別にとらわれず、男
女平等の視点を踏まえた表
現に留意し、作成した。

次年度も引き続き、
男女共同参画の視点
に配慮した広報を実
施する。

こども未来
局（広報資
料作成局）

男女共同
参画進員
所属課（庶
務担当課）

2

広報資料の作成にあたって
は、「公的広報の作成に関
する表現の手引」の活用を
各課へ周知し、男女共同参
画の視点に配慮した広報を
実施した。

2

手引の活用に
よる男女共同
参画の視点に
配慮した広報
の実施

手引の活用に
よる男女共同
参画の視点に
配慮した広報
の実施

健康福祉
局（広報資
料作成局）

局内に手引を配付し、広報
資料の作成の際にそれを活
用するよう周知を図った。

広報広聴主管課として、局
内の広報物に対し「公的広
報の作成に関する表現の手
引」の視点を持った確認を
行った。

手引の活用による
男女共同参画の視
点に配慮した広報
の実施した。

経済労働
局（広報資
料作成局）

男女平等の視点を
取り入れた内容表
現に配慮するよう
周知し、意識啓発
を図った。

男女共同
参画進員
所属課（庶
務担当課）

次年度も引続き男女
共同参画の視点に配
慮した広報を行う。
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男女共同
参画進員
所属課（庶
務担当課）

手引の活用に
よる男女共同
参画の視点に
配慮した広報
の実施

「会計事務ニュースレ
ター」は会計事務について
の広報であり、男女平等の
視点に配慮する内容ではな
いが、掲載するイラストに
ついて手きに沿うよう配慮
し、9月、12月及び3月の年
3回発行した。

手引を活用し、男女平等の
視点に配慮した広報を実施

宮前区役
所（広報資
料作成局）

2

川崎区役
所（広報資
料作成局）

男女共同
参画進員
所属課（庶
務担当課）

会計室（広
報資料作
成局）

手引の活用に
よる男女共同
参画の視点に
配慮した広報
の実施

今後も引き続き、各
課へ手引の周知を行
い、男女共同参画の
視点に配慮した広報
をしていく。 高津区役

所（広報資
料作成局）

男女共同
参画進員
所属課（庶
務担当課）

男女共同
参画進員
所属課（庶
務担当課）

手引の活用に
よる男女共同
参画の視点に
配慮した広報
の実施

手引の活用に
よる男女共同
参画の視点に
配慮した広報
の実施

各所属へ手引を周
知し、手引に基づ
く表現での広報資
料作成を依頼する
ことで男女共同参
画の視点に配慮し
た

2

手引に基づき配慮し
た表現による刊行物
の作成、発刊、広報
を引き続き行う

掲載するイラスト
が、男女どちらか
に偏らないように
配慮した。

手引の活用に
よる男女共同
参画の視点に
配慮した広報
の実施

臨海部紹介パンフ
レットや「臨海部
PR動画」の作成に
際しては、内容や
イラスト・映像に
ついて男女の露出
をほぼ等しくする
など、男女平等に
配慮し、性差を感
じさせないよう配
慮した。

2

本部内での手引の周知を図
り、前年度に引き続き男女
平等の視点に配慮した広報
資料の作成・発行を行っ
た。

手引の活用による男女共同
参画の視点に配慮するよう
必要に応じて回覧等により
広報を実施した。

引き続き実施してい
く。

男女共同
参画進員
所属課（庶
務担当課）

男女共同
参画進員
所属課（庶
務担当課）

今後も引き続き、広
報資料の作成・発行
に当たっては、手引
等を活用しながら、
男女平等の視点に配
慮していく。

臨海部国
際戦略本
部（広報資
料作成局）

男女共同
参画進員
所属課（庶
務担当課）

引き続き、市政だ
よりや各種広報資
料の作成に当たっ
ては、手引を活用
し、男女平等の視
点に配慮した表現
になるように随時
確認を行った。

中原区役
所（広報資
料作成局）

2

幸区役所
（広報資料
作成局）

引き続き所管課へ手
引の周知を行い、男
女平等の視点に配慮
していく。

引き続き、「会計事
務ニュースレター」
の発行にあたって
は、手引を活用し、
掲載するイラストに
ついて男女平等の視
点に配慮していく。

各課へ手引の周知を行い男
女共同参画の視点に配慮し
た。

2

引き続き、市政だよ
りや各種広報資料の
作成に当たっては、
手引を活用し、男女
平等の視点に配慮す
る。

手引の活用のみな
らず、男女共同参
画の視点に係る通
知等を各課へ周知
した。

2

機会を捉え、所管
課へ手引の周知を
行い、男女平等の
視点に配慮した。

広報資料作成にあ
たり、手引の活用
を行うよう各課へ
周知した。

2

手引の活用に
よる男女共同
参画の視点に
配慮した広報
の実施

14

広報資料の作成
にあたっては、
「公的広報の作
成に関する表現
の手引」の活用を
徹底し、男女共同
参画の視点に配
慮します。

広報資料の作成に当たり、
手引を活用し、男女平等の
視点に配慮した。

手引の活用に
よる男女共同
参画の視点に
配慮した広報
の実施

所管課へ手引の周知を行
い、男女平等の視点に配慮
した。
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H30
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R1
(2019) B

R2
(2020) B

R3
(2021)

教育委員
会事務局
（広報資料
作成局）

広報誌の作成にあ
たっては、男女平
等の視点で行うよ
う配慮した。

男女共同
参画推進
員所属課
（庶務担当
課）・教育
政策室

手引の活用について各課に
周知し、男女共同参画の視
点に配慮した広報を実施し
た。

2

2

引き続き男女平等の
視点に配慮した広報
を実施する。

多摩区役
所（広報資
料作成局）

引き続き男女平等の
視点に配慮し、年４
回の広報紙及び広報
に係る資料の作成を
継続して行う。

男女いずれかに偏った表現
にならないよう配慮した広
報を実施した。

男女共同
参画進員
所属課（庶
務担当課）

上下水道
局（広報資
料作成局）

引き続き男女共同参
画の視点に配慮した
広報の実施を推進す
る。

手引の活用に
よる男女共同
参画の視点に
配慮した広報
の実施

男女共同
参画進員
所属課（庶
務担当課）

市民オンブ
ズマン事務
局（広報資
料作成局）

男女共同
参画進員
所属課（庶
務担当課）

広報資料の作成にあたり、
男女共同参画の視点に配慮
した。

消防局（広
報資料作
成局）

男女共同参画の視
点に配慮して、広
報資料を作成し
た。

手引の活用に
よる男女共同
参画の視点に
配慮した広報
の実施

広報資料の作成
にあたっては、
「公的広報の作
成に関する表現
の手引」の活用を
徹底し、男女共同
参画の視点に配
慮します。

手引の活用に
よる男女共同
参画の視点に
配慮した広報
の実施

男女共同
参画進員
所属課（庶
務担当課）

男女共同
参画進員
所属課（庶
務担当課）

麻生区役
所（広報資
料作成局）

男女共同
参画進員
所属課（庶
務担当課）

男女共同
参画進員
所属課（庶
務担当課）

2

次年度も引き続き、
男女共同参画の視点
に配慮した広報を実
施するよう区役所各
課に周知していく。

2

次年度も引き続き、
広報資料作成時には
「公的広報の作成に
関する表現の手引」
を活用するなど、男
女共同参画の視点に
配慮して作成する。

2

2

次年度も引き続き、
広報資料作成時には
「公的広報の作成に
関する表現の手引」
を活用するなど、男
女共同参画の視点に
配慮して作成する。

資料作成の周知及
び広報資料の点検
を行い、概ね達成
できている。

交通局（広
報資料作
成局）

男女共同参画の視
点に配慮した広報
を実施した。

2

病院局（広
報資料作
成局）

手引の活用に
よる男女共同
参画の視点に
配慮した広報
の実施

手引の活用に
よる男女共同
参画の視点に
配慮した広報
の実施

広報資料の作成に
あたり手引を活用
するよう各課に周
知し、男女共同参
画の視点に配慮し
た。

手引の活用に
よる男女共同
参画の視点に
配慮した広報
の実施

概ね男女共同参画
の視点に配慮する
ことができた。

昨年度に引き続き、
手引の内容及び男女
平等推進の視点に配
慮した資料作成を周
知したうえで、広報
資料の点検を行う。

看護師募集用のパンフレッ
トのデザインを更新するに
あたって、表紙の男女２名
の看護師が並んだデザイン
を掲載するなど、「公的広
報の作成に関する表現の手
引」等を踏まえて、男女共
同参画の視点に配慮して作
成した。

手引の活用に
よる男女共同
参画の視点に
配慮した広報
の実施

交通局報、報道発表・ポス
ター等の広報資料におい
て、男女平等の視点に立っ
た資料の作成を行った。

年4回新聞折り込み等によ
り広報紙を配布した。

手引の活用に
よる男女共同
参画の視点に
配慮した広報
の実施

各機関に発信する情報及び
刊行物等は、常に男女平等
推進の視点に配慮している
かを検証した。

男女共同参画の視
点に配慮して、広
報資料を作成し
た。

2

次年度も引き続き、
男女平等推進の視点
に配慮し、広報誌を
作成していく。

「教育だよりかわさき」の
作成については、男女平等
の視点を踏まえた表現に留
意し、作成した。

昨年度と同程度の
男女平等の配慮を
図ることができ
た。

14
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男女共同
参画推進
員所属課
（庶務担当
課）

引き続き男女共同参
画の視点に配慮して
いく。

監査事務
局（広報資
料作成局）

議会局（広
報資料作
成局）

男女共同
参画推進
員所属課
（庶務担当
課）

人権・男女
共同参画
室

行政改革マ
ネジメント
推進室

選挙管理
委員会事
務局（広報
資料作成
局）

男女共同
参画推進
員所属課
（庶務担当
課）

人事委員
会事務局
（広報資料
作成局）

2

(6)市職員の意識改革

男女共同
参画推進
員所属課
（庶務担当
課）

引き続き、庁内外へ
の研修等への講師派
遣や研修実施を通
じ、ジェンダー平等
や男女共同参画社会
への理解促進を図
る。

通常の階層別研修
だけではなく、今
年度は近年注目が
集まっている「ア
ンコンシャス・バ
イアス」について
職員研修を実施す
ることで、市職員
の人権意識の向上
に努めることがで
きた。

階層別研修で男女平等推進
等に関する研修を行った。
修了者数：新規採用職員研
修（331人）、採用2年目職
員研修（231人）、採用3年
目職員研修（228人）、中
堅職員研修（200人）、新
任係長研修（181人）、新
任課長研修（108人）、任
期付職員研修(33人)
上記研修は全て（ｅラーニ
ング研修）
技能・業務職員研修（19
人）

「公的広報の作成に関する
表現の手引」について局内
に周知するとともに、刊行
物の作成にあたっては、差
別的表現がないよう配慮を
おこなった。

差別的表現がない
よう、男女共同参
画の視点に配慮し
て作成した。

2

引き続き階層別研修
をにおいて、男女平
推進等に関する研修
を実施します。

手引の活用に
よる男女共同
参画の視点に
配慮した広報
の実施

研修等への講
師派遣

・各職種別・役職別研修等
において、研修主催課の要
望に応じて講師派遣を行
い。男女平等施策を含む人
権全般をテーマにした講義
を実施した。
・令和3年3月4日に、男女
共同参画社会の形成を阻害
する要因の一つとなってい
る「アンコンシャス・バイ
アス（無意識の思い込
み）」について、加藤秀一
教授を講師として講演会を
行った（職員とかわさき男
女共同参画ネットワーク所
属団体委員が参加）

広報資料の作成
にあたっては、
「公的広報の作
成に関する表現
の手引」の活用を
徹底し、男女共同
参画の視点に配
慮します。

次年度も引き続き、
局内へ男女共同参画
の視点に係る資料等
を周知し、男女共同
参画の視点に配慮す
る。

市議会広報紙「議会かわさ
き」とポスター、パンフ
レット等の作成にあたって
は、偏りや固定的なイメー
ジにとらわれず文章表現、
写真、挿絵等に格差や差別
的な表現などがないよう
ジェンダーフリーの視点で
配慮し、「男女平等推進」
への理解と意識の浸透を
図った。

局内へ男女共同参
画の視点に係る資
料を周知すること
で、職員の理解を
深めた。

階層別研修の
実施

管理職会議等で男女共同参
画の視点に係る資料を配布
し、局内への周知を図っ
た。

階層別研修で男女
平等の理解を深め
るための研修を実
施できた。

引き続き、刊行物の
作成にあたっては、
手引を活用し、男女
平等推進の視点に配
慮していく。

総務企画
局

男女平等及び男
女平等推進施策
への理解を深め
るための職員研
修を実施します。

15

　　男女共同参画の視点に配慮して施策事業を推進するために、市職員を対象とした研修等を実施します。

2
市民文化
局

引き続き、偏りや固
定的なイメージにと
らわれず文章表現、
写真、挿絵等に格差
や差別的な表現など
がないようジェン
ダーフリーの視点で
配慮するとともに、
「男女平等推進」へ
の理解と意識の浸透
を図る。

2

男女いずれかに偏った表現
にならないよう配慮した広
報を実施した。

概ね男女共同参画
の視点に配慮する
ことができた。

2

市議会広報紙「議
会かわさき」とポ
スター、パンフ
レット等の作成に
あたっては、前年
度に引き続き、格
差や差別的な表現
がないようジェン
ダーフリーの視点
で配慮しながら作
成を行った。

2

14

手引の活用に
よる男女共同
参画の視点に
配慮した広報
の実施

手引の活用に
よる男女共同
参画の視点に
配慮した広報
の実施

手引の活用に
よる男女共同
参画の視点に
配慮した広報
の実施
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統計資料
作成所管
課記入後、
庶務課（男
女共同参
画推進員
所属課）で
取りまとめ

男女比率の把
握、及び公表

男女平等に関
する市民アン
ケートの実施
（男女共同参
画センター調
査研究事業）

次年度も引き続き、
社会教育施設職員へ
の研修を推進する。

市民文化
局（統計資
料作成局）

市民文化
局

生涯学習
推進課

人権・男女
共同参画
室

人権・男女
共同参画
室

健康福祉
局（統計資
料作成局）

　　性別により課題やニーズが異なる場合があることに留意し効果的に事業を推進するため、アンケートの実施やデータ把握に努めます。

市民文化
局

教育委員
会事務局

・10月9日に開催した「川
崎市男女共同参画推進員連
絡調整会議」で、ポジティ
ブ・アクションの説明を
行った。
・各事業担当部署から事業
における男女共同参画の視
点への配慮について問い合
わせがあった際は説明を
行った。

統計資料
作成所管
課記入後、
庶務課（男
女共同参
画推進員
所属課）で
取りまとめ

男女平等などの人権に関す
る理解を深める職員研修を
実施した。

18

運動・スポーツに関するア
ンケート調査や、市民
ミュージアムの今後のあり
方の検討のための市民アン
ケート調査、「川崎市文化
芸術活動支援奨励金」制度
の応募者を対象としたアン
ケート調査を行った。
実施にあたっては、男女共
同参画の視点に配慮してア
ンケートを実施し、必要に
応じて性別データの把握に
努めた。

必要に応じて適切
に実施した。

引き続き、男女平等
推進の視点に配慮
し、アンケート調査
等を実施していく。

市民向けの啓発資料
として、引き続き
データブックの配
布・周知を行う。

次年度も引続き必要
に応じて性別データ
の把握に努め、公表
を行う。

市の統計調査やアンケート
調査等の実施にあたって
は、必要に応じて性別デー
タの把握に努め、公表を
行った。

統計資料
作成所管
課記入後、
庶務課（男
女共同参
画推進員
所属課）で
取りまとめ,
統計情報
課

総務企画
局（統計資
料作成局）

統計資料
作成所管
課記入後、
庶務課（男
女共同参
画推進員
所属課）で
取りまとめ

男女平等などの人
権についての理解
を深めるための研
修を実施した。

会議や研修を
通じた理解促
進

男女比率の把
握、及び公表

法定受託事務として国の基
準による調査を実施し、そ
の結果、男女別に集計を
行った統計調査結果につい
て、男女比率が把握できる
資料を公表した。

2

(7) 男女平等推進のための統計の実施及び公表

・平成30年度実施のアン
ケート結果を基に作成した
「データでみるかわさき男
女共同参画2020」を、川崎
市男女共同参画センターの
ホームページに公開すると
ともに、市民への配布を
行った。

アンケート調査結
果を広く市民に周
知することで、市
民が男女共同参画
について理解を深
めるきっかけとな
るよう、努めた。

経済労働
局（統計資
料作成局）

2

2

2

次年度も統計調査実
施時に、性別の項目
設置を検討する。

次年度も引き続き、
必要に応じて性別
データの把握及び公
表に努める。

男女比率の把握
し、公表に向けて
適切に実施した。

2

統計結果を市ホー
ムページや刊行物
等で広く一般に公
表した。

統計調査の実施にあたって
は、必要に応じて性別デー
タの把握に努めた。

2

統計調査の実施に
あたり、必要に応
じて性別の項目を
設けた。

男女間の格差を改
善するために、必
要な範囲内におい
て、積極的是正策
を実施する必要性
について、市職員
の理解促進を行っ
た。

2

社会教育施設
職員への研修
の実施

15

引き続き、会議等の
場において、ポジ
ティブアクションへ
の理解促進に向けた
説明を行う。

市の統計調査や
アンケート調査等
の実施にあたっ
ては、必要に応じ
て性別データの
把握に努めます

男女平等及び男
女平等推進施策
への理解を深め
るための職員研
修を実施します。

男女比率の把
握、及び公表

男女比率の把
握、及び公表

市の統計調査や
アンケート調査等
の実施にあたっ
ては、必要に応じ
て性別データの
把握に努めます

市の統計調査や
アンケート調査等
の実施にあたっ
ては、必要に応じ
て性別データの
把握に努めます

市の統計調査や
アンケート調査等
の実施にあたっ
ては、必要に応じ
て性別データの
把握に努めます

男女共同参画の
視点に配慮して
事業を推進する
ために、ポジティ
ブ・アクションへの
理解を促進しま
す。

16

17

男女平等の理解
を深め施策を効
果的に推進する
ために、市民へ
のアンケート等の
調査を実施しま
す。
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こども未来
局（統計資
料作成局）

統計資料
作成所管
課記入後、
庶務課（男
女共同参
画推進員
所属課）で
取りまとめ

男女比率の把
握、及び公表

令和2年度はかわさき市民
アンケートを実施し、性別
データについても把握でき
るよう努めた。

調査結果において
男女平等の視点か
ら現状の把握及び
分析を行った。ま
た、市民オンブズ
マン30周年記念誌
掲載のほか、市
ホームページ等で
広く一般に公表し
た。

2

今後、性別データの
把握が必要な調査が
生じた場合は把握に
努めていく。

市民オンブ
ズマン事務
局（統計資
料作成局）

統計資料
作成所管
課記入後、
庶務課（男
女共同参
画推進員
所属課）で
取りまとめ

2

統計資料
作成所管
課記入後、
庶務課（男
女共同参
画推進員
所属課）で
取りまとめ

交通局（統
計資料作
成局）

市バスお客様アン
ケート調査は、統
計上、男女比率を
把握する必要がな
いことから、性別
記載欄を設けてい
ない。

統計資料
作成所管
課記入後、
庶務課（男
女共同参
画推進員
所属課）で
取りまとめ

男女比率の把
握、及び公表

男女比率の把
握、及び公表

・幸区に在住している18歳
以上の個人2,000人（外国
人含む）を対象として、令
和2年5月20日～6月3日に調
査を実施した。
・有効回収率：64.0%
（1,280件）

性別・年齢等、回
答者属性をたずね
る設問を設定し、
回答者の男女比率
などのデータを把
握した。 2

隔年実施のため、再
来年度の実施に向け
て検討を行う。

幸区役所
（統計資料
作成局）

男女比率の把
握、及び公表

継続して把握、分析
を実施していくとと
もに、必要に応じ
て、各部署間で共有
し、男女平等に留意
した事業推進に役立
てる。

男女比率の把
握、及び公表

統計資料
作成所管
課記入後、
庶務課（男
女共同参
画推進員
所属課）で
取りまとめ

引き続き、男女平等
の視点に配慮しなが
ら、次回実施に向け
て、検討を行ってい
く。

多摩区役
所（統計資
料作成局）

統計資料
作成所管
課記入後、
庶務課（男
女共同参
画推進員
所属課）で
取りまとめ

・多摩区に在住している18
歳以上の男女個人2,000人
（外国人含む）を対象とし
て、令和2年10月22日～11
月24日に調査を実施した。
・有効回収率：52.3%
（1,045件）

生活環境の満足度
や、区役所が推進
する取り組みなど
に関する設問を設
定し、年齢や性別
により異なるニー
ズがあることを把
握した。

2

中原区役
所（統計資
料作成局）

高津区役
所（統計資
料作成局）

2

アンケート調査の実施にあ
たっては、必要に応じて性
別データの把握に努めた。

統計資料
作成所管
課記入後、
庶務課（男
女共同参
画推進員
所属課）で
取りまとめ

調査実施にあたり、ジェン
ダー統計の観点に配慮し実
施した。

調査実施人あた
り、男女別データ
の把握に努めた。

調査実施において
は、引き続き、ジェ
ンダー統計の観点に
配慮し、必要に応じ
て性別項目を設け、
課題やニーズを把握
していく。

事業アンケートや
庁舎に関する市民
要望を通じて、性
別により異なる
ニーズを把握し
た。

2

統計調査やアン
ケート結果におい
て、男女平等の視
点から現状の把握
及び分析を行っ
た。

消防局（統
計資料作
成局）

市の統計調査や
アンケート調査等
の実施にあたっ
ては、必要に応じ
て性別データの
把握に努めます 2

2

引き続き男女平等の
視点に配慮し、調査
等を行う。

統計調査やアンケートの実
施にあたり、性別データに
ついても把握ができるよう
努めた。

ほぼ目標どおり実
施できたため。

次年度もアンケート
調査を実施する場合
は、引き続き、男女
共同参画の視点に配
慮して実施する。

市バスお客様アンケート調
査を実施した。

統計資料
作成所管
課記入後、
庶務課（男
女共同参
画推進員
所属課）で
取りまとめ
企画課、青
少年支援
室

今年度実施したアンケート
調査においては、性別の把
握が必要なものについて
は、性的マイノリティに配
慮しつつ、性別データを把
握できるよう実施した。

お客様アンケート調
査を引続き実施し、
市バスに対するお客
様満足度の把握に努
める。

18

市の統計調査や
アンケート調査等
の実施にあたっ
ては、必要に応じ
て性別データの
把握に努めます

市の統計調査や
アンケート調査等
の実施にあたっ
ては、必要に応じ
て性別データの
把握に努めます

市の統計調査や
アンケート調査等
の実施にあたっ
ては、必要に応じ
て性別データの
把握に努めます

市の統計調査や
アンケート調査等
の実施にあたっ
ては、必要に応じ
て性別データの
把握に努めます

市の統計調査や
アンケート調査等
の実施にあたっ
ては、必要に応じ
て性別データの
把握に努めます

男女比率の把
握、及び公表

市の統計調査や
アンケート調査等
の実施にあたっ
ては、必要に応じ
て性別データの
把握に努めます

市の統計調査や
アンケート調査等
の実施にあたっ
ては、必要に応じ
て性別データの
把握に努めます

男女比率の把
握、及び公表

男女比率の把
握、及び公表
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統計資料
作成所管
課記入後、
庶務課（男
女共同参
画推進員
所属課）で
取りまとめ・
教育政策
室

調査結果を市ホー
ムページで広く一
般に公表した。

2

市民文化
局

男性のさまざまな
悩みにかかる相
談事業を推進し
ます。

「男性のための電話相談」
を実施し、233件の相談が
あった。

男女共同参画
センター男性
相談

市議会広報紙「議
会かわさき」のア
ンケートでは、性
的マイノリティへ
の配慮から性別欄
を設けていない
が、格差や差別的
な設問がないよう
行った。

2

5月1日調査期日の「市立学
校統計調査」において、男
女別の児童・生徒数を把握
し、公表している。

引き続き、適正な調
査のもと、統計報告
を作成する。

2

2

新型コロナウイル
ス感染症の感染拡
大に伴い、前年度
を上回る相談件数
があった。

性同一性障害に悩む児童に
対し、学校と連携して支援
した。

男女比率の把
握、及び公表

2

男女平等に関わる
人権侵害につい
て、適切に対応し
た。

男女平等に関わ
る人権侵害につ
いて、問題解決に
向けた助言・支援
や、関係機関等
への調査・調整
等を実施します。

人権・男女
共同参画
室

人権オンブ
ズパーソン
担当

こども未来
局

男女平等に関わる人権侵害
について、問題解決に向け
た助言・支援を行い、関係
機関等と連携して適切に対
応した。

性同一性障害
に関する相談
支援の実施
（児童相談所）

2　女性に対するあらゆる暴力の防止と被害者への支援

市民文化
局

市の統計調査や
アンケート調査等
の実施にあたっ
ては、必要に応じ
て性別データの
把握に努めます

男女比率の把
握、及び公表

人事行政の適正な運営のた
め、採用・昇任・勤続年数
等における男女比率を調査
した。

調査結果をもと
に、川崎市職員の
人事に関する統計
報告を作成した。

アンケートの実施に
あたっては、性的マ
イノリティへの配慮
を念頭に引き続き
行っていく。

統計資料
作成所管
課記入後、
庶務課（男
女共同参
画推進員
所属課）で
取りまとめ

児童家庭
支援・虐待
対策室

22

統計資料
作成所管
課記入後、
庶務課（男
女共同参
画推進員
所属課）で
取りまとめ

子ども自身の性同
一性障害の悩みに
対する適切な助言
等の支援を行った
ため。

2

性的マイノリティ
の人々の人権を
尊重する視点か
ら相談支援を実
施します

市民オンブ
ズマン事務
局

人権オンブズ
パーソン制度
の実施

次年度も引き続き、
男女平等に関わる人
権侵害について、問
題解決に向けた助
言・支援を行い、関
係機関等と連携して
適切な対応に努め
る。

議会局（統
計資料作
成局）

人権・男女
共同参画
室

(8)男女平等や人権侵害に関する相談事業の推進

　　女性や男性の様々な悩みや人権侵害に関する相談事業を実施するとともに、性同一性障害に関する相談支援を行います。また、相談窓口の周知に努めます。

19

女性のさまざまな
悩みにかかる相
談事業を実施し
ます。

男女共同参画
センター女性
総合相談

ハローウィメンズ１１０番
（電話・面接相談）におい
て、電話相談5,179件、面
接相談120件、年間合計
5,299件の相談があった。

新型コロナウイル
ス感染症の感染拡
大に伴い、前年度
を上回る相談件数
があった。

2

研修等を通じ、引き
続き相談の質の向上
に努めながら、実施
していく。

市議会広報紙「議会かわさ
き」のアンケートでは性的
マイノリティへの配慮から
性別欄を設けていない。

研修等を通じ、引き
続き相談の質の向上
に努めながら、実施
していく。

性同一性障害の児童
が、相談に繋がりや
すくなるよう、引き
続き学校等の関係機
関との連携強化を進
めていく。

人事委員
会事務局
（統計資料
作成局）

教育委員
会事務局
（統計資料
作成局）

次年度も引き続き、
男女平等推進の視点
に配慮し、調査を実
施していく。

20

18

市の統計調査や
アンケート調査等
の実施にあたっ
ては、必要に応じ
て性別データの
把握に努めます

21

男女比率の把
握、及び公表

市の統計調査や
アンケート調査等
の実施にあたっ
ては、必要に応じ
て性別データの
把握に努めます
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制度等の周知
広報

市ＨＰ、年度報告書、市政
だよりでの広報や広報コー
ナー、区役所ロビー等での
パネル展示、ＰＲ動画放映
を行った。また、各種イベ
ントでの相談カードや広報
パンフレットの配布のほ
か、男女共同参画センター
と連携し実施している高校
生対象ワークショップは新
型コロナウイルス感染症禍
で中止したが、啓発チラシ
を作成し全市立高校への配
布や、関係機関等との会議
を通じ制度周知に努めた。

引き続き、相談事業
の周知を図るため、
配架先の開拓に努め
る。

相談窓口の周
知広報

女性相談及び男性相談の電
話番号・相談日等を記載し
たカードを作成し、市内公
共施設、民間事業者、高校
定時制等に配架し、窓口の
広報を行った。また、チラ
シなどの広報物にはＱＲ
コードを記載した。

2

引き続き、守秘義務
の観点も取り入れな
がら、一人ひとりに
寄り添った相談支援
体制の充実を図り、
心のケアに努めてい
く。

3

性同一性障害に特
化した相談だけで
なく、その背景を
含めて、人権を尊
重した視点を大切
にした相談業務を
心がけた。

性同一性障害
に関する相談
支援の実施

性同一性障害
に関する相談
支援の実施
（教育相談セン
ター・室）

2

精神障害の分類から
除外されたことに伴
う相談支援体制につ
いて、関係機関とも
意見交換をしていき
たいと考えている。

市民オンブ
ズマン事務
局

・令和2年2月に策定した
「第3期川崎市ＤＶ防止・
被害者支援基本計画」に基
づき、取組を推進した。
・計画の進捗状況について
は、2月に庁内調査を実施
した。

2

人権オンブ
ズパーソン
担当

人権・男女
共同参画
室

性同一性障害の高校生年齢
以上の相談窓口として、本
人及び家族からの相談を５
件対応した。

相談カードの配布
を通じて、相談事
業の周知を実施し
た。

22

ＷＨＯ総会にて性
同一性障害が精神
障害の分類から除
外されたことに伴
い、本年度より支
援者向け研修会は
実施を見合わせる
こととした。

総合リハビ
リテーショ
ン推進セン
ターこころ
の健康
課ー

教育委員
会事務局

教育相談セ
ンター

市民文化
局

相談支援体制として、一般
の電話相談、来所相談、ス
クールカウンセラーの配
置、学校巡回カウンセラー
の派遣等を実施し、その内
容に応じた心のケアを行う
とともに、必要に応じて、
関係諸機関との連携を図
る。

男女平等の人権侵
害に関する相談窓
口等の周知広報に
向け、様々な取組
を実施した。

2

次年度も引き続き、
市ＨＰ、年度報告
書、市政だより等で
の広報のほか、区役
所等でのパネル展示
や各種イベントでの
広報物の配布、男女
共同参画センターと
連携した広報活動等
を実施する。また、
関係機関等との会議
を活用した制度の周
知に努める。

(9)ドメスティック・バイオレンスの防止と被害者支援の推進

　　「川崎市ＤＶ防止・被害者支援基本計画」に基づき、被害者への支援とＤＶ防止に向けた取組を進めます。

計画に基づき進捗
管理を行うこと
で、目標どおりの
取組を行うことが
できた。

市民文化
局

ＤＶ防止・被害
者支援基本計
画の推進

「第3期川崎市ＤＶ防
止・被害者支援基本
計画」に基づき、Ｄ
Ｖ防止・被害者支援
の取組を推進してい
く。

人権・男女
共同参画
室

健康福祉
局

23

男女平等や人権
侵害に関する相
談窓口を周知し
ます。

23

男女平等や人権
侵害に関する相
談窓口を周知し
ます。

24

ＤＶ防止・被害者
支援基本計画を
推進し、配偶者等
からの暴力による
被害者への支援
を実施します。

性的マイノリティ
の人々の人権を
尊重する視点か
ら相談支援を実
施します
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児童家庭
支援・虐待
対策室

こども未来
局

①川崎市ＤＶ相談支援セン
ターを中心に相談を行い、
被害者の人権擁護及び自立
のための支援を行った。②
ＤＶ被害者支援のため、神
奈川県や民間シェルター等
への緊急一時保護を実施す
るとともに、民間団体の運
営等への支援を行った。さ
らに今年度、市内民間団体
の支援の拡充を目的に補助
金の増額を行った。③「川
崎市ＤＶ防止・被害者支援
基本計画」に基づき施策を
推進した。④ＤＶや性暴力
による望まない妊娠の相談
窓口の周知を進めるため、
川崎市DV相談支援センター
と妊娠・出産ＳＯＳとの合
同ポスターの関係機関等や
市内鉄道各駅への掲示や
カードの配布広報活動を
行った。さらに従来の紙媒
体でなく、デジタルサイ
ネージやＳＮＳ等による広
報を行うため、広報動画を
作成した。

「川崎市ＤＶ防
止・被害者支援基
本計画」に基づ
き、DV被害者への
支援を行うととも
に、様々な媒体を
活用した相談機関
の広報を行うな
ど、ほぼ目標どお
り実施できたた
め。

2

ＤＶ防止・被害
者支援基本計
画に基づく被
害者支援の推
進

　　セクシユアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、マタニティ・ハラスメント等の防止に向けた取組とともに、相談支援を行います。

関係機関を対
象とした被害者
支援等に関す
る研修の実施

・大学生や専門学校生、中
校生を対象とし、デートＤ
Ｖ予防啓発ワークショップ
を実施し、計7回、計494名
の参加があった。
・デートＤＶ予防啓発ワー
クショップ受講対象の拡大
に向け、教員に向けてワー
クショップの説明を実施し
た。

こども未来
局

児童家庭
支援・虐待
対策室

デートＤＶ予防
啓発ワーク
ショップの実施

(10)様々なハラスメントの防止と被害者支援の推進

機会を捉え、ハラス
メント防止に向けた
情報提供を行ってい
く。

セクハラ、パワ
ハラ、マタハ
ラ、パタハラ防
止に向けた男
女共同参画セ
ンターによる情
報提供

26

市民文化
局

人権・男女
共同参画
室

市民文化
局

25

ドメスティック・バ
イオレンスの防止
に向けた啓発パ
ンフレット等の作
成、配布や情報
提供を行います。

引き続き、啓発品の
配布を通じた、ＤＶ
予防や窓口の周知を
図る。

デートＤＶ予防啓
発ワークショップ
を通じて啓発を実
施し、被害等の防
止を図った。

1

引き続きデートＤＶ
予防啓発ワーク
ショップの実施を行
う。

24

人権・男女
共同参画
室

市民文化
局

・男女共同参画センターの
ホームページ上にセクシュ
アル・ハラスメント等の防
止に関するｗｅｂサイトの
リンクを張り、情報発信を
行った。

男女共同参画セン
ターのホームペー
ジ上で情報提供を
行い、ハラスメン
ト防止を図った。

2
人権・男女
共同参画
室

「川崎市ＤＶ防止・被害者
支援基本計画」に基づき、
被害者支援等に関する研修
を実施し、40名の参加が
あった。

研修を実施するこ
とにより、ＤＶ被
害者を支援する関
係機関の理解を深
め、被害者支援を
推進したため。

2

ＤＶ被害者に対し、
関係機関が連携して
取り組めるよう、引
き続き研修を実施し
ていく。

「川崎市ＤＶ防止・
被害者支援基本計
画」に基づき、ＤＶ
被害者の人権を擁護
し、川崎市ＤＶ相談
支援センターを中心
に関係機関等と連携
しながらＤＶ被害者
への支援を推進して
いく。また、ＤＶ被
害者がより多く相談
窓口につながること
ができるよう、令和2
年度に作成した川崎
市ＤＶ相談支援セン
ター広報動画を川崎
市ＨＰやＳＮＳ、ア
ゼリアビジョン、Ｊ
Ｒ南武線トレイン
チャンネル等へ展開
し、周知啓発を行
う。

27

ハラスメント防止
に向けた啓発パ
ンフレット等の作
成や配布、情報
提供とともに、被
害者への相談支
援を行います。

啓発物品の作
成や配布、ＤＶ
に対する正しい
理解の促進

・ＤＶ相談窓口やパーブル
リボンプロジェクトを広報
するファイルを配布した。
・「女性に対する暴力をな
くす運動期間」にあわせ広
報コーナーなどで展示・広
報を行った。
・成人の日を祝うつどいの
パンフレットにデートＤＶ
予防啓発広報を掲載した。

啓発品の配布や、
啓発広報文の掲載
によって、ＤＶ支
援相談窓口の周知
や予防啓発に繋
がった。

2

ＤＶ防止・被害者
支援基本計画を
推進し、配偶者等
からの暴力による
被害者への支援
を実施します。

ドメスティック・バ
イオレンスに関す
る講座や研修を
実施します。

38
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(11)性暴力や売買春などの根絶に向けた施策の推進

労働雇用
部2

・引き続き、｢かわさ
き労働情報｣におい
て、男女雇用機会均
等法や性別を理由に
する差別等について
相談できる窓口の案
内記事等を掲載す
る。
・引き続き、「働く
ためのガイドブッ
ク」において、男女
雇用機会均等法やセ
クハラ・パワハラに
ついての記事を掲載
する。

・「かわさき労働情報」に
おいて、性別を理由にする
差別等について相談できる
窓口の案内記事を掲載し
た。
・「働くためのガイドブッ
ク」において、男女雇用機
会均等法やセクハラ、パワ
ハラについての記事を掲載
した。

女性に対するあら
ゆる暴力の防止と
被害者への支援に
向けた取組を実施
した。

経済労働
局

労働相談

29

市職員に対しハ
ラスメントの防止
に向けた研修等
を行うとともに、相
談窓口での相談
対応を実施しま
す。

企業向けＬＧＢ
Ｔセミナーの実
施

階層別研修、
「要綱」の周
知、相談窓口
の周知及び対
応の実施

「かわさき労働
情報」「働くた
めのガイドブッ
ク」等による防
止に向けた広
報

ハラスメント防止
に向けた啓発パ
ンフレット等の作
成や配布、情報
提供とともに、被
害者への相談支
援を行います。

27

経済労働
局

市内2か所で実施している
常設の労働相談のほかに、
神奈川県と共催で月1回の
弁護士相談・夜間労働相
談・年4回の街頭労働相談
を開催し、職場で起きたセ
クハラの問題についても相
談を受けた。

2

出前講座等は依頼に
基づき、実施してい
くとともに、ニーズ
把握をしながら講座
等の企画を行ってい
く。

街頭労働相談では
女性が話しやすい
ように女性相談員
による相談コー
ナーを設けた。他
の相談においても
相談者の状況を理
解したうえで中立
的な立場から相談
を受けることに配
慮した。

2
労働雇用
部

引き続き労働相談業
務を継続する。

人権・男女
共同参画
室（人権
班）

総務企画
局 人事課

市民文化
局

人権・男女
共同参画
室

ハラスメント防止
対策に関係する法
改正に対応するた
め、要綱等の改正
を行い、相談窓口
やハラスメントに
関する情勢等につ
いても周知を行っ
た。また、係長級
以上の職員を対象
に、ハラスメント
防止対策研修を開
催した。相談窓口
では、相談者個々
の状況に応じて、
事実関係の調査や
問題の解決に向け
た対応を行った。

2

引き続き、各種研修
等を通じてハラスメ
ントの防止に向けた
取組を実施するとと
もに、相談窓口で
は、相談者個々の状
況に応じて適切に対
応していく。

市民文化
局

団体等の依頼に基
づき、出前講座を
行うことで、啓発
に繋がった。

・3回連続講座として、令
和2年12月17日、令和3年1
月15日、同年2月16日に開
催し、延べ39人の参加が
あった。

・前年度に引き続
き、企業実務に詳
しい講師を選定し
た。多様な性やハ
ラスメントに関し
て、企業関係者に
理解を深めてもら
うことができた。

2

・開催時間帯（今年
度は全て午後3時開
催）について、夜間
も含めて検討する余
地がある。

・新規採用職員研修や階層
別研修などの機会を通じ
て、ハラスメントに関する
情勢や相談窓口等について
の周知を行った。
・相談窓口では、担当職員
による一般相談及び弁護士
による専門相談を実施し
た。
・法改正等を踏まえ、要綱
及びリーフレットの改正と
行った。

令和2年度は、団体等への
出前講座・研修においてセ
クシュアル・ハラスメン
ト、パワー・ハラスメント
に関する依頼が1件あっ
た。

　　防止に向けた取組を進めるとともに、関係機関と連携した被害者支援を行います。

男女共同参画
センターによる
企業等への出
前講座

ハラスメントに関
する講座や研修
を実施します。

28

ハラスメントに関
する講座や研修
を実施します。

28
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人権・男女
共同参画
室

内閣府や神奈川県が作成し
たJKビジネスや人身取引防
止に向けたポスター及び
リーフレットを、市内各施
設で掲示・配架した。 市民文化

局

市民文化
局

こども未来
局

地域安全
推進課

30

30
児童家庭
支援・虐待
対策室

ポスター掲示
等による啓発

性暴力及びストー
カー等の防止に
関する啓発及び
被害者への支援
を行います。

性暴力及びストー
カー等の防止に
関する啓発及び
被害者への支援
を行います。

犯罪被害者等
支援相談の実
施

女性保護事業
の実施

犯罪被害者等支援条
例が施行されること
により、犯罪被害者
等に対する支援の充
実を図っていく。

川崎市ＤＶ相談支援セン
ターを中心に性暴力等を受
けた被害者の相談支援に応
じ、安全確保が必要な被害
者には関係機関と連携して
一時保護を行った。

2

被害女性の訴えを
確認しながら、女
性の立場に立った
支援を行ったた
め。

女性の相談員を配
置するなど、性犯
罪被害者等が相談
しやすい体制によ
り被害者支援を
行った。 2

ポスター等の掲示
を行うことで、女
性に対する暴力被
害の啓発に繋がっ
た。

2

引き続き、内閣府が
作成する広報物等を
市内各施設で配架
し、性暴力や売買春
根絶に向けた啓発を
行う。

犯罪被害者等支援相談を実
施し、各種犯罪被害に対
し、専門の相談員が面接や
電話等により各種支援施策
の情報提供を行った。

引き続き関係機関と
連携しながら、被害
女性の支援をしてい
く。

子どもに対する性
暴力・性犯罪被
害の防止及び早
期発見・早期対
応に努めます。

31

子どもに関わる人
権侵害について、
適切に対応した。

関係機関と連
携した児童相
談所における
虐待相談・通
告への対応

子どもに対する性
暴力・性犯罪被
害の防止及び早
期発見・早期対
応に努めます。

31

新型コロナウイルス感染拡
大の影響により各種イベン
トが縮小されたが、11月の
児童虐待防止月間を中心
に、虐待のないまちづくり
を推進するため、啓発ポス
ターの掲示等に加え、新た
に虐待防止のアニメーショ
ン動画を制作するなど積極
的な普及啓発に取り組ん
だ。
　また、児童虐待に係る相
談体制を充実するため、神
奈川県が実施する「かなが
わ子ども家庭110番相談
LINE」に参加し、ＬＩＮＥ
による相談窓口を令和2年7
月から設置した。

子どもからの相談に対し、
関係機関等と連携して、迅
速・適切に対応した。

人権オンブズ
パーソン制度
（子どもの権利
侵害）の推進

人権オンブ
ズパーソン
担当

児童家庭
支援・虐待
対策室

従来からの広報啓
発手法に加え、Ｓ
ＮＳ等の電子メ
ディアによる広報
を新たに実施する
など効果的な普及
啓発を実施した。

2

より効果的な広報啓
発に努め、事業内容
などを充実させる必
要がある。

児童相談所における相談・
通告に対して迅速かつ適切
に対応した。また、要保護
児童対策地域協議会等を活
用し、関係機関と連携しな
がら児童及び保護者を支援
した

関係機関と連携を
図りながら、適切
な対応と相談支援
に努めた。

2

児童虐待の早期発見
と早期対応のため、
引き続き関係機関と
連携していく。

こども未来
局

1

次年度も引き続き、
子どもからの相談に
対し、関係機関等と
連携して、適切な対
応に努める。 市民オンブ

ズマン事務
局

児童虐待防止
推進月間を中
心とした児童虐
待の防止、早
期発見に向け
た普及啓発活
動の実施

児童家庭
支援・虐待
対策室

こども未来
局

40



H30
(2018) B

R1
(2019) B

R2
(2020) B

R3
(2021)

H30
(2018) B

R1
(2019) B

R2
(2020) B

R3
(2021)

H30
(2018) B

R1
(2019) B

R2
(2020) B

R3
(2021)

33

男性のさまざまな
悩みにかかる相
談事業を推進し
ます。

男女共同参画
センター男性
相談

市民文化
局

人権・男女
共同参画
室
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3　家庭生活への男性の参画促進

(12)男性にとっての男女共同参画の意義についての理解の促進

　　意識啓発や相談事業等を通じて、男女共同参画について男性の理解の促進を図ります。

説明資料を配付し、担当者
に事業の趣旨を伝えた。ま
た、子どもの権利学習（Ｃ
ＡＰプログラム）こども
ワークショップを小学校16
校、中学校2校、2080名の
児童生徒に対して新型コロ
ナウイルスの影響がある中
でも、権利の大切さを教
え、安全・安心について理
解を深めることができるよ
う実施した。

市民文化
局

人権・男女
共同参画
室

教育政策
室

人権・多文
化共生教
育

教育委員
会事務局

指導課

今後も、各区・教育
担当を中心に関係機
関が連携し、子ども
に対する性暴力や性
犯罪を含めた問題の
把握に努め、速やか
に対応し、適切に支
援するよう努めてい
く。

34

男性が主体となっ
て企画運営を行う
子育てサロン等
の開催を通じ、男
性の家庭や地域
活動への参画を
促進します。

男女共同参画
センターのイキ
メン研究所

・男性の育児参画のため、
イキメン研究所ジャーナル
（年4回）を発行した他、
冊子「ちちしるべ」の増刷
分を区役所・保育園等に配
布した。

男性の家庭や地域
活動への参画に向
け幅広く周知がで
きた。

2

・男女共同参画センターが
主催するイキメン研究所に
おいて、「パパのための子
育てサロン」を計5回開催
し、延べ計43名の参加が
あった。

男性向け講座の実
施を通じ、男性の
家事・子育て等へ
の主体的な参加を
促進した。

235

両親学級や子育
てセミナー等にお
いて、男性が参
加しやすい講座
時間・内容を企画
します。

32

長時間労働を前
提とした従来の働
き方を見直し、男
性が家庭生活や
地域活動に参画
できる多様な働き
方・生き方につい
て啓発を進めま
す。

31

子どもに対する性
暴力・性犯罪被
害の防止及び早
期発見・早期対
応に努めます。

小・中学生を対
象とした「ＣＡＰ
子どもワーク
ショップ」の実
施

各区に配置した区・教育担
当を中心に、関係機関と連
携し、子どもに対する性暴
力や性犯罪を含めた問題の
把握に努め、速やかに情報
共有を行うとともに、その
状況に応じて適切に支援を
行った。

平成28年度から中
学校も実施対象に
している。令和元
年度4校、令和2年
度2校で実施した。
学年の実態に応じ
たプログラム（中
学校1年生と2，3年
生では実施内容が
異なる）の実施が
定着しつつある。
新たな課題でもあ
るデートDVについ
ても、2校実施し
た。

2

ＣＡＰプログラム、
デートＤＶのプログ
ラムについては、今
後も事業の趣旨、効
果的な実施方法を伝
え、啓発を図る。

各区・教育担当が
中心となり、状況
や必要に応じて学
校、区役所、児童
相談所、警察等、
関係機関が連携し
て対応し、適切に
支援した。

2

男性向け啓発
事業
男女共同参画
センターにおけ
る男性向け事
業（講座等）の
実施
（育休パパとママ
のための職場復
帰セミナー＆カ
フェ）

・育休パパとママのための
職場復帰セミナー＆カフェ
を計１回実施し、男性3
人、女性3人、合計6人の参
加があった。
・ライフキャリア講座　50
代からの生き方講座を開催
し、男性延べ25人、女性延
べ64人、合計延べ89人の参
加があった。

・職場復帰セミ
ナーは両親での参
加という形をとる
ことで、男性の理
解促進を図った。
・ライフキャリア
講座は、定年退職
後に夫婦間で起き
る問題点などにつ
いて話すなど、夫
婦で参加しやすい
内容とした。

2

引き続き、男性の家
庭・地域参加に向け
た講座を開催する。

引き続き、イキメン
研究所メンバー増員
に向けた取組も行っ
ていく。

男女共同参画
センターの男
性向け事業の
男性が参加し
やすい企画・実
施

市民文化
局

人権・男女
共同参画
室

引き続き、男性が働
き方や生き方につい
て気付きを得る場の
提供を実施する。

区・教育担当を
中心とした性暴
力被害を含め
たさまざまな問
題への適切な
支援の実施

市民文化
局

再掲目標Ⅰ　事業番号20

(13)家事・子育て・介護等家庭生活における男性の主体的な参画の促進

　　男性が参加しやすいように配慮した講座開催などを通じて、男性の家庭生活への参画を促進します。

人権・男女
共同参画
室

教育委員
会事務局
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認知症介護教室は、新型コ
ロナウイルス感染症拡大防
止のため未実施。
介護者の会は3回実施し、
男性介護者は6名参加し
た。

地域支援
課

男女の共同参加の視
点にたって、認知症
の正しい理解の普及
啓発に取組む。

男女とも参加しや
すいよう、講師の
選定や内容を検討
した。

2

関係機関・団体の協
力により積極的に広
報するとともに、介
護について困ってい
る区民が男女の別な
く参加しやすいよ
う、関係機関等と連
携しながら行う。

男性の参加促
進に配慮した、
認知症家族介
護教室の実施

家族介護者支援講演会を実
施した。

引き続き実施する。

幸区役所

2
川崎区役
所

地域支援
課

地域支援
課

今年度同様に講演会
を実施し男女共に幅
広く参加できるよう
広報する。

高津区役
所

男女共に参加があ
り、自主活動をす
る区内介護者の会
の参加へと繋がる
きっかけとこと
なった。
また、グループ
ワークを通じ介護
者同士交流が図れ
た。      【男女
平等に配慮した
点】
参加募集に際して
は男女共に幅広く
参加できるようチ
ラシ配布や市政だ
よりを活用し広報
をした。

地域支援
課

中原区役
所

・新型コロナウィルス感染
症予防対策を周知しなが
ら、体操・ウォーキンググ
ループや閉じこもり予防を
目的とした56の自主グルー
プ活動の支援を実施した。
男性ボランティアが中心に
活躍されているグループも
あり、男性の地域活動参加
のきっかけとなっている。

自主グループ活動
は女性の参加者や
ボランティアが多
い傾向ではある
が、男性ボラン
ティアが中心とな
り開催するサロン
も発足している。
男性参加の促進と
なっている。

2

2

新型コロナウイルス感染症
の感染拡大防止対策のた
め、企画していた認知症講
演会は中止とした。代替対
応として、講座参加申込者
には啓発用資料を送付し
た。

企画していた講演
会は中止となった
が、参加申込者に
は認知症啓発用の
資料を送付した。

男性の参加促進
など男女共同参
画の視点に立っ
た介護教室等を
実施します。

35

両親学級や子育
てセミナー等にお
いて、男性が参
加しやすい講座
時間・内容を企画
します。

こども未来
局

今後も、誰もが参加
しやすい講座の開催
に向け、取組を推進
する。

健康福祉
局

36

男性の参加促進
など男女共同参
画の視点に立っ
た介護教室等を
実施します。

両親学級の土
曜日、日曜日
の開催
川崎市父子手
帳の配布

男女共同参画の理
解の促進に向け、
計画していた取組
を実施したため。

2

男性の参加促
進に配慮した、
各区における
介護教室等の
実施

男性の参加促
進に配慮した、
各区における
介護教室等の
実施

男性の参加促
進に配慮した、
各区における
介護教室等の
実施

男性の参加促
進に配慮した
介護教室等の
実施

男女共同参画の視点から、
市・区における様々な機会
を活用して男性にも参加を
促すよう、積極的にＰＲを
行った。

男女共同参画の視
点から、適切に実
施することができ
た。

健康増進
課

こども保健
福祉課

・各区において初産婦とそ
のパートナー等を対象に両
親学級を実施した。
・平日に区で開催する両親
学級に参加できない方を対
象に、川崎市看護協会にお
いて年7回（土曜日）、川
崎市助産師会において年11
回（日曜日）両親学級を実
施した。市助産師会で実施
した11回のうちの3回は、
新型コロナ感染症対策とし
てオンラインで開催した。
・母子健康手帳交付時に、
妊産婦のメンタルヘルスや
父親の積極的な育児参加の
普及啓発のため父子手帳等
を配布した。

2

・次年度も引き続き
両親学級を開催する
とともに、就労して
いる妊婦や父親の
ニーズを踏まえ、休
日の開催を継続す
る。
・次年度も引き続き
父親が妊娠・出産・
育児に関心を持てる
よう父子手帳の配布
を行う。
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(14)男女共同参画の視点に立った家庭教育の推進

教育委員
会事務局

市政だよりなどで
広報した際には、
申し込み1日で10件
近くに及ぶ希望が
あったが、新型コ
ロナ感染防止及び
緊急事態宣言の延
長により事業が中
止となった。

新型コロナウィルス感染症
に関する状況を鑑み、教室
の実施を見送った。

36

男性の参加促進
など男女共同参
画の視点に立っ
た介護教室等を
実施します。

37

男性の子育て参
加の促進など男
女共同参画の視
点に立った家庭
教育支援事業を
推進します。

家庭教育支援
事業の推進

教育文化会館・市民館にお
ける｢家庭・地域教育学
級」の実施にあたっては、
男女が共同して子育てする
視点を持つことを意識して
行った。

男性にとっての男
女共同参画の意義
についての理解の
促進につながる事
業を実施した。 2

次年度も引き続き、
男女共同参画の視点
に立った家庭教育支
援事業を推進する。

地域支援
課

地域支援
課

地域支援
課

麻生区役
所

多摩区役
所

宮前区役
所

今後も固定的な役割
意識にとらわれない
男女平等の視点で実
施していく。男女共
に幅広く参加できる
よう広報する。

男性の参加促
進に配慮した、
各区における
介護教室等の
実施

コロナ禍に伴う少人
数での運営体制を工
夫し、事業計画を立
案。男女平等参加促
進に向けた情報提供
や、運営を継続的に
実施していく。

男女平等の視点に
立ち、介護教室な
どを実施すること
ができた。

2

学習会や座談会を年6回計
画したが、新型コロナウイ
ルス感染症拡大のため、年
度初回は中止。以降は感染
防止対策に留意し5回開催
した。介護者及びボラン
ティアとの交流により、精
神的負担の軽減ができた。
また介護者が具体的なケア
の方法や最新の情報が得ら
れた。

新型コロナウィル
ス感染症に関する
状況を鑑み、教室
の実施を見送っ
た。

生涯学習
推進課

5

感染症対策を講じつ
つ、男女の区別なく
教室等に参加できる
よう広報や事業内容
を検討し取り組む。

男性の参加促
進に配慮した、
各区における
介護教室等の
実施

男性の参加促
進に配慮した、
各区における
介護教室等の
実施

広報用チラシの作成・配
架、ホームページの作成な
どを行い、男女平等推進や
参画を意識した事業計画を
立案し、周知を行ったが、
緊急事態宣言の延長、コロ
ナ禍でやむなく事業を中止
した。

2
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38

審議会等委員に
占める女性の割
合向上のための
取組を推進し、令
和3（2021）年度ま
でに40％となるよ
うめざします。

事前協議、参加
状況調査、プラ
スワンキャン
ペーン等取組実
施

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

女性比率
令和2年度：37.1%

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

女性比率
令和2年度：31.8%

経済労働
局（審議会
等所管局）

女性比率
令和2年度：19.2%

令和2年度19.2％で
あり、前年度と比
較すると数値は
1.1%低下してお
り、引き続き取組
を推進していく必
要がある。

男女共同
参画推進
員所属課
（庶務担当
課）

男女共同
参画推進
員所属課
（庶務担当
課）

女性比率
令和2年度：26.4%

局内各課が委員の選任を行
う際には、庶務課で男女比
の確認を行い、女性比率を
向上するよう働きかけた。
また、本市人権・男女共同
参画室からの情報に基づ
き、局内各課へ情報提供を
行った。

1

引き続き局内所管の
審議会等委員の女性
比率の向上を目指す
よう要請していく。

総務企画
局（審議会
等所管局）

令和元年度は
33.1％であり、前
年度から比率が4％
増加したものの、
目標達成まで2.9％
の開きがある。

1

前年度から比率が
1.1％減少し、目標
達成まで22.1％の
開きがある。

人権・男女
共同参画
室

男女共同
参画推進
員所属課
（庶務担当
課）

委員を選任する際に
は、男女比に配慮
し、女性比率の向上
に努めるよう、局内
各課に周知してい
く。

市民文化
局（審議会
等所管局）

男女共同
参画推進
員所属課
（庶務担当
課）

令和２年度は
31.8％となり、前
年度の28.0％から
3.8％向上した。依
然として目標値の
40％まで8.2％開い
ているが、改善が
進んでいる。

1

改選の際に女性比率
が向上するよう事前
協議を通じて働きか
ける。

財政局（審
議会等所
管局）

1

局内各課に対し、審
議会等における委員
選任時の女性比率を
向上するよう働きか
けていく。また、男
女共同参画に関する
積極的な情報提供を
行っていく。

情報提供し比率向
上に向け働きか
け、前年同程度で
あったが、目標値
まで10％以上の開
きがある。

市民文化
局

女性比率
令和2年度：17.9%

委員の専門分野に女
性研究者が少ない等
の課題があるが、改
選の機会において早
期の働きかけを行う
など、女性比率向上
に向けた取組を行
う。

環境局（審
議会等所
管局）

1

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

・新規設置及び改選を行う
審議会所管対象課と事前協
議を行い女性参加促進を働
きかけた。
・全審議会等を対象にした
参加状況調査を実施し、現
状把握及び課題の検討を
行った。
・改選を行う審議会等を対
象に女性候補者確保に向け
た手法の情報提供を行っ
た。
・年度末から「目標最終年
度☆審議会等委員への女性
の参加促進強化期間」を開
始し、目標達成に向けた庁
内働きかけを促進してい
る。

令和2年度女性比率
は31.1%と、令和元
年度の31.2％から
0.1ポイント減と
なっている。

1

令和3年度は目標最終
年度となることを踏
まえ、比率向上に向
けた働きかけを促進
していく。

担当部署所管局

Ⅱ　働く場における男女共同参画の推進

４　政策・方針の立案及び決定への女性の参画拡大

(15)審議会等の市の政策・方針決定過程への女性の参画の推進

　　審議会等委員に占める女性の割合について調査を実施し現状を把握するとともに、推薦団体への働きかけなど目標値達成に向けて取り組みます。

令和2(2020)年度実績

年度ごとの達成度（男女共同参画の
視点に配慮した事業の推進度）

事業
番号

事業
今後
の方
向性

事業概要

男女共同
参画推進
員所属課
（庶務担当
課）

次年度の課題

審議会等委員に
占める女性の割
合向上のための
取組を推進し、令
和3（2021）年度ま
でに40％となるよ
うめざします。
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女性比率
令和2年度：29.3%

審議会等委員を選任する際
には、女性比率が向上する
よう所管課に働きかけ、女
性委員の参加向上に努め
た。

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

女性比率
令和2年度：32.3%

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

委員改選のタイミン
グを活用し、引き続
き、女性委員の選任
依頼を行っていく。

前年度から女性比
率が3.3パーセント
向上した。

1

健康福祉
局（審議会
等所管局）

2

懇談会の議題に沿っ
て、現任の学識経験
者など関係者に早期
から女性学識者の紹
介を働きかける。

臨海部国
際戦略本
部（審議会
等所管局）

女性比率
令和2年度：33.1%
前年度からのポイント増減
はなかった。
・審議会等の新規設置及び
改選の際は、審議会等所管
課と事前協議を実施した。

1

引き続きさらなる女
性委員の比率向上に
努める。

前年度から比率が
2.6ポイント減少し
たが、目標達成ま
で10.7ポイントの
開きがある。

前年度から比率が
変わらなかったも
のの、目標達成ま
で6.9ポイントの開
きがある。

2

職に対する委員選任
もあり難しいが、引
き続き女性委員の参
加向上に努めてい
く。 まちづくり

局（審議会
等所管局）

女性参加促進に関す
る事例の情報提供や
事前協議の時期の検
討を行い、比率向上
に向けた取組を引続
き行う。

男女共同
参画推進
員所属課
（庶務担当
課）

男女共同
参画推進
員所属課
（庶務担当
課）

男女共同
参画推進
員所属課
（庶務担当
課）

男女共同
参画推進
員所属課
（庶務担当
課）

川崎区役
所（審議会
等所管局）

男女共同
参画推進
員所属課
（庶務担当
課）

男女共同
参画推進
員所属課
（庶務担当
課）

女性比率が19.4％
であり、目標達成
まで10ポイント以
上の開きがある。

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

2

前年度比で減少しな
いよう、次年度も男
女比に配慮してい
く。

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

女性比率
令和2年度：31.7%

前年度から比率が
3.1ポイント上昇
し、目標達成にま
だ開きがある。

2

女性比率
令和2年度の数値は19.4％
となり、前年度の11.1％よ
り8.3ポイント向上した。

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

こども未来
局（審議会
等所管局）

女性比率
令和2年度：41.8%

目標通り達成でき
た。

建設緑政
局（審議会
等所管局）

港湾局（審
議会等所
管局）

1

引き続き、女性比率
の向上に努めてい
く。

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

女性比率
令和2年度：0%

推進方策や評価に
関する意見聴取を
実施するため、臨
海部ビジョン策定
に携わった学識者
で構成されてお
り、委員の追加変
更などの機会がな
かった。

男女共同
参画推進
員所属課
（庶務担当
課）

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

女性比率
令和2年度：56.5%
前年度の52.2％から4.3ポ
イント向上した。

前年度から比率が
4.3ポイント増加し
ており、目標の40
ポイントも昨年度
に引き続き達成し
ている。

2

引き続き、実施して
いく。

幸区役所
（審議会等
所管局）

男女共同
参画推進
員所属課
（庶務担当
課）

38

審議会等委員に
占める女性の割
合向上のための
取組を推進し、令
和3（2021）年度ま
でに40％となるよ
うめざします。
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38

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

38

審議会等委員に
占める女性の割
合向上のための
取組を推進し、令
和3（2021）年度ま
でに40％となるよ
うめざします。

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

昨年度に引き続
き、目標の40％を
達成した。

2

改選の際に女性比率
が向上するよう各課
に働きかけていく。

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

前年度から比率が
2.7ポイント増加し
たものの、目標達
成まで8.7ポイント
の開きがあるた
め。

審議会等の委員の選
任にあたっては、男
女共同参画の視点を
持って取り組むよう
各課に周知し、比率
向上に配慮する。

女性比率
令和2年度：52.4%

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

女性比率
令和2年度：19.2%

男女共同
参画推進
員所属課
（庶務担当
課）

女性比率
令和2年度：41.8%

前年度から比率が
1.8ポイント減少し
たが、目標である
40%を達成してい
る。

女性比率
令和2年度：31.3%

男女共同
参画推進
員所属課
（庶務担当
課）

男女共同
参画推進
員所属課
（庶務担当
課）

前年度から比率が
4.8ポイント減少
し、目標達成まで
20.8ポイントの開
きがある。

女性比率
令和2年度：38.5%

病院局（審
議会等所
管局）

男女共同
参画推進
員所属課
（庶務担当
課）

2

麻生区役
所（審議会
等所管局）

今後も比率を下げる
ことなく、女性参加
促進の取り組みを続
けていく。

女性比率
令和2年度：22.2%

引き続き、男女比に
配慮し、各団体へ女
性委員の推薦を依頼
していく。

女性比率
令和2年度：42.9%

2

中原区役
所（審議会
等所管局）

男女共同
参画推進
員所属課
（庶務担当
課）

2

女性委員の参加比率
向上に向けて、川崎
市男女平等推進行動
計画を周知するとと
もに、女性比率が向
上するよう審議会を
所管する所属課へ働
きかけを行う

1

審議会等委員選任時
には、有識者及び各
団体へ男女共同参画
に関する情報提供を
行うとともに、女性
委員の比率向上につ
いて配慮していただ
くよう依頼するな
ど、引き続き女性の
登用に努めていく。

男女共同
参画推進
員所属課
（庶務担当
課）

女性参加促進に関す
る好事例の情報提供
や、事前協議時期の
検討を行い、比率向
上に向けた取組を行
う。

2

1

男女共同
参画推進
員所属課
（庶務担当
課）

女性比率
令和2年度28.3%

男女共同参画の視
点に基づく配慮に
ついて所管課に働
きかけを行い、女
性委員の参加比率
向上に努め、前年
度23.7%から今年度
は4.6％増加した

女性の参加比率が
上がったため。

2

引き続き審議会等に
おいて、男女共同参
画の視点を持って取
り組むよう各課に周
知・共有していく。

多摩区役
所（審議会
等所管局）

宮前区役
所（審議会
等所管局）

上下水道
局（審議会
等所管局）

交通局（審
議会等所
管局）

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

令和3年度までの目
標である「40％」
を既に達成してい
る。

男女共同
参画推進
員所属課
（庶務担当
課）

前年度と比較して
7.2％減少した。

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

高津区役
所（審議会
等所管局）

審議会等委員に
占める女性の割
合向上のための
取組を推進し、令
和3（2021）年度ま
でに40％となるよ
うめざします。
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今年度委員の改選
があり、女性委員
が1名増え4名と
なった。

1

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

女性委員ゼロの
審議会をなくす
ための取組の推
進

女性比率
令和2年度：35.3%

教育委員
会事務局
（審議会等
所管局）

男女共同
参画推進
員所属課
（庶務担当
課）

引き続き、委員を選
任する際は女性委員
の選出について配慮
するよう局内各課に
周知し、目標達成に
向けて努める。

女性比率
令和2年度：4.9%

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

審議会等委員選任
時には、各団体に
女性委員の推薦に
ついて配慮してい
ただくよう依頼す
る。

総務企画
局（審議会
等所管局）

消防局（審
議会等所
管局）

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

市民文化
局（審議会
等所管局）

市民文化
局

・「川崎市審議会等委員へ
の女性の参加状況調査」実
施及び報告の際は、女性委
員ゼロの審議会等をなくす
という目標について周知を
図った。
・女性委員がゼロの審議会
等の事前協議では、目標を
再確認し早期の解消を働き
かけた。

女性委員ゼロの
審議会をなくす
ための取組の推
進

女性比率
令和2年度：50%

市民オンブ
ズマン事務
局（審議会
等所管局）

明るい選挙推進協議
会の推薦団体に偏り
がないよう団体構成
しつつ、当該団体か
ら委員を選出いただ
く際に、いかにして
女性比率の向上を図
るかが課題である。

女性委員ゼロの審議会の数
令和2年度：1

目標達成まで10％
以上の開きがあ
る。

女性委員ゼロの審議会の数
令和2年度：0

男女共同
参画推進
員所属課
（庶務担当
課）

女性比率
令和2年度：26.7%

令和3年度までの目
標である「40％」
を既に達成してい
る。

2

引き続き、審議会等
の委員改選の際には
事前協議を通じて女
性比率向上を働きか
ける。

男女共同
参画推進
員所属課
（庶務担当
課）

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

今後も女性参加促進
の取組を続けてい
く。

財政局（審
議会等所
管局）

2

引き続き、比率を下
げることなく、各審
議会等へ女性委員の
推薦を依頼してい
く。

女性委員ゼロの審
議会が１のため。

1

女性委員ゼロの
審議会をなくす
ための取組の推
進

令和2年度女性委員
ゼロの審議会の数
は、前年度21から
１減少し19となっ
た。

1

女性委員ゼロの審議
会等の解消に向け、
まずゼロの審議会等
を増やさないよう機
会をとらえて周知し
ていく。ゼロとなっ
ている審議会等につ
いては、改選の際に
解消できるよう事前
協議を通じて働きか
ける。

2

この状況を維持でき
るよう、引き続き審
議会を所管する所属
に要請していく。

女性委員ゼロの審
議会が無くなった
ため。

1

女性委員ゼロの審
議会は0件であり、
目標を達成してい
る。

女性委員ゼロの
審議会等の所管
部署への働きか
けの実施

男女共同
参画推進
員所属課
（庶務担当
課）

女性委員ゼロの審議会の数
令和2年度：0

1

引き続き比率向上に
向けた取組を行う。

男女共同
参画推進
員所属課
（庶務担当
課）

人権・男女
共同参画
室

選挙管理
委員会事
務局（審議
会等所管
局）

男女共同
参画推進
員所属課
（庶務担当
課）

男女共同
参画推進
員所属課
（庶務担当
課）

審議会等委員に
占める女性の割
合向上のための
取組を推進し、令
和3（2021）年度ま
でに40％となるよ
うめざします。

38

女性委員ゼロの
審議会等をなくし
ます。

39
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男女共同
参画推進
員所属課
（庶務担当
課）

女性委員ゼロの
審議会をなくす
ための取組の推
進 男女共同

参画推進
員所属課
（庶務担当
課）

2

女性委員ゼロの審議会の数
令和2年度：6
・各課へ女性委員ゼロの審
議会をなくすための取組を
各課へ周知を行った。

女性委員ゼロの審議会の数
令和2年度：1

女性委員ゼロの審
議会数が、前年度
から改善したもの
の、目標達成には
至らなかった。

前年度より女性委
員ゼロの審議会数
が2増加した。

2

2

男女共同
参画推進
員所属課
（庶務担当
課）

男女共同
参画推進
員所属課
（庶務担当
課）

情報提供し女性委
員選任に向け働き
かけたが、目標の
達成に至らなかっ
た。

1

女性委員ゼロの審議会の数
令和2年度：1

局内各課が委員の選任を行
う際には、女性委員の選任
を働きかけた。また、本市
人権・男女共同参画室から
の情報に基づき、局内各課
へ情報提供を行った。

推進方策や評価に
関する意見聴取を
実施するため、臨
海部ビジョン策定
に携わった学識者
で構成されてお
り、委員の追加変
更などの機会がな
かったため。

次年度も引続き、女
性委員ゼロの審議会
をなくすために取組
を推進する。 健康福祉

局（審議会
等所管局）

女性委員ゼロの
審議会をなくす
ための取組の推
進

女性委員ゼロの
審議会をなくす
ための取組の推
進

環境局（審
議会等所
管局）

次年度も引き続き、
男女共同参画の視点
に配慮した広報を実
施するよう区役所各
課に周知していく。 川崎区役

所（審議会
等所管局）

港湾局（審
議会等所
管局）

こども未来
局（審議会
等所管局）

経済労働
局（審議会
等所管局）

引き続き、女性委員
の選出について配慮
を行うよう指導を
行っていく。

女性委員ゼロの
審議会をなくす
ための取組の推
進

女性委員ゼロの審議会の数
令和2年度：0

男女共同
参画推進
員所属課
（庶務担当
課）

引き続き女性委員が
ゼロの審議会が発生
しないように努め
る。

目標通り達成でき
たため。

女性委員ゼロの審議会の数
令和2年度：1

女性委員ゼロの
審議会をなくす
ための取組の推
進

男女共同
参画推進
員所属課
（庶務担当
課）

局内各課に対し、審
議会等における委員
選任時の女性委員選
任を働きかけてい
く。また、男女共同
参画に関する積極的
な情報提供を行って
いく。

男女共同
参画推進
員所属課
（庶務担当
課）

女性委員ゼロの審議会の数
令和2年度：0

女性委員ゼロの審
議会がなく、目標
が達成できたた
め。

2

建設緑政
局（審議会
等所管局）

女性委員の参加向
上を促したが、条
件に合う委員がお
らず、女性委員ゼ
ロの審議会がなく
ならなかった。

1

職に対する委員選任
もあり難しいが、引
き続き女性委員の参
加向上に努めてい
く。

まちづくり
局（審議会
等所管局）

2

女性委員ゼロの
審議会をなくす
ための取組の推
進

女性委員ゼロの
審議会をなくす
ための取組の推
進

広報資料の作成に
あたり手引きを活
用するよう各課に
周知し、男女共同
参画の視点に配慮
した。

女性委員ゼロの審議会の数
令和2年度：4

審議会等委員を選任する際
には、所管課に働きかけ、
女性委員の参加向上に努め
た。

女性委員ゼロの
審議会をなくす
ための取組の推
進

女性委員ゼロの審議会の数
令和2年度：0

引き続き、委員を選
任する際は女性委員
の選出について配慮
するよう局内各課に
周知し、目標達成に
努める。

男女共同
参画推進
員所属課
（庶務担当
課）

臨海部国
際戦略本
部（審議会
等所管局）

2

懇談会の議題に沿っ
て、現任の学識経験
者など関係者に早期
から女性学識者の紹
介を働きかける。

学識経験者が少ない
現状があるが、現委
員にも働きかけなが
ら女性委員の選任に
取り組む。

男女共同
参画推進
員所属課
（庶務担当
課）

女性委員ゼロの
審議会をなくす
ための取組の推
進

女性委員ゼロの審議会の数
令和2年度：0

改選の機会におい
て早期の働きかけ
を行うなど、女性
委員ゼロの審議会
をなくすことがで
きた。

2

女性委員ゼロの
審議会等をなくし
ます。

39
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男女共同
参画推進
員所属課
（庶務担当
課）

女性委員ゼロの審議会の数
令和2年度：0

委員の改選を行っ
たところもある
が、女性の委員が1
名以上入るように
調整した結果、女
性委員ゼロの審議
会はゼロであり、
目標を達成してい
る。

2

女性委員ゼロの
審議会をなくす
ための取組の推
進

女性委員ゼロの
審議会をなくす
ための取組の推
進

女性委員ゼロの審議会の数
令和2年度：0

女性委員ゼロの審
議会がなく、目標
を達成している。

2

女性委員ゼロの
審議会をなくす
ための取組の推
進

女性委員ゼロの審
議会がゼロなだけ
でなく、女性比率
も高比率を維持で
きている。 2

引き続き、男女比に
配慮し、各団体へ女
性委員の推薦を依頼
していく。女性委員
の推薦を依頼してい
く。

病院局（審
議会等所
管局）

男女共同
参画推進
員所属課
（庶務担当
課）

今後も女性委員ゼロ
の状況をつくらない
よう、女性参加促進
の取り組みを続けて
いく。

男女共同
参画推進
員所属課
（庶務担当
課）

男女共同
参画推進
員所属課
（庶務担当
課）

女性委員ゼロの審議
会件数0件を目指す。

宮前区役
所（審議会
等所管局）

審議会を所管する所
属課へ女性委員ゼロ
の審議会が設立しな
いよう、引き続き男
女共同参画の視点に
基づいた配慮に関し
周知を行う。

女性委員ゼロの審
議会はなかったた
め。

男女共同
参画推進
員所属課
（庶務担当
課）

2

女性委員ゼロの審議会の数
令和2年度：0

女性委員ゼロの審議会の数
令和2年度：0

女性委員ゼロの
審議会をなくす
ための取組の推
進

男女共同
参画推進
員所属課
（庶務担当
課）

女性委員ゼロの審
議会が設置されな
いよう審議会の所
管課へ女性委員の
選考について依頼
した。

引き続き、実施して
いく。

引き続き、実施して
いく。

高津区役
所（審議会
等所管局）

引き続き審議会等に
おいて、男女共同参
画の視点を持って取
り組むよう各課に周
知・共有していく。

中原区役
所（審議会
等所管局）

麻生区役
所（審議会
等所管局）

女性委員ゼロの審議会の数
令和2年度：0

女性委員ゼロの
審議会をなくす
ための取組の推
進

2

幸区役所
（審議会等
所管局）

女性委員ゼロの審
議会がなく、目標
は達成している。

2

女性委員ゼロの
審議会をなくす
ための取組の推
進 男女共同

参画推進
員所属課
（庶務担当
課）

女性委員ゼロの審議会の数
令和2年度：0

女性委員ゼロの審議会の数
令和2年度：0

交通局（審
議会等所
管局）

多摩区役
所（審議会
等所管局）

男女共同
参画推進
員所属課
（庶務担当
課）

女性委員ゼロの審
議会がなく、目標
を達成しているた
め。

2

引き続き審議会等委
員選任時には、男女
共同参画に関する視
点を持ち、女性参加
促進の取り組みを続
けていく。

上下水道
局（審議会
等所管局）

2

女性委員ゼロの
審議会をなくす
ための取組の推
進

女性委員ゼロの審議会の数
令和2年度：1

女性委員ゼロの審
議会はゼロであ
り、目標を達成し
ている。

男女共同
参画推進
員所属課
（庶務担当
課）

1

女性委員ゼロの
審議会をなくす
ための取組の推
進

女性委員ゼロの
審議会をなくす
ための取組の推
進

女性委員ゼロの審議会の数
令和2年度：0

女性委員ゼロの審
議会件数0件を達成
できなかった。

引き続き、改選の際
などに女性委員ゼロ
の審議会とならない
よう各課に働きかけ
ていく。

39

女性委員ゼロの
審議会等をなくし
ます。
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男女共同
参画推進
員所属課
（庶務担当
課）

男女共同
参画推進
員所属課
（庶務担当
課）

男女共同
参画推進
員所属課
（庶務担当
課）

選挙管理
委員会事
務局（審議
会等所管
局）

　　市役所において、女性職員のキャリア形成や働きやすい環境づくり、意欲向上に向けた取組を進めます。

女性活躍推進特
定事業主行動計
画に基づき、女性
職員のキャリア形
成支援や働きや
すい環境づくりに
努めます。

教育委員
会事務局
（審議会等
所管局）

消防局（審
議会等所
管局）

庶務課

男女共同
参画推進
員所属課
（庶務担当
課）

女性委員ゼロの審
議会はなく、目標
を達成している。

2

女性委員ゼロの
審議会をなくす
ための取組の推
進

メンター制度の
導入
ハラスメント防止
に関する取組な
ど

・女性のキャリア形成を支
援する取組として、メン
ター制度の実施、女性活躍
推進（職員向け）に関する
研修、各局における局長級
と女性職員とのオフサイト
ミーティングを実施した。

総務企画
局

人事課

市民オンブ
ズマン事務
局（審議会
等所管局）

2

引き続きハラスメン
ト防止に努め、ハラ
スメントが起こらな
い土壌づくりを推進
していく。

2

病院局

女性委員ゼロの審議会の数
令和2年度：1

上下水道
局

2

　今後も女性委員ゼ
ロの審議会の数を減
らすことなく、引き
続き、女性参加促進
の取組みに最大限努
める。

庶務課

総務部庶
務課

引き続き、目標達成
に向けて努める。

明るい選挙推進協
議会の推薦団体に
偏りがないような
団体構成を継続す
る。

研修、自主考査等
の機会を活用し、
ハラスメント防止
について啓発を
行った。

引き続き女性委員ゼ
ロの審議会件数0件を
維持する。

女性委員ゼロの
審議会をなくす
ための取組の推
進

女性委員ゼロの審議会の数
令和2年度：0

40

2

引き続き、ハラスメ
ント防止に係る啓発
を行う。

女性職員のキャリ
ア形成支援や働き
やすい環境づくり
に向け、計画に基
づいた取組を実施
した。 2

引き続き、ハラスメ
ント防止について、
職員の意識改善を
図っていく。

交通局

女性委員ゼロの審議会の数
令和2年度：0

ハラスメント防止
に関する取組な
ど

ハラスメント防止
に関する取組な
ど

ハラスメント防止
に関する取組な
ど

メンター制度、先輩
職員と若手職員との
意見交換会、女性活
躍推進に関する研修
等の実施を継続す
る。

研修、自主考査等の機会を
活用し、ハラスメント防止
について啓発を行った。

女性委員ゼロの
審議会をなくす
ための取組の推
進

自主考査等の機会を活用
し、ハラスメントに対する
正しい知識と見解を深め、
その防止に向けた職員の意
識改善を図った。

様々なハラスメン
トについて、改め
て局内で確認し、
防止に向けた意識
の改善を促せた。

自主考査および局内実施の
ハラスメント研修等を通
し、ハラスメントへの意識
の向上に取り組んだ。

女性委員ゼロの
審議会をなくす
ための取組の推
進

　職務の指定で
あったり、危険物
やコンビナート関
係で女性学識経験
者が少ないことか
ら、現状は変わっ
ていない。

(16)女性職員の職域拡大、能力向上と登用の推進

2

川崎市橘樹官衙遺
跡群調査整備委員
会の調査部会が前
年度同様、6名全員
が男性で、女性委
員が0である。

女性委員ゼロの審議会の数
令和2年度：3

ハラスメントにつ
いて改めて確認
し、防止に向けた
意識の改善を促せ
た。

2

明るい選挙推進協議
会の推薦団体に偏り
がないよう団体構成
しつつ、当該団体か
ら委員を選出いただ
く際に、いかにして
女性比率の向上を図
るかが課題である。

女性委員ゼロの
審議会等をなくし
ます。

39

女性活躍推進特
定事業主行動計
画に基づき、女性
職員のキャリア形
成支援や働きや
すい環境づくりに
努めます。

40
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女性活躍推進特定
事業主行動計画に
基づき、職員の意
欲・満足感を向上さ
せるため、現状を把
握・分析し、職員が
適正に評価される
制度の充実や管理
職への研修を実施
します。

人事課

・課内会議でのハ
ラスメント防止の
確認
・各種ハラスメン
トについての理解
が深まるよう、研
修資料等の局内回
覧の実施。

・管理職会議でハラスメン
ト防止に向けた話し合い等
を行い、各課内へ内容の周
知を行った。
・ハラスメントに関連する
研修への受講を積極的に促
し、研修資料を局内へ回覧
することで、ハラスメント
防止に関する理解を深め
た。

ハラスメント防止
に関する局内への
周知等を積極的に
行った。

引き続き、局内への
理解が深まるよう取
り込む。

職場内での周知徹
底を指示した。

2

庶務課

・局内研修におい
て、女性活躍推進研
修を実施し、女性の
キャリア形成支援や
働きやすい環境作り
を推進する。
・コロナ禍におい
て、研修の開催方法
の変更が予想される
ことから、育児介護
支援制度や女性職員
相談窓口等て周知す
るものの電子化を図
る。
・育児休業復帰後に
面談を行い、仕事と
子育ての両立に向け
て取り組む。

2

行政監査
課

2

・局内研修において、女性
活躍推進研修を実施し、
キャリア形成や働きやすい
環境について男性管理職を
交えて意見交換を実施し
た。
・グルかわライブラリに、
女性活躍推進特定事業主行
動計画や女性職員相談窓
口、育児介護支援制度につ
いて掲載し、周知した。
・育児休業復帰後に早急に
面談を行い、本人の意向を
確認し仕事と子育ての両立
に向けて取り組んだ。

女性活躍推進に
関する取組の実
施

引き続き、職員アン
ケート等による現状
把握・課題の分析を
行い、実効性のある
取組を推進するとと
もに、管理職の意識
啓発等を実施する。

総務企画
局

調査課

教育委員
会事務局

ハラスメント防止
に関する取組な
ど

消防局

議会局

2

庶務課

選挙管理
委員会事
務局

職員の服務規律の確保と公
務員倫理の確立について、
厳正な服務規律の確保、法
律の遵守を行うとともに、
良好な職場環境の維持及び
醸成に全力を挙げて取り組
むよう教育長名にて通知し
た。
併せて、管理職会議で議題
としてとりあげた。

引き続き局内への理
解が深まるよう取り
組む。

女性職員のキャリ
ア形成支援や働き
やすい環境づくり
に向け、計画に基
づいた取組を実施
した。

ハラスメント防止
に関する取組な
ど

・管理職会議及び課内会議
でハラスメント防止に向け
た話し合い等を行い、局内
へ内容の周知を行った。
・ハラスメント防止に関す
る研修の受講を積極的に勧
奨した。

監査事務
局

・「川崎市職員のセクシャ
ルハラスメント、パワーハ
ラスメント及び妊娠、出
産、育児又は介護に関する
ハラスメントの防止に関す
る要綱」を周知した。
・ハラスメントに関する研
修や会議等の参加を積極的
に促した。

選挙課

ハラスメント防止
に関する取組な
ど

ハラスメント防止
に関する取組な
ど

引き続き、研修や会
議の機会を周知し、
職員の理解が深まる
よう努める。

ハラスメント防止
に関する取組な
ど

人事委員
会事務局

職員の意欲・満足
感の向上に向け、
計画に基づいた取
組を実施した。

ハラスメントに関
する研修や会議の
機会を周知した。

職員向けアン
ケートの実施
管理職への研修
意欲を向上させ
る評価制度の見
直し検討など

働き方についてのアンケー
ト調査を実施するととも
に、女性活躍推進に関する
研修（管理・監督者向け）
を実施した。

2

早朝管理職会議の場におい
て、ハラスメントに関する
新聞記事を活用して意見交
換を行い、その防止に向け
た意識啓発をした。

41

男女平等推進及び
女性活躍推進の観
点から取組を実施
した。

女性活躍推進特
定事業主行動計
画に基づき、女性
職員のキャリア形
成支援や働きや
すい環境づくりに
努めます。

40

引き続き、職員の服
務規律の確保に向け
て、働きかけを行っ
ていく。

人事課

2

2

次年度も引き続き、
取組を推進する。

51
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小学校・中学校の
校長、教頭に占め
る女性の割合の向
上をめざすととも
に、高等学校の校
長、教頭について
は、女性がいない
状況の早期解消に
努めます。

管理・監督者による適切な
指導、助言等を実施した。

人事課

上下水道
局

2

H29
小学校：40％
中学校：15％
高　校： 0％
特　支：70％

取組により割合は
上昇傾向だが、前
年比では微減（▲
0.5ポイント）と
なった。

係長昇任選考の受験率向上
に向け、管理職に対象者へ
直接案内するよう周知し
た。

昇任候補者となる
人材の確保に向
け、計画に基づい
た取組を実施し
た。

2

2

数値目標

元県費職員分も
含む

課長級職員に占める女性の
割合
令和2年度数値：24.5％
（令和3年4月1日時点）

係長昇任選考受
験率向上の取組
女性幹部職員養
成の取組

課長級職員に占
める女性割合
が、令和3年度ま
でに30％になるよ
うめざします。

44

昇任候補者とな
る人材の確保に
向けた取組を行
います。

42

43

総務企画
局

庶務課

病院局

2

・採用広報を展開
し、より効果的な女
性確保のための説明
会を開催することで
女性の受験生確保に
努める。
・係長昇任選考受験
資格者に対する周知
を行う。
・自治大学校及び消
防学校等の情報につ
いて周知を行い、希
望者に対して局内選
考を行い派遣する。

係長昇任選考受
験率向上の取組
女性幹部職員養
成の取組

44

人事課

対象者へ積極的な
受験を呼びかける
よう管理職へ周知
した。また、係長
職の女性比率を上
げ、活躍している
女性を身近で感じ
る機会が増えたこ
とにより、女性の
昇任への意識醸成
を図れた。

【校長・教頭の女性比率】
令和2年度
小学校：40.6%
中学校：18.0%
高等学校：5.6%
特別支援学校：45.4%

2

係長昇任選考受験
について、管理職
会議等を活用しつ
つ、対象者に対し
て所属長から個別
に案内する等、積
極的な周知と勧奨
を行った。

2

引き続き、昇任選考
受験に係る受験意識
の醸成を図る。

昇任候補者とな
る人材の確保に
向けた取組を行
います。

総務部庶
務課

交通局

係長昇任選考受験につい
て、管理職会議等を活用し
つつ、対象者に対して所属
長から個別に案内する等、
積極的な周知と勧奨を行っ
た。

教育委員
会事務局

教職員人
事課

目標値の達成を目指
し、引き続き全校種
において校長・副校
長・教頭の女性登用
に努めていく。

庶務課

係長昇任選考受
験率向上の取組
女性幹部職員養
成の取組

引き続き、取組を継
続して取り組んでい
く。

前年度と比較し
て、特別支援学校
は女性率が微減
し、中学校と高校
は同程度である。
割合の多い小学校
が微増のため、全
体の女性比率も微
増となった。

係長昇任選考受
験率向上の取組
女性幹部職員養
成の取組

・採用試験（消防
士）における女性
の確保に向けた取
組を計画に基づき
実施した。
・係長昇任選考受
験率向上にむけ、
計画に基づき実施
した結果、受験者
確保につながっ
た。
・消防大学校、消
防学校における女
性活躍推進研修等
に女性職員が参加
した。

採用試験（消防
士）における女
性の確保に向け
た取組の実施
係長昇任選考受
験率向上の取組

人事課

・大学や専門学校等におけ
る採用説明会及び関係機関
が実施する女性活躍推進イ
ベントの際に、採用広報を
展開した。
・係長昇任選考受験資格者
に対しグルかわ便を活用し
て試験実施を周知し、局内
における女性活躍推進研修
の際に、係長級女性職員と
交流する機会を設けた。
・消防大学校及び消防学校
における女性活躍推進研修
等の情報について周知を
行った。

消防局

令和3年度（令和４年
４月１日時点）まで
に目標達成に向け
て、引き続き、女性
の登用に努めてい
く。

総務企画
局

引き続き管理・監督
者による適切な指
導、助言等の実施を
する。
また、外部派遣機関
への職員の派遣を実
施する。

係長選考受験について、積
極的な周知と勧奨を行っ
た。

対象者へ積極的な
受験の周知と勧奨
を行った。

2

引き続き、対象者に
対し積極的に周知・
勧奨を行い、女性の
昇任への意識醸成を
図っていく。
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次年度も引き続き受
験しやすい環境整備
を図っていく。

係長昇任選考受験につい
て、積極的な周知と勧奨を
行った。

2

引き続き、女性の就
業・登用状況や、
ワーク・ライフ・バ
ランス育児・介護休
業の取組に関する調
査を実施する。

「労働状況実態調査」を実
施し、女性の就業・登用状
況や、ワーク・ライフ・バ
ランスに関連した育児・介
護休業の取組に関する調査
を実施した。

「労働状況実態調
査」を実施し、働
く女性の課題や
ニーズを調査し
た。

引き続き、積極的な
受験を図れるよう、
働きかけを行ってい
く。

引き続き、対象者に
対して係長昇任選考
を受験するよう適切
な受験勧奨を行う。

2

　　活力ある社会の構築に向け、働く場における女性の登用推進への働きかけを行います。

・庶務課長会議において、
適切な受験勧奨を行うよ
う、各局等に依頼した。
・係長昇任に関するアン
ケート調査を実施し、昇任
意欲の把握を行った。
・係長昇任選考第1次選考
において、子育て中の職員
に受験しやすい環境を提供
するため、託児所を設置し
た。

受験環境の整備を
行った。

2

係長昇任選考受
験率向上の取組
女性幹部職員養
成の取組

すくらむネット
21における女
性活躍に向け
た情報提供・意
見交換、フォー
ラムの実施な
ど

運営会議において、年間の
テーマを「ワーク・ライフ・
バランス（仕事と生活の調
和）の実践」に設定し、運営
会議（3回）の場において情
報提供や意見交換を行った。
全体会議は、コロナウイルス
の影響により第1部は書面会
議により開催するとともに、
第2部はオンライン配信で
「無意識の思い込み（アンコ
ンシャス・バイアス）」に関
する講演会を実施した。

年間テーマに沿っ
て加盟団体間の情
報の共有などを行
い、ネットワーク
の活性化や男女共
同参画の啓発を
行った。

人事評価制度の中間フォ
ローや評価時面談及び異動
ヒアリング等の機会を捉
え、今後のキャリアプラン
や異動希望理由等を確認し
ながら意見交換をし、的確
な現状把握と助言・指導等
を行った。

男女平等推進及び
女性活躍推進の観
点から取組を実施
した。

2

教育委員
会事務局

次年度も引き続き、
取組を推進する。

加盟団体への積極的
な情報提供を行うと
ともに、講座等を開
催することで意識醸
成を図る。

46

係長昇任選考受験につい
て、積極的な周知と勧奨を
行った。

係長昇任選考受験につい
て、管理職会議等を活用し
つつ、対象者に対しては直
接案内をする等、積極的な
周知と勧奨を行った。

係長昇任選考受
験率向上の取組
女性幹部職員養
成の取組

係長昇任選考受
験率向上の取組
女性幹部職員養
成の取組
子育て中の職員
のキャリア形成
支援（昇任選考
時託児所設置な
ど）

「労働状況実態
調査」を実施し、
女性の就業・登
用状況や育児・
介護休業取得に
関する課題や
ニーズを把握しま
す。

経済労働
局

45

市民・市民活動
団体等及び事業
者と連携した「か
わさき男女共同
参画ネットワー
ク」活動を推進し
ます。

議会局

(17)企業や市の関係団体等における女性職員登用等の取組の促進

昇任候補者とな
る人材の確保に
向けた取組を行
います。

44

係長昇任選考受
験率向上の取組
女性幹部職員養
成の取組

積極的な周知と受
験勧奨を行った。

2
市民文化
局

人権・男女
共同参画
室

対象者へ積極的な
受験を呼びかけ
た。

2 庶務課

係長昇任選考受
験率向上の取組
女性幹部職員養
成の取組

選挙課

「労働状況実
態調査」の実
施と結果を踏
まえた取組の
推進

令和２年度は、女
性に係長昇任選考
対象者がいなかっ
たが、対象者へ積
極的な受験を呼び
かけた。

庶務課

行政監査
課

人事委員
会事務局

調査課
任用課

監査事務
局

選挙管理
委員会事
務局

労働雇用
部

引き続き対象者に対
し係長昇任選考の受
験勧奨を行ってい
く。

2
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多様な働き方や
管理職に占める
女性割合の向上
に関する取組を
促進するために、
情報提供や啓発
を行います。

47

・コロナ禍を踏まえ、テレ
ワークの実践導入に係るオ
ンラインセミナーを２回開
催した。
・「かわさき労働情報」に
おいて、生産性向上・働き
方改革推進のための本市施
策、セミナー等開催情報、
有識者記事及び関連法に関
する情報等を掲載した。

多様な働き方や、
女性活躍推進のた
め、各種情報提供
や啓発を実施し
た。

2

2

引き続き、テレワー
クの実践導入セミ
ナー等により、多様
な働き方を推進す
る。
また、「かわさき労
働情報」においても
働き方改革等に関す
る記事を掲載し、多
様な働き方の周知を
図る。

・申請前段階からの説明会
の実施
・平日夜間、土曜日の窓口
開設
・アフターフォローにおけ
るきめ細やかな相談支援

引き続き、保育を必
要とする保護者が安
心して子どもを預け
られる環境の整備を
推進する。

引き続き、男女共同
参画の視点に配慮し
ながら、きめ細やか
な利用者支援の取組
を推進する。

　　男女が共に仕事や家庭に関する責任を担い、ワーク・ライフ・バランスの実現や、出産・子育て期において多様な選択が可能となるよう、待機児童解消などの子育
て支援施策を推進します。

48

高まる保育需要
に対し、待機児童
解消に向けた継
続的な取組や保
育サービスの質
の維持・向上に努
めます。

保育受入枠の確
保

出産・子育て期に
おいて多様な選択
が可能となるよ
う、保育受入枠の
拡充など待機児童
の解消に向けた取
組を推進した。

47

５　男女の仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現に向けた環境づくり

保育の質の維持・
向上に努め、保育
を必要とする保護
者が、安心して子
どもを預けられる
環境を整備した。

2

・保育士確保対策の充実
・保育士等の処遇改善の実
施
・公民保育所職員研修の実
施

保育の質の維
持・向上

こども未来
局

経済労働
局

労働雇用
部

多様な働き方や
管理職に占める
女性割合の向上
に関する取組を
促進するために、
情報提供や啓発
を行います。

(18)子育て支援策の充実と保育サービス、放課後児童対策の充実

保育対策
課

人権・男女
共同参画
室

50

病児・病後児保
育事業を実施し、
その家族に対す
る支援を行いま
す。

保育第１課
企画課

保育対策
課

※ただし、
「公民保育所
職員研修の
実施」の担当
部署は運営
管理課

こども未来
局

保育対策
課

2

市民文化
局

引き続き、女性活躍
推進やワークライフ
バランスに関わる市
の施策等の情報提供
を行う。

こども未来
局

男女共同参画セ
ンター「交流・
ネットワーク事
業」における市
内工業団体女性
活躍推進事務局
長会議

在宅ワークなど
多様な働き方を
紹介するセミ
ナー（在宅ワー
カーセミナーなど
各種啓発セミ
ナー）の開催や
「かわさき労働情
報」等による情
報提供

「市内工業団体女性活躍推
進事務局長会議」に参加
し、市の男女平等施策や女
性活躍施策、働き方改革施
策について情報提供を行っ
た。

会議への参加を通
じ、各団体の会員
である事業所にお
ける女性活躍を促
進した。

2

・認可保育所の整備等
・川崎認定保育園の活用等
多様な手法による受入枠の
確保

引き続き、出産・子
育て期において多様
な選択が可能となる
よう、増加が見込ま
れる保育ニーズを的
確に推計し、保育受
入枠の確保を推進す
る。

49

夜間保育、一時
保育、休日保育
等、多様な保育
事業を充実しま
す。

次年度も引き続き安
定的に運営できるよ
う事業を実施し、子
育てと就労の両立支
援の充実を図ってい
く。

働き方の多様な選択が可能
となるよう、一時保育や
朝・夕の時間帯における職
員配置の要件緩和を行い、
ワーク・ライフ・バランス
の推進を図った。

民間保育所の運
営を支援し、民
間活力を活かし
た多様な保育
サービス（長時
間延長保育、一
時保育、休日保
育等）の提供

利用者に寄り添
い、それぞれの
ニーズに応じた丁
寧な支援を積極的
に行った。 2

病児・病後児保
育の実施によ
り、平常時以外
での預かり先の
確保及び子育て
と仕事の両立支
援の充実

2

次年度も引き続き民
間保育所の運営を支
援し、多様な保育
サービスの提供を推
進していく。

子どもの病気の際にも、安
心して預けられるように、
安定的な運営を行ったこと
で、保護者の子育てと就労
の両立を支援することが出
来た。

ほぼ目標どおり実
施できた。

ほぼ目標どおり実
施できた。

利用者への支援
ときめ細やかな
対応の充実

こども未来
局

こども未来
局

保育第２課
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子育てグループ
等の支援や交流
会の開催を通じ、
子育て中の女性
のエンパワーメン
トを支援します。

52

支援を通し、子育
てグループの活動
の活性化を図るこ
とにより、地域で
の子どもや保護者
等の活動の支援を
実施した。

子育てグループ
支援等

・区内地域子育て支援セン
ターでの子育て講話及び育
児相談の実施（3箇所4回）
・子育てサロン等の運営支
援（コロナ禍で長期中止の
グループが多かったが、今
後の再開にむけて支援し
た。）

地域ケア推
進課
地域支援
課

51

児童・生徒に対す
る放課後事業の
充実に努めます。

こども文化セン
ター事業
わくわくプラザ事
業
子育て支援・わく
わくプラザ事業

男女共同参画セ
ンター　絵本の
読み聞かせによ
る仲間づくり

子育て支援の関
係機関・団体と
連携し、育児情
報の提供や知識
普及・育児相談
等の実施

引き続き、子育てを
サポートするための
イベントの開催など
を通じ、子育て中の
女性を支援する事業
を行っていく。

コロナ禍で活動が
制限される中、活
動継続のための支
援が実施できた。

これまで続いてきた
地域の活動が、コロ
ナをきっかけに消失
することのないよ
う、きめ細やかな活
動支援を行ってい
く。

①引き続き児童福祉法に基
づく児童厚生施設（児童
館）として、地域児童の健
全育成を目的に、各種事
業・活動を指定管理者制度
により実施した。
②令和2年度は市立小学校
全114校内で、やむを得な
い事情で自宅に子どもを家
庭で見守る方がいない家庭
の児童を対象に、放課後の
児童の安全な居場所を確保
した。
③わくわくプラザ終了時
（18時）までに保護者の迎
えが困難な場合、19時まで
児童の居場所及び安全を確
保した。

・0歳児の親子のための
「小さなお話し会」：計9
回開催し、計128名の参加
があった。

2

地域支援
課

わくわくプラザで
は学校の長期休業
期間中の平日の朝
の開室を午前8時か
らとする、利用時
間の拡大による
サービス向上を継
続したため。

2

幸区役所

中原区役
所

引き続き、子育てグ
ループの活動支援を
行うとともに、子育
てグループ活動の活
性化に向けた支援を
行う

こども未来
局

青少年支
援室

2

2

＜地域ケア推進課＞
コロナ禍において従
来の事業実施形態の
変更せざるを得ない
中、デジタル化の手
法を取り入れたこと
により、これまで以
上の参加者や満足度
を得ることができ
た。
【男女平等に配慮し
た点】
みんなで子育てフェ
アさいわいについ
て、男性も女性も関
係なく子育てイベン
トに参加しやすいよ
う、実施期間を長く
楽しみながら親子で
参加しやすい形で実
施した。

＜地域支援課＞
町内会・自治会・民
生委員・児童委員等
の協力のもと、育児
相談会やサロンを実
施し、子育て中の女
性や男性の参加が
あった。

＜地域ケア推進課＞
・市民館で毎年１回開催し
ていた「みんなで子育て
フェアさいわい」につい
て、コロナウイルス感染症
拡大防止のため、区内子育
て支援機関や公園などをス
ポットとし、各スポットに
て子育て支援団体の紹介ポ
スターを掲示するスタンプ
ラリー方式に変更し昨年度
比2.5倍の約2000名の参加
があり、満足度95％の成果
を得ることができた。
・子育て支援に関する区民
向けの講演会について、来
場方式とオンライン配信を
組み合わせた形で１回開催
し、過去の講演会参加者数
を大幅に超える約150名の
参加を得ることができた。

＜地域支援課＞
・身近な地域で育児相談会
やサロンを新型コロナウィ
ルス感染症予防対策を取り
ながら開催した。

＜地域ケア推進課＞
コロナ禍においての
効果的な事業実施に
ついて、引き続き検
討を進め、実施につ
なげていく。
＜地域支援課＞
引き続き実施する。

①引き続き、子ども
の多様な体験や活動
を通じた児童の健全
育成を推進するとと
もに、市民活動の拠
点としての活用を図
る。
②,③すべての小学生
を対象に学校や地域
との連携を図りなが
ら、放課後等に児童
が安全・安心に過ご
せる場づくりを推進
する。

乳幼児連れでも参
加しやすい、親子
で参加できる機会
を提供した。

2

地域ケア推
進課
地域支援
課

既存のグループが活動を継
続できるよう、3月1日に
リーダー交流会を実施し
た。またグループの活動の
場において健康教育や育児
相談を実施し、活動を支援
した。

地域で活動して
いる子育てグ
ループの活動を
支援するため
に、子育てグ
ループ交流会や
リーダー交流会
を実施

市民文化
局

人権・男女
共同参画
室

川崎区役
所

55



H30
(2018) B

R1
(2019) B

R2
(2020) B

R3
(2021)

H30
(2018) B

R1
(2019) B

R2
(2020) B

R3
(2021)

H30
(2018) B

R1
(2019) B

R2
(2020) B

R3
(2021)

H30
(2018) B

R1
(2019) B

R2
(2020) B

R3
(2021)

H30
(2018) B

R1
(2019) B

R2
(2020) B

R3
(2021)

男女共同参画セ
ンターの男性向
け事業の男性が
参加しやすい企
画・実施

市民文化
局

人権・男女
共同参画
室

両親学級の土曜
日、日曜日の開
催
川崎市父子手帳
の配布

こども未来
局

こども保健
福祉課

子育てグループ
等の支援や交流
会の開催を通じ、
子育て中の女性
のエンパワーメン
トを支援します。

52

子育て中の保護者同士の交
流を目的とした事業の実施
や、情報提供を行った。

子育て中の方々の
交流機会の提供や
情報提供の充実を
図った。

生涯学習
推進課

再掲目標Ⅰ　事業番号35

(19)高齢者福祉サービスの充実と利用の促進

　　少子高齢化が進み、介護などにより男女ともに時間制約のある労働者の増加が見込まれることから、男女が共に仕事や家庭に関する責任を担えるよう、高齢者福
祉サービスの充実等に努めます。

53

両親学級や子育
てセミナー等にお
いて、男性が参
加しやすい講座
時間・内容を企画
します。

子育てグループ
支援等

教育委員
会事務局

高津区役
所

子育てグループ等
の関係者と連携
し、育児や女性の
健康について情報
提供を行った。

地域支援
課

地域ケア推
進課

多摩区役
所

麻生区役
所

地域子育て支援セ
ンターやサロン等
身近で健康教育や
個別の相談を行っ
た。サロン活動を
広く周知し、参加
者の増加につな
がった。
【男女平等に配慮
した点】平日の開
催のため参加者は
母親が多いので、
衛生教育で資料を
配布し、父親と共
有できるようにし
た。

子育てグループ
支援等

2

2

子育てグループ
支援等

子育てグループ
支援等

引き続き、市民館等
における保護者同士
の交流機会の提供や
情報提供を推進す
る。

地域支援
課

地域支援
課

地域包括支援システ
ムの推進に向けて、
地域全体での子育て
支援への関わりを強
化する。子育てに関
する内容等家庭でも
父親と共有できるよ
うな資料の活用を
図っていく。

子育てグループ等
の支援や講座の開
催を通じ、子育て
中の方への継続的
な育児支援ができ
た。

宮前区役
所

地域支援
課2

次年度も引き続きグ
ループへの支援と女
性への健康支援を実
施する。

2

地域子育て支援センターや
サロン等に地区担当保健師
等が出向けるよう調整し、
フォローケース等の情報共
有を図り支援した。

地域の子育てグループ関係
者と情報共有し、活動状況
の把握と子育て情報の提供
を行った。また子育て中の
女性が自分らしくいきいき
と過ごせるよう健康に関す
る啓発を実施した。

市民館等におけ
る保護者同士の
交流機会の提供
や情報提供

子育てグループ等の支援を
通じ、子育て中の方への個
別支援と地域づくりができ
るよう支援した。新型コロ
ナウイルス感染症の感染拡
大防止のため、一部のグ
ループはオンライン開催を
通じての支援を行った。ま
た、交流会は中止したが、
子育てサークル等に向けた
オンライン支援の講座を開
催した。

・地域のボランティアと共
に子育てサロンや子育てグ
ループを2か所開催した。
・子育てグループを3グ
ループ（高齢初妊産婦の
会、多胎児とその親の会、
虐待リスクや育てにくさが
あり地域で孤立した親子の
会）を実施した。

引き続き、地域のボ
ランティアと共に子
育てサロンや子育て
グループを開催す
る。

今後も継続的に子育
てグループ等の支援
を実施していく。

他の親子や地域の
ボランティア、専
門職等との交流や
グループワークを
通して、父母の育
児力向上の支援を
行った。　【男女
平等に配慮した
点】
母子手帳交付時や
新生児訪問時など
幅広く周知を図
り、父母及び地域
の様々な人が参加
できるように呼び
かけた。

2

再掲目標Ⅰ　事業番号35
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H30
(2018) B

R1
(2019) B

R2
(2020) B

R3
(2021)

男性の参加促進
に配慮した介護
教室等の実施

健康福祉
局

健康増進
課

男性の参加促進
に配慮した、各
区における介護
教室等の実施

各区役所
地域支援
担当

56

「労働状況実態調査」
を実施し、女性の就
業・登用状況や育児・
介護休業取得に関す
る課題やニーズを把
握します。

「労働状況実態
調査」の実施と
結果を踏まえた
取組の推進 経済労働

局
労働雇用
部

H30
(2018) B

R1
(2019) B

R2
(2020) B

R3
(2021)

H30
(2018) B

R1
(2019) B

R2
(2020) B

R3
(2021)

58

長時間労働を前提と
した従来の働き方を
見直し、男性が家庭
生活や地域生活に参
画できる多様な働き
方・生き方について啓
発を進めます。

男性向け啓発事業
男女共同参画セン
ターにおける男性
向け事業（講座等）
の実施（育休パパ
とママのための職
場復帰セミナー＆
カフェ）

市民文化
局

人権・男女
共同参画
室

H30
(2018) B

R1
(2019) B

R2
(2020) B

R3
(2021)

H30
(2018) B

R1
(2019) A

R2
(2020) B

R3
(2021)

労働雇用
部

経済労働
局

労働雇用
部

市民文化
局

引き続き、「かわさ
き労働情報」におい
て働き方改革等に関
する記事を掲載す
る。

育児・介護休業制度取得促
進のため、多様な働き方や
柔軟な勤務形態の導入など
「働き方改革」に関するセ
ミナー等の情報を掲載し
た。

講座・講演会、サ
ロンの開催
講師紹介

男性の参加促進
など男女共同参
画の視点に立っ
た介護教室等を
実施します。55

介護は、社会全体
で支えていくこと
が重要であると考
えるため、男女平
等推進に配慮して
施策を推進した。

人権・男女
共同参画
室

経済労働
局

労働雇用
部

(21)長時間労働の是正等の働き方改革とワーク・ライフ・バランスの推進

2

再掲目標Ⅰ　事業番号36

健康福祉
局

高齢者事
業推進課

企業の働きやす
い職場環境づくり
に向けた「働き方
改革」に関する取
組を支援します。

引き続き、相談窓口
を運営し、必要に応
じて専門アドバイ
ザー派遣する等支援
を実施する。

市内中小企業に対
し、「生産性向
上・働き方改革」
に関する取組支援
を行った。

2

令和2年4月に、「雇用・労
働特別相談窓口」を設立。
テレワークの導入や、休業
への対応方法等、企業の働
きやすい職場環境づくりに
向けた取組を支援した。

再掲目標Ⅰ　事業番号32

かわさきいきい
き長寿プランに
基づく取組

59

介護サービス基盤の整備
や、利用に向けた普及推進
を図ることにより、男女共
に利用者にとっては利用し
やすく、介護者にとっては
利用させやすい介護サービ
スの充実を図った。

引き続き、男女平等
推進に配慮して施策
を推進する。

　　男女とも子育て・介護をしながら働き続けることができるよう、制度の定着と利用の促進を図ります。

引き続き、講演会や
サロンの開催を推進
する。

57

育児・介護休業
制度取得促進の
ための講座や講
師紹介及び情報
提供を行います。

専門アドバイ
ザー派遣、相談
窓口

60

男女とも子育て・
介護をしながら働
き続けることがで
きるよう、育児・
介護休業制度取得
促進に関連する働
き方改革等の情報
提供を実施した。

2

市内中小企業に対
して「生産性向
上・働き方改革」
の促進に向けた啓
発活動を実施し
た。

・コロナ禍を踏まえ、テレ
ワークの実践導入に係るオ
ンラインセミナーを2回開
催した。
・働き方改革への実践的な
取組を進める意欲を持つ企
業を対象に、テレワークの
導入や同一労働同一賃金の
対応等、具体的な取組テー
マを設定の上、専門家によ
るコンサルティング支援
（全5回程度）を実施した
（11社参加）。

2

引き続き、テレワー
クの導入等、働き方
改革の促進に向けた
セミナーを開催し、
多様な働き方を推進
する。
また、専門家の企業
派遣による取組支援
を実施する。

　　長時間労働を前提とした従来の働き方の見直しを促進するとともに、ワーク・ライフ・バランスについて周知・啓発を行います。

各種啓発セミ
ナーの開催、事
例集やパンフ
レット発行、イン
センティブの付
与

「かわさき労働情
報」等での情報
提供

企業における「働
き方改革」の取組
促進に向けた啓
発活動を行いま
す。

経済労働
局

(20)育児・介護休業制度などの定着と利用の促進

54

介護サービス基
盤の整備や、利
用しやすい介護
サービスの充実
及び普及を図りま
す。

・子育てほっとサロン：計
5回開催し、計43名の参加
があった。
・「子育て」や「はじめて
の育休」をテーマに市民館
への講師派遣を行った。

・子育てサロン
は、参加者や主催
団体が交流するこ
とで、多様な女性
の生き方が身近に
感じられる場と
なった。

再掲目標Ⅱ　事業番号46

再掲目標Ⅰ　事業番号36

2
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H30
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(2020) B

R3
(2021)

H30
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R1
(2019) B

R2
(2020) B

R3
(2021)

H30
(2018) B

R1
(2019) B

R2
(2020) B

R3
(2021)

ワーク・ライフ・バ
ランスの推進に
向けた講座・イベ
ントの開催及び情
報提供を行いま
す。

61
企画課

市民文化
局

人権・男女
共同参画
室

男女共同参画セ
ンター出前講座
ＷＬＢ講演会開
催

引き続き、ワーク・
ライフ・バランスの
推進に向け情報提供
や講座等の開催を行
う。

2

・九都県市の連携による
ワーク・ライフ・バランス
デーの広報活動を行った。
・子育て世帯の父母の両方
を対象としたワーク・ライ
フ・バランスセミナーを３
回開催し、計29名（うち男
性４名）の参加があった。

今後も引き続き、子
育て世帯の父母を対
象とした、ワーク・
ライフ・バランスの
普及啓発のため、広
報活動やセミナーを
開催し、仕事と家庭
生活の両立の重要性
について意識啓発を
図る。

引き続き、「かわさ
き労働情報」や「働
くためのガイドブッ
ク」等による情報提
供を行う。

・「かわさき労働情報」
で、ワーク・ライフ・バラ
ンスの推進に向け、関連す
る法改正や、セミナー等の
情報を掲載した。

ワーク・ライフ・
バランスの推進に
向けた講座の開催
や情報提供を行っ
た。

・市内中業企業向けにワー
ク・ライフ・バランスの必
要性を踏まえた「女性活躍
推進研修」を２回開催し
た。

職場における管理
職の役割や、働き
やすい職場作りに
ついて、情報提供
を行った。

労働雇用
部

子育て世代向け
のＷＬＢの取組
の推進

引き続き、駅近居住
や近居、同居等の促
進に向けた取組を民
間事業者等と連携し
て進める。 まちづくり

局
住宅整備
推進課

労働雇用
部

1

　　多様な人材が活躍できる職場づくりに向け、「川崎市働き方・仕事の進め方改革推進プログラム」に基づき「職員の働く環境の整備と意識改革」や「多様な働き方の
推進」などに取り組みます。

63

九都県市の連携に
よるワーク・ライ
フ・バランスデー
の広報を行った。
また、子育て世帯
の父母の両方を対
象としたワーク・
ライフ・バランス
セミナーを３回開
催した。

こども未来
局

定時退庁の推進、午後8時
以降の時間外勤務の原則禁
止、全庁に共通する事務の
効率化、総務事務センター
による定型的・反復的事務
の集約化、管理職のマネジ
メント力の強化、テレビ会
議の活用、ペーパレス化の
推進などの取組を行った。

子育て世帯が子育てしやす
い住宅に居住するための環
境づくりに取り組んだ。

駅近居住や近居、
同居の促進に向け
た取組を民間事業
者等と連携して実
施した。

(23)市役所におけるワーク・ライフ・バランスの推進

65

多様な人材が活
躍できる職場づく
りに向け、多様な
働き方を推進しま
す。

計画していた取組
を実施した。

1

(22)仕事と生活の両立に向けた住環境づくり

経済労働
局

「かわさき労働情
報」「働くための
ガイドブック」等
による情報提供

新型コロナウイルス
の影響による働き方
の変化も踏まえ、テ
レワークの導入など
具体的な取組を推進
していく。 総務企画

局

女性活躍推進・
次世代育成支援

ワーク・ライフ・バランス
デーの実施、イクボスの実
践に向けた取組、障害者雇
用拡大の取組、高年齢職員
のキャリア活用に向けた取
組などを行った。

計画していた取組
を実施した。

数値目標

職員一人あたりの平
均時間外勤務数は減
少しているものの、
新型コロナウイルス
の影響により生じた
時間外勤務の特定の
部署への集中化傾向
などにより、長時間
勤務職員がいまだ相
当数存在しているこ
とから、引き続き取
組を推進していく。

総務企画
局

行政改革マ
ネジメント
推進室

2

行政改革マ
ネジメント
推進室

2

事業者の割合
令和2年度：76.8％（※）

※川崎市労働白書でワー
ク・ライフ・バランスの取
組について、「いずれも
行っていない」と回答した
割合を全体から引いた数値

市内中小企業に対
し、ワーク・ライ
フ・バランスの取
組の支援を行い、
前年度と比較して
数値が向上、目標
値を達成した。

2

駅近居住、職住
近接の促進
近居、同居の促
進

64

引き続き、ワーク・
ライフ・バランスの
取組を行っている事
業者の割合を令和3
（2021）年度までに
75％以上になるよう
めざす。

経済労働
局

1

職員のワーク・ラ
イフ・バランスの
実現に向け、働く
環境の整備と意
識改革に取り組
みます。

長時間勤務の是
正
業務改革
人材育成・意識
改革
ＩＣＴの活用
ワークスタイル
変革など

仕事と生活が両
立できる住環境
づくりを進めま
す。

62

ワーク・ライフ・バ
ランスの取組を
行っている事業
者の割合を令和3
（2021）年度まで
に75％以上にな
るようめざしま
す。
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介護休業を取得
しやすい環境づく
りに努めます。

67

人事課

教育委員
会事務局

庶務課

介護支援制度に
関する情報提供

2

介護支援制度の周知
を図り、介護休暇を
取りやすい職場環境
づくりに努める。

総務企画
局

1

数値目標 男性育休取得者割合
令和2年度：17.8％

イントラネットホームペー
ジでの広報やガイドブック
の各職場への配布、研修等
を通じて育児休業取得促進
を図った。

令和元年度に
10.3％となり、目
標値を達成してい
る。

上下水道
局

介護支援制度に
関する情報提供

目標は達成したが、
更なる取得率の向上
を目指し、男性の育
児参加を促進してい
く。

総務企画
局

「職員子育て応援
ガイドブック」の
配布のほか、全職
員を対象とした
ワーク・ライフ・
バランス研修を実
施し、意識啓発を
行った。

2 人事課

各種相談内容に応じ、介護
休業等の介護支援制度を案
内している。

通常業務の一環と
して各種相談対応
を行っている。

選挙管理
委員会事
務局

選挙課

引き続き、研修等を
通じて、ワーク・ラ
イフ・バランスの意
識の醸成を図ってい
く。

介護支援制度に関
する情報提供を計
画に基づき実施し
た。

2

・コロナ禍におい
て、研修の開催方法
の変更が予想される
ことから、ガイド
ブック等の電子化を
図る。

介護支援制度に
関する情報提供

介護支援制度に
関する情報提供

人事課

「職員子育て応援
ガイドブック」を
配布・周知する等
意識啓発を行っ
た。

2

「職員子育て応援ガイド
ブック」を配布・周知する
ほか、全職員を対象とした
ワーク・ライフ・バランス
研修を実施し、意識啓発を
行った。

「職員子育て応援ガイド
ブック」を随時閲覧できる
ように掲示するとともに、
局内回覧を行い制度の周知
を図った。

庶務課

交通局 庶務課

病院局

当初の予定どおり
の事項を実施する
ことができた。

2

次年度も引き続き介
護休暇等の取りやす
い職場を目指し、局
内への情報提供に努
める。

引き続き、制度の周
知を図り、職員の意
識改善及び休暇を取
得しやすい職場環境
づくりを推進する。

「職員子育て応援ガイド
ブック」を配布・周知する
等、取得予定の職員はもと
よりその他職員への意識啓
発に取り組んだ。

ガイドブックを回
覧するとともに、
イントラネットで
の閲覧も可能なこ
とを周知し、職員
の理解がさらに深
まるよう努めた。

2

機会をとらえ、ガイドブッ
クを配布・回覧するなど、
制度の周知を図った。

引き続き、介護支援
制度に関する情報提
供を推進する。

「職員子育て応援ガイド
ブック」を配布・周知する
等意識啓発を行った。

引き続き介護支援制
度の周知を図り、介
護休暇が取得しやす
い職場環境の醸成に
努める。

介護支援制度に
関する情報提供

消防局

・グルかわライブラリに、
育児介護支援制度について
掲載し、周知した。

職員の理解が深ま
るようガイドブッ
クを配布・回覧に
より周知を行い、
休暇取得に向けた
意識改善を図っ
た。

2
総務部庶
務課

介護支援制度に
関する情報提供
の実施

66

育児休業を取得
しやすい環境づく
りに努め、配偶者
が出産した職員
に占める育児休
業取得者の割合
が、令和3（2021）
年度までに10％
となるようめざし
ます。
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67

街頭労働相談では
女性が話しやすい
ように女性相談員
による相談コー
ナーを設けた。他
の相談においても
相談者の状況を理
解したうえで中立
な立場から相談を
受けることに配慮
した。

市内2か所で実施している
常設の労働相談のほかに神
奈川県と共催で月1回の弁
護士相談・夜間労働相談・
年4回の街頭労働相談を開
催し(新型コロナウイルス
感染症の感染拡大防止のた
め3回中止)、職場で起きた
セクハラの問題についても
相談を受けた。

2

引き続き労働相談業
務を継続する。

市民文化
局

人権・男女
共同参画
室

個別で事前予約制
のため、日程が合
わせやすいと利用
者からも好評を博
した。

監査事務
局

行政監査
課

介護支援制度に
関する情報提供

(25)女性の参画分野の拡大支援

　　男女の参画に偏りがある分野において、男女双方の参画が進むよう支援します。

労働雇用
部

経済労働
局

男女共同参画セ
ンター再就職・転
職・就労継続の
ための個別キャ
リア相談

女性を対象とした個別キャ
リア相談を、土日を含めて
合計 108回実施し、計77名
の参加があった。

2

働く女性が抱える
悩みや問題につ
いて、労働相談
の実施などによ
り、解決に向けて
支援します。

働く女性が抱える
悩みや問題につ
いて、労働相談
の実施などによ
り、解決に向けて
支援します。

労働相談

男女共同参画セ
ンター講座
ワンランクアッ
プ、女性リーダー
養成

職場定着のため
のフォローセミ
ナーや人材育成
セミナー等の開
催

人権・男女
共同参画
室

引き続き、相談者の
ニーズに合わせた支
援を行う。

・キャリアサポートかわさ
きにおいて、女性向け就職
準備セミナーを実施した。

・キャリアサポートかわさ
きにおいて、就業後の職場
定着に向け、新しい職場で
長く働き続けるためのコ
ミュニケーション術や感情
のコントロール手法を学ぶ
定着支援セミナーを実施し
た。

労働雇用
部

・引き続き、キャリ
アサポートかわさき
において、女性向け
就職準備セミナーを
実施する。

・引き続き、キャリ
アサポートかわさき
において、定着支援
セミナーを実施す
る。

働きたい女性の就
業に向けた支援、
就職後の職場定着
に向けた支援を実
施した。

2

就業継続・キャリ
アアップに向けた
支援講座を実施
します。

議会局

「ワンランクアップ！私の
仕事術」を2回実施し、延
25名の参加があった。女性
リーダーのためのマネジメ
ント力強化講座を5回開催
し、延71名の参加があっ
た。

講座を通じて、ス
キルアップ等を希
望する女性を対象
に、必須スキルの
情報提供やネット
ワーク構築の機会
を提供した。

市民文化
局2

引き続き女性リー
ダー養成のための事
業を実施する。

経済労働
局

各種休暇制度に関する情報
共有を図ったほか、面談等
の機会に職員の状況を把握
し、事務分担を見直すなど
職員が支援制度を利用しや
すい環境となるよう努め
た。

６　働く女性・働きたい女性への就業等支援

引き続き、介護支援
制度の周知を図り、
介護休暇を取得しや
すい職場環境づくり
に努める。

(24)働く女性の就業継続とキャリアアップ支援

庶務課

2

2

引き続き、介護支援
制度の周知を図り、
介護休暇が取得しや
すい職場環境への改
善に努める。

69

69

人事委員
会事務局

調査課

　　女性の人材育成に向け、働きたい女性が、結婚、出産等のライフイベントを経てもキャリアを形成しながら働き続けることができるよう支援します。

「職員子育て応援ガイド
ブック」を配布し、周知し
た。

ガイドブックを配
布し、職員の理解
が深まるよう周知
を図った。

介護支援制度に
関する情報提供

「職員子育て応援ガイド
ブック」を回覧し、回覧後
は職員が閲覧しやすい場所
に保管するなど、局内への
周知を図った。

ガイドブックの回
覧により、職員の
理解が深まるよう
周知を図った。

介護支援制度に
関する情報提供

多様な働き方があ
ることについて、
理解の促進に取り
組んだ。

2

介護休業を取得
しやすい環境づく
りに努めます。

次年度も引き続き、
取組を推進する。

就業継続・キャリ
アアップに向けた
支援講座を実施
します。

68

68
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経済労働
局

令和3年度において、
性別に関わらず就業
先の選択肢が増える
よう、求職者の希望
や適性を踏まえた求
人開拓のための体制
の強化継続、オンラ
イン相談を実施す
る。

(26)多様な就業ニーズに対応した就業支援

　　女性の力を最大限に生かすため、求職者の特性に合った就業マッチングや就業機会の提供など多様な就業支援に取り組みます。

女性技術者の絶対数が
少なく、表彰基準を満
たした工事受注企業か
ら推薦がない場合に
は、表彰を実施出来な
い可能性がある。
表彰対象の「女性」の
定義がないため、性的
マイノリティへ配慮が
難しい側面もある。

財政局 検査課70

女性技術者の技
術力向上及び担
い手育成に向け
て、女性技術者を
表彰します。

優良事業者表彰に併せて若
手技術者・女性技術者表彰
を実施した。本年度につい
ては2名の女性技術者を表
彰した。

表彰開始4年目とな
る本年度について
も女性技術者の推
薦があり、表彰を
実施した。

2

人権・男女
共同参画
室

・職場復帰セミナー＆カ
フェ（計1回）：育休後に
職場復帰を目指す方を対象
に開催し、計6名の参加が
あった。
・再就職したい女性を応
援！パソコン講座（計23
回）：エクセル、ワード、
パワーポイントを各回の
テーマとして開催し、計
303名の参加があった。
・育休子連れカフェ（計7
回）：参加者同士で職場復
帰後の悩みや不安を共有す
ることを目的として開催し
計27名の参加があった。

職場復帰セミナー
では、女性（母
親）だけを対象と
せず、男性（父
親）も参加可能と
した。また、保育
を用意すること
で、育児中の方で
も参加しやすいよ
うにした。 2

引き続き、再就職、
就労継続、職場復帰
をめざす女性を対象
とした講座等を開催
し、就労支援を行
う。

市民文化
局

人権・男女
共同参画
室

キャリアサポートかわさき
において、女性を取り巻く
労働環境等のテーマによ
り、対象者を女性に限定し
た就職準備セミナーを実施
した。

農業者同士の情報共有や農
業関連技術の向上となる講
習会を開催し、新たにＳＮ
Ｓの活用等にチャレンジす
るなど幅広い分野に係る活
動を支援した。

　　起業を希望する女性への支援を行います。

(27)経営の主体となる女性の育成・支援

就業支援事業
（数値目標）

川崎市女性農業
担い手の会「あ
かね会」の活動
支援

起業セミナー等の
開催や情報提供
を通じ、起業を望
む女性及び起業
した女性を支援し
ます。

74

新型コロナウイル
ス感染症拡大のな
かで実施できるこ
とを模索し、川崎
市の農業就業者の
約4割を占める女性
農業者の、農業経
営や地域社会への
主体的な参画に寄
与した。

若手技術者・女
性技術者表彰

2

72

働きたい女性の
ニーズに応じた就
業マッチングや就
業機会の提供など
多様な就業支援に
取り組み、就業支
援事業における女
性年間就職決定者
数が、令和3（2021）
年度までに275人以
上になるようめざし
ます。

男女共同参画セ
ンター女性起業
セミナー、相談
会、サロン開催、
見本市開催など

・女性起業家ビギナーズサ
ロン：全4回開催し、延べ
44名の参加があった。
・起業家無料相談会：計9
回開催し、計延べ62名の参
加があった。
・女性起業家向け無料相談
会：計5回開催し、計延べ7
名の参加があった。
・起業家向け無料相談会：
計11回開催し、計延べ11名
の参加があった。
・起業家した人が出展がで
きる「すくらむプチマル
シェ」を月1回開催した。

・ビギナーズサロ
ンでは保育つき
で、女性起業家向
け無料相談会では
子ども同席での受
講を可能とするな
ど育児中の女性が
参加しやすいよう
にした。 2

引き続き、起業を目
指す女性、起業して
間もない女性を支援
するための講座等を
開催する。

市民文化
局

73

引き続き、川崎市就
業支援室「キャリア
サポートかわさき」
において、女性向け
就職準備セミナーを
実施する。

経済労働
局

労働雇用
部

労働雇用
部

働きたい女性への
就業に向けた取組
を実施した。

女性の就業及び
再就職に向けて
支援講座等を実
施します。

男女共同参画セ
ンター再就職支
援パソコン講座、
再就職セミナー
個別キャリア相
談

「キャリアサポー
トかわさき」にお
ける女性向けセ
ミナー開催

キャリアサポートかわさき
における女性年間就職決定
者数
令和2年度：236人

キャリアサポートかわさき
において、女性カウンセ
ラーが対応する託児付き就
職相談を実施した。

緊急事態宣言下の
相談窓口休止、ハ
ローワークを通じ
た広報機会の喪失
等により、全体の
就職決定者数（412
人、前年比約
17.9％減）が減少
したことによるも
の。

1

次年度も引き続き、
女性農業者団体の支
援を通して、農業の
担い手育成や農業者
間のネットワークづ
くりを推進する。

経済労働
局

農業振興
課

2

71

農業の担い手育
成に向けて、女性
農業者団体の活
動・ネットワークづ
くりを支援します。

61
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R3
(2021)

男女共同参画センターのセク
ハラ、パワハラ、マタハラ、パ
タハラ防止に向けた情報提
供

市民文化
局

人権・男女
共同参画
室

「かわさき労働情報」「働くた
めのガイドブック」による防止
に向けた広報

経済労働
局

労働雇用
部

労働相談 経済労働
局

労働雇用
部

H30
(2018) B

R1
(2019) B

R2
(2020) B

R3
(2021)

H30
(2018) B

R1
(2019) B

R2
(2020) B

R3
(2021)

79

男女共同参画の意義や
ワーク・ライフ・バランス
についての理解促進等
も含めたキャリア教育の
体系的・効果的な推進を
図ります。

子どもたちが社会
で自立して行くた
めの基礎を学ぶ
「キャリア在り方生
き方教育」の推進

教育委員
会事務局

教育改革
推進担当

2

引き続き、テレワー
ク実践導入に係るセ
ミナー等により、多
様な働き方を推進す
る。
また、「かわさき労
働情報」においても
働き方改革等に関す
る記事を掲載し、多
様な働き方の周知を
図る。
さらに、相談窓口の
運営及び専門アドバ
イザー派遣等による
支援を実施する。

市民文化
局

人権・男女
共同参画
室

経済労働
局

労働雇用
部

経済労働
局

商業振興
課

74

起業セミナー等の
開催や情報提供
を通じ、起業を望
む女性及び起業
した女性を支援し
ます。

再掲目標Ⅰ　事業番号27

再掲目標Ⅰ　事業番号27

再掲目標Ⅰ　事業番号27

(28)職場における男女共同参画に関する理解の促進

　　多様な生き方、働き方があることを前提に、各人がその能力を十分に発揮することができる職場環境づくりを促進します。

76

商人デビュー塾
の開催

男女共同参画センターとの
共催で開催した。
全10回開催・18名参加（男
4、女14）

男女どちらも参加
しやすい環境だっ
た。

2

次年度も引き続き、
女性が参加しやすい
環境に配慮しながら
取組を推進する。

2

引き続き、市HPや
「かわさき労働情
報」など様々な広報
機会をとらえ、積極
的な情報提供を行っ
ていく。

・コロナ禍を踏まえ、テレ
ワークの実践導入に係るオ
ンラインセミナーを２回開
催した。
・「かわさき労働情報」に
おいて、生産性向上・働き
方改革推進のための本市施
策、セミナー等開催情報、
有識者記事及び関連法に関
する情報等を掲載した。
・コロナの影響でお困りの
方を対象に「雇用・労働特
別窓口」を設置し、テレ
ワーク導入や休業対応、労
働全般に関する相談に対応
した。

多様な働き方を実
現するため、啓発
活動、情報提供を
行うとともに、取
組支援も実施し
た。

男女共同参画セ
ンター出前講座
や講師紹介

川崎労働学校

事業所への出前講座や、公
共施設、各種団体等の防災
講座などに講師派遣を行っ
た。

市内事業所への研
修会への講師派
遣、団体、機関等
に講師派遣を行
い、防災や男女平
等につき理解を深
める取り組みを実
施した。

2

引き続き、依頼に基
づいて、出前講座や
講師派遣の機会の充
実を図る。

「川崎労働学校」におい
て、男女雇用機会均等法な
どをテーマとして取り上げ
た。（川崎労働学校受講者
数：23名）

「川崎労働学校」
において、男女雇
用機会均等法を
テーマとした講義
を行うことで、同
法の趣旨や意義に
ついて参加者の理
解を深めることが
できたため。

2

「川崎労働学校」に
おいて、男女雇用機
会均等法などをテー
マとして取り上げ
る。

(29)多様な選択を可能とする教育・学習機会の提供

　　子どもたちに対して、多様なキャリア形成を可能にするための学習機会を提供します。

市民文化
局

人権・男女
共同参画
室

経済労働
局

労働雇用
部

再掲目標Ⅰ　事業番号10

在宅ワークなど
多様な働き方を
紹介するセミ
ナーの開催や
「かわさき労働情
報」等による情
報提供。専門ア
ドバイザー派遣

・女性活躍や多様な働き方
の推進に取り組む企業の取
組をまとめた「かわさき☆
えるぼし」認証企業事例集
を作成し、市ＨＰで掲載し
た。
・「かわさき労働情報」に
「かわさき☆えるぼし」認
証制度募集について掲載
し、広く周知した。

「かわさき☆える
ぼし」認証企業事
例集を作成するこ
とで、市内企業や
関係団体、教育関
係機関等さまざま
な対象に情報提供
を行うことができ
た。

77

75

創業予定または
創業まもない女
性起業家を対象
に創業融資を実
施します。

女性・若者・シニ
ア起業家支援融
資金による支援

当該融資制度の周知を図
り、利用促進に努めた。

起業家セミナーや
創業者向け説明会
にチラシなどを配
布し、創業を検討
している方へ当該
融資制度の周知を
図った。

2

引き続き、セミナー
等に当該融資制度の
周知を図り、利用さ
れるように努めてい
く。 経済労働

局
金融課

多様な働き方に
関する情報提供
や講座を行いま
す。

市ＨＰや男女共
同参画センター
の情報提供事業

働く場における男
女共同参画の推
進に向けた講座
開催や講師紹介
及び情報提供を
実施します。

78

78

働く場における男
女共同参画の推
進に向けた講座
開催や講師紹介
及び情報提供を
実施します。

ハラスメント防止に
向けた啓発パンフ
レット等の作成や配
布、情報提供ととも
に、被害者への相
談支援を行いま
す。

62



80

男女共同参画の視点か
らインターンシップ（就業
体験）や体験学習等を
通じたキャリア形成を支
援します。

男女共同参画セン
ターにおけるインター
ンシップ実施、及び
職場体験の受け入
れ

市民文化
局

人権・男女
共同参画
室

H30
(2018) B

R1
(2019) B

R2
(2020) B

R3
(2021)

H30
(2018) B

R1
(2019) B

R2
(2020) B

R3
(2021)

H30
(2018) B

R1
(2019) B

R2
(2020) B

R3
(2021)

男女共同参画センター「交
流・ネットワーク事業」におけ
る市内工業団体女性活躍推
進事務局長会議

市民文化
局

人権・男女
共同参画
室

在宅ワークなど多様な働き
方を紹介するセミナー（在宅
ワーカーセミナーなど各種啓
発セミナー）の開催や「かわ
さき労働情報」等による情報
提供

経済労働
局

労働雇用
部

川崎臨海部に
立地する企業、
研究機関等が
有する高度な
人材、技術、施
設を活かした、
子どもたちの科
学技術への興
味・関心を高め
る科学教育・
キャリア教育に
資する取組の
実施

川崎サイエン
スワールドの
発行・配布
小・中学校を対
象とした市内企
業による出張
授業

理科教育推進
事業

・教育機関への学習機会の
創出に向けた臨海部企業等
の見学会を1件実施した。
・臨海部立地企業の取組を
紹介するためのパンフレッ
トの更新を行った。
・「キングスカイフロント
夏の科学イベント」に替わ
り、キングスカイフロント
やサイエンスへの興味喚起
や立地企業の紹介を目的と
したWeb版キングスカイフ
ロントクイズを実施した。
・高校生が科学への興味関
心を高めるとともに、将来
の自分の働く姿をイメージ
できるような、臨海部立地
企業の活動を体験できる企
画を行った。

・新型コロナウイル
ス感染症対策を取り
工夫しながら、見学
会を実施した。
・パンフレットの時
点更新により、最新
の臨海部情報を記載
した。
・オンラインによる
「キングスカイフロ
ントクイズ」によ
り、小学生が科学に
触れる機会を創出し
た。
・学校と企業のニー
ズを丁寧に把握し、
互いにメリットが出
るようなプログラム
を作成した。

2

次年度も引き続き子
どもたちの科学技術
への興味・関心を高
める科学教育・キャ
リア教育に資する取
組を推進する。

多様な働き方や管理
職に占める女性割合
の向上に関する取組
を促進するために、情
報提供や啓発を行い
ます。

企業等による科学者や
技術者の派遣授業等に
ついては、理科への関
心を高め、性別によら
ない先端科学技術への
理解を求める内容であ
ることから、引き続き
他機関と連携を図りな
がら学校への情報発信
に取組む。
川崎サイエンスワール
ドの活用については、
今年度から経済労働局
による配付が終了と
なった。経済労働局と
引き続き連携を図りな
がら、Webを使った学校
への発信等を検討して
いく。

再掲目標Ⅰ　事業番号11

再掲目標Ⅱ　事業番号47

再掲目標Ⅱ　事業番号47

臨海部国
際戦略本
部

臨海部事
業推進部

経済労働
局

イノベー
ション推進
室

教育委員
会事務局

カリキュラ
ムセンター

　　女性活躍に関する取組を促進するために、企業へのインセンティブ付与等の支援を実施します。

７　企業における女性活躍に向けた取組の促進

(30)女性の活躍推進に向けた企業への啓発

82

(31)企業の女性の活躍推進に関する取組支援

川崎市先端科学副読本「川
崎サイエンスワールド」の
授業での更なる活用を促
し、魅力ある理科教育に向
けて支援する目的から、副
読本のデジタル化を行っ
た。また、男女問わず理工
系への興味を喚起するた
め、市内中学校にて、理科
のカリキュラムに沿って企
業が持つ技術を分かり易く
紹介する授業を展開した。

男女平等推進行動
計画の目標に対
し、目標を概ね達
成した取組や配慮
を行った。

臨海部国際戦略本部臨海部
事業推進部、地方独立行政
法人神奈川県立産業技術総
合研究所（KISTEC）と連携
して、科学者や技術者の派
遣授業を、小・中合わせて
18回実施した。

市内中学校理科教諭
や小学校理科教育研
究会委員向けに、学
校間イントラネット
等を活用して、企業
等による科学者や技
術者の派遣授業等の
情報を発信した。派
遣授業については、
コロナ禍のため、実
施回数が昨年度より
減少した。
【男女平等に配慮し
た点】
魅力ある理科教育を
推進することで、男
女を問わず科学技術
等への理解を深める
ことにつなげた。

581

科学技術分野へ
の男女共同参画
を推進するため
に、教育機関等
で理工系への理
解を深める取組
を推進します。

科学技術分野へ
の男女共同参画
を推進するため
に、教育機関等
で理工系への理
解を深める取組
を推進します。

81

2

中学生向けの川崎市先
端科学副読本「川崎サ
イエンスワールド」の
授業での更なる活用を
促し、魅力ある理科教
育に向けて支援する目
的から、GIGAスクール
構想を活用した教育コ
ンテンツの提供を行
う。合わせて、男女平
等推進行動計画の趣旨
に沿って、男女問わず
理工系への興味を喚起
するための出張授業を
実施する。

63



H30
(2018) B

R1
(2019) B

R2
(2020) B

R3
(2021)

H30
(2018) A

R1
(2019) A

R2
(2020) A

R3
(2021)

H30
(2018) B

R1
(2019) B

R2
(2020) B

R3
(2021)

H30
(2018) B

R1
(2019) B

R2
(2020) B

R3
(2021)

87

「労働状況実態調査」を
実施し、女性の就業・登
用状況や育児・介護休
業取得に関する課題や
ニーズを把握します。

「労働状況実態調
査」の実施と結果を
踏まえた取組の推進

経済労働
局

労働雇用
部

H30
(2018) B

R1
(2019) B

R2
(2020) B

R3
(2021)

H30
(2018) B

R1
(2019) B

R2
(2020) B

R3
(2021)

公共調達におけ
る評価

・次世代育成支援対策推進
法または女性活躍推進法に
基づく行動計画の策定を、
主観評価項目にした。
・国による認定（くるみ
ん・えるぼし）または川崎
市における認証（かわさき
☆えるぼし）取得を、主観
評価項目にした。

女性活躍推進に取
り組む企業に対し
て、受注機会の増
大を図る取組がで
きている。

84

女性の活躍推進
に積極的に取り
組む中小企業等
を対象とした認証
制度を実施しま
す。

女性活躍推進企
業認証制度

2

引き続き、女性活躍
推進に取り組む企業
に対しての支援の取
組を実施していく。

・「かわさき労働情報」に
おいて、生産性向上・働き
方改革推進のための本市施
策、セミナー等開催情報及
び関連法に関する情報等を
掲載した。
・市内中小企業の「生産性
向上・働き方改革取組事例
集」を発行した。
・JOB型雇用、多様な働き
方に関するセミナー等を開
催した。

多様な働き方を実
現するため、「か
わさき労働情報」
や中小企業におけ
る「働き方改革取
組事例集」を発行
し、情報提供を行
うとともに、セミ
ナー等の開催によ
る普及啓発も実施
した。

2

引き続き、「かわさ
き労働情報」による
情報提供や、セミ
ナー等の開催によ
り、取組の普及啓発
を図る。

再掲目標Ⅱ　事業番号46・56

女性の活躍に関
する状況の把握
や課題分析など、
事業主行動計画
策定や取組推進
に向けたノウハウ
支援を実施しま
す。

ノウハウ支援 ・かわさき労働情報で「女
性活躍推進法の改正」に係
る記事を掲載し、事業主行
動計画策定や取組推進に向
けたノウハウ支援を実施し
た。
・平成30年6月に「川崎市
中小企業働き方改革相談窓
口」を設立し、専門アドバ
イザー派遣等により、企業
の働きやすい職場環境づく
りに向けたノウハウ支援を
実施した。

女性活躍の推進に
かかる周知を図っ
た。
相談窓口設置によ
り働きやすい職場
環境づくりに向け
たノウハウ支援を
実施した。 2

引き続き、女性活躍
の推進にかかる状況
の把握や課題分析、
広報等を推進すると
ともに「川崎市中小
企業働き方改革相談
窓口」を運営し、専
門アドバイザー派遣
等によるノウハウ支
援を行う。

経済労働
局

労働雇用
部

・市内中小企業を対象に
「かわさき☆えるぼし」認
証企業3年目の募集を行
い、新規企業からの申請と
平成30年度認証された企業
の更新申請により、40社を
認証した。
・認証された企業の取組を
まとめた事例集を作成し、
市内関係団体等に配布し
た。

・令和2年度に認証
した19社とあわせ
て令和3年3月現在
59社が認証企業と
なり、市内中小企
業における女性活
躍推進の取組が広
がりつつある。
・認証企業事例集
は、好事例の紹介
ページを追加し、
読みやすさを意識
した構成とした。

(32)雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保及び多様な雇用の拡大

　　男女の均等な機会と待遇の確保に向けて、企業等への働きかけとともに、地域経済団体との連携を強化します。

市民文化
局

人権・男女
共同参画
室

財政局 契約課

1

令和３年度も引き続
き認証企業の募集を
行い、認証された企
業の取組を広く周知
するとともに、「か
わさき☆えるぼし」
の認知度向上が必要
となっている。

85

女性活躍推進に
取り組む企業に
対して、公共調達
において評価し、
受注機会の増大
を図ります。

経済労働
局

労働雇用
部

経済労働
局

労働雇用
部

経済労働
局

労働雇用
部

83

89

86

雇用の分野にお
ける男女の均等
な機会と待遇の
確保に向けた周
知啓発を行いま
す。

「かわさき労働情
報」「働くための
ガイドブック」等
による情報提供

88

女性活躍の推進
にかかる課題の
共有化やニーズ
把握に向け、地
域経済団体など
の多様な主体と
の連携体制を強
化します。

関係団体との連
携体制の強化

・引き続き、｢かわさ
き労働情報｣におい
て、男女雇用機会均
等法や性別を理由に
する差別等について
相談できる窓口の案
内記事等を掲載す
る。
・引き続き、「働く
ためのガイドブッ
ク」において、男女
雇用機会均等法等の
記事を掲載する。

かわさき労働情報で「女性
活躍推進法の改正」に係る
記事を掲載し、事業主行動
計画策定や取組推進に向け
たノウハウ支援を実施し
た。

女性活躍の推進に
かかる周知を図っ
た

2

引き続き、女性活躍
の推進にかかる状況
の把握や課題分析、
広報等を推進する。

一人ひとりが希望
に応じた多様な
働き方ができるよ
う、企業における
多様な雇用の受
け皿拡大に向け
た取組を行いま
す。

「かわさき労働情
報」等での情報
提供 中小企業
における「働き方
改革」取組促進
のための啓発活
動（成功事例集
や啓発パンフ
レットの発行等）

・「かわさき労働情報」に
おいて、性別を理由にする
差別等について相談できる
窓口の案内記事を掲載し
た。
・「働くためのガイドブッ
ク」において、男女雇用機
会均等法やセクハラ、パワ
ハラについての記事を掲載
した。

雇用の分野におけ
る男女の均等な機
会と待遇の確保の
ため、「かわさき
労働情報」や「働
くためのガイド
ブック」を通し
て、周知・啓発活
動を実施した。

2
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年度
達成
度

達成度を選択した理
由

90

教育文化会館・市民
館において、｢男女平
等推進学習」の講座
や情報提供の実施、
学習スペースの確保
等を通じて、市民の男
女平等に関する学習
の機会を提供します。

「男女平等推進学
習」講座の実施、
及び情報提供の実
施（学習環境整備
事業） 教育委員

会事務局
生涯学習
推進課

91

市民・市民活動団体
等及び事業者と連携
した「かわさき男女共
同参画ネットワーク」
活動を推進します。

すくらむネット21に
おける女性活躍に
向けた情報提供・
意見交換、フォー
ラムの実施など

市民文化
局

人権・男女
共同参画
室

H30
(2018) B

R1
(2019) B

R2
(2020) B

R3
(2021)

H30
(2018) B

R1
(2019) B

R2
(2020) B

R3
(2021)

H30
(2018) B

R1
(2019) B

R2
(2020) B

R3
(2021)

事業
番号

事業

年度ごとの達成度（男女共同参画の
視点に配慮した事業の推進度）

令和2(2020)年度実績

再計目標Ⅰ　事業番号5

Ⅲ　 地域でいきいきと暮らすための男女共同参画の推進

事業概要 所管局 担当部署

情報提供を通じ、
町内会・自治会に
向けて男女共同参
画についての理解
の促進を行った。

2

引き続き、会議等の
機会での情報提供を
行う。

次年度の課題
今後
の方
向性

８　地域における男女共同参画の推進

男女共同参画セ
ンター運営委員
会等を通じた情
報提供
すくらむネット21
運営会議等を通
じた全町連への
情報提供

再掲目標Ⅱ　事業番号45

92

男女共同参画に
向けた活動に取
り組む市民・市民
活動団体等への
支援を行います。

男女共同参画セ
ンター協働事業
等

地域女性連絡協
議会への活動支
援

◎R2年度協働事業
・川崎の男女共同社会をす
すめる会/NPO法人かながわ
女性会川崎「非正規シング
ル女性のの現状とこれか
ら」1回、23名参加
・女性がつなぐ地域芸能
「乙女文楽を知る」1回、
86名参加
・ダブルケアかわさき「私
たちの身近なケアを学ぶ～
プチ勉強会」計8回、計延
べ67名参加
・NPO法人グローイン・グ
ランマ「0歳児の親子のた
めのこころとこころをつな
ぐ小さなおはなし会」計9
回、計延べ128名参加
・再就職したい女性を応援
ＰＣ講座　計23回開催、計
延べ303回名参加

市民グループ・団
体からの提案に基
づき、協働で講座
等を行うことで、
団体の活動支援及
び地域に根差した
男女共同参画の推
進に繋がった。

2

引き続き、男女共同
参画センターにおい
て、地域課題の解決
のため、公募により
実施団体を募り、選
考するとともに、企
画・運営に関して団
体と協働して取り組
んでいく。

川崎市地域女性連絡協議会
の活動支援を行った。

地域活動における
男女共同参画を促
進した。

2

次年度も引き続き、
地域女性連絡協議会
の活動支援を推進し
ていく。

(33)地域活動における男女共同参画の促進

　　地域における特定の活動において、性別や年齢等による参加の偏りが生じることがなく、また、地域活動に男女共同参画の視点が反映されるよう各団体へ働きかけ
ます。

市民文化
局

(市民活動推進課)かわさき
男女共同参画ネットワーク
会議に全町連として参画し
た。

市民文化
局

人権・男女
共同参画
室

教育委員
会事務局

生涯学習
推進課

人権・男女
共同参画
室

市民活動
推進課

町内会・自治会
やＰＴＡ等の活動
における男女共
同参画について
理解の促進に努
めます。93
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H30
(2018) B

R1
(2019) B

R2
(2020) B

R3
(2021)

H30
(2018) B

R1
(2019) B

R2
(2020) B

R3
(2021)

H30
(2018) B

R1
(2019) B

R2
(2020) B

R3
(2021)

H30
(2018) B

R1
(2019) B

R2
(2020) B

R3
(2021)

H30
(2018) C

R1
(2019) C

R2
(2020) C

R3
(2021)

H30
(2018) E

R1
(2019) E

R2
(2020) E

R3
(2021)

H30
(2018) B

R1
(2019) B

R2
(2020) B

R3
(2021)

H30
(2018) B

R1
(2019) B

R2
(2020) B

R3
(2021)

町内会連合会な
どにおける女性
参画についての
理解促進など

町内会連合会な
どにおける女性
参画についての
理解促進など

生涯学習
推進課

町内会連合会な
どにおける女性
参画についての
理解促進など

ＰＴＡ活動研修に
おける男性の参
加促進など

教育委員
会事務局

市民館等における「ＰＴＡ
活動研修」において男性の
参加を意識した運営を行っ
た。

地域活動における
男女共同参画の促
進につながる研修
を行った。

次年度もＰＴＡ活動
研修において男性の
参加促進を推進して
いく。

麻生区役
所

多摩区役
所

宮前区役
所

区町会連合会の三
役会・理事会等の
各種会議で啓発等
を行った。

引き続き区町会連合
会の三役会・理事会
等の各種会議で広く
周知を図る。
区町会連合会への委
員推薦依頼があった
場合には、委員の女
性の比率向上の観点
からも検討を行う。

町内会連合会な
どにおける女性
参画についての
理解促進など

町内会連合会な
どにおける女性
参画についての
理解促進など

町内会連合会な
どにおける女性
参画についての
理解促進など

町内会連合会の会
合において周知を
図った。

2

引き続き、町内会連
合会の会合において
周知を図る。

町内会連合会の会
合において周知を
図った。

2

引き続き、町内会連
合会理事会等各種会
議の場において広く
周知を図る。

川崎区町内会連合会理事会
等各種会議の場において広
く周知に取り組んだ。

自主運営団体への行政から
の働きかけの難しさに配慮
しながら、引き続き実態把
握と啓発に努めた。

町会連合会の会議
で広報・啓発を
行ったため。

2

自主運営団体への行
政からの働きかけの
難しさに配慮しなが
ら、引き続き実態把
握と啓発に努める。

町内会連合会な
どにおける女性
参画についての
理解促進など

地域振興
課

地域に対する様々な広報や
情報提供依頼を受け、町内
会連合会の会合において広
く周知を図った。

2

地域振興
課

地域振興
課

地域振興
課

地域振興
課

川崎区役
所

幸区役所

地域振興
課

地域振興
課

高津区役
所

中原区役
所

2

引き続き、女性参加
に係る啓発を行って
いく。また、町内会
連絡協議会への各種
委員等の推薦依頼に
ついて、女性比率の
向上に配慮するよう
努める。

町内会連絡協議会への委員
推薦依頼があった際に、女
性参画に係る啓発を行っ
た。

町内会連絡協議会
への各種委員等の
推薦依頼への対応
については、女性
比率の向上に配慮
しながら選出する
よう努めた。

2

実施なし

区町会連合会の三役会・理
事会等の各種会議において
広く周知を図った。

宮前区の町内会・自治会連
合会の役員会において、市
の男女共同参画の取組を説
明した。

会議等委員の推薦
依頼があった際
に、市の男女共同
参画の取組につい
て理解を求めた結
果、女性委員が推
薦されることと
なった。

2

女性が町内会・自治
会活動の中核を担っ
ていく機会が増える
よう、働きかけや情
報提供を継続して行
うが、委員推薦につ
いては少ない女性会
長に負担が偏ること
のないように留意が
必要である。

町内会・自治会
やＰＴＡ等の活動
における男女共
同参画について
理解の促進に努
めます。

93
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(34)男女共同参画センターの取組の推進

H30
(2018) B

R1
(2019) B

R2
(2020) B

R3
(2021)

H30
(2018) B

R1
(2019) B

R2
(2020) B

R3
(2021)

町内会連合会など
における女性参画
についての理解促
進など

各区役所
地域振興
課

H30
(2018) B

R1
(2019) B

R2
(2020) B

R3
(2021)

H30
(2018) B

R1
(2019) B

R2
(2020) B

R3
(2021)

H30
(2018) B

R1
(2019) B

R2
(2020) B

R3
(2021)

次年度も引き続き、
男性の地域活動への
参画につながる講座
を提供する。

2

引き続き、地域で活
躍する女性の取組の
紹介を行う。

市民館等における「男女平
等推進学習」において市民
と共に企画運営を行った。

地域活動における
方針決定過程への
女性の参画を行っ
た。

2

次年度も引き続き、
市民館等における
「男女平等推進学
習」の企画運営への
市民参画を推進して
いく。

地域で活躍をす
る女性を招いた
「トークサロン」の
開催

市民館等におけ
る「男女平等推
進学習」開催す
るに当たり、学習
の企画運営への
市民参画促進

地域で活躍する女性を招い
ての「トークサロン」を2
回開催し、計100名の参加
があった。
・1回目　講師：ひとみ座
の演者3名
テーマ：乙女文楽と生きる
女性たち
・2回目　講師：矢川綾子
医師
テーマ：小児科医の仕事と
家事・育児

　　男性の地域活動への参画促進に向けて、講座等を開催します。

人権・男女
共同参画
室

男女共同参画セ
ンターの地域団
体への出前講座

人権・男女
共同参画
室

市民文化
局

市民文化
局

95

再掲目標Ⅲ　事業番号93

令和2年度は、防災、女性
活躍、ハラスメントなどを
テーマに、16件の出前講座
や講師派遣を行った。

出前講座や講師派
遣を通じて、防災
や男女平等の啓発
などの効果があっ
た。

2

引き続き、依頼に基
づき、出前講座や講
師派遣を実施してい
く。

2

引き続き、男女共同
参画の拠点施設とし
て、男女共同参画に
関する情報の発信、
市民や事業所と協働
した事業の推進、男
女の人権尊重に向け
た相談事業の推進を
行う。

地域の会議等に
おける方針決定
過程への女性の
参画拡大につい
て理解を促進しま
す。

地域における男
女共同参画の拠
点として、市民や
事業者と協働し、
男女平等施策を
推進します。

男女共同参画セ
ンター事業（すく
らむ21まつりな
ど）

・今年度は令和3年2月6日
に20周年記念イベントと併
せて第16回すくらむ21まつ
りを開催し、1,293人の参
加があった。
・公募により選ばれた5団
体と男女共同参画協働事業
を推進した。
・女性及び男性総合相談を
実施した。
・男女共同参画センター開
館20周年記念リーフレット
の発行や開館記念サイトの
公開などＨＰや紙媒体によ
る積極的な情報発信を行っ
た。
・情報誌「すくらむ」の発
行などを通じ、男女共同参
画に関する情報提供を行っ
た。

相談事業、協働事
業等を通じ、地域
に根差した男女平
等施策を推進し
た。

94

　　方針決定過程への女性の参画拡大に向けた理解促進や学習機会の提供に努めます。

(35)地域活動における方針決定過程への女性の参画促進

教育委員
会事務局

生涯学習
推進課

ゲストと参加者同
士が交流する場を
提供し、参加者が
よりゲストを身近
に感じることがで
きることを目指し
た。

96

中心的な役割を
担う女性の人材
育成に向け、生
涯学習等におけ
る男女平等推進
学習の機会を積
極的に提供しま
す。

96

中心的な役割を
担う女性の人材
育成に向け、生
涯学習等におけ
る男女平等推進
学習の機会を積
極的に提供しま
す。

市民文化
局

(36)男性が地域活動に参画できる環境づくり

人権・男女
共同参画
室

教育委員
会事務局

生涯学習
推進課

97

男性の地域活動
への参画を促進
するための講座
を実施します。

シニア世代を対
象とした地域デ
ビュー講座

教育文化会館・市民館でシ
ニア世代を対象とした講座
を実施した。

男性が地域活動に
参画できるような
環境づくりを行っ
た。

2
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98

男性が主体となって
企画運営を行う子育
てサロン等の開催を
通じ、男性の家庭や
地域活動への参画を
促進します。

男女共同参画セ
ンターのイキメン
研究所事業 市民文化

局

人権・男女
共同参画
室

H30
(2018) B

R1
(2019) B

R2
(2020) B

R3
(2021)

H30
(2018) B

R1
(2019) A

R2
(2020) B

R3
(2021)

H30
(2018) C

R1
(2019) C

R2
(2020) C

R3
(2021)

H30
(2018) B

R1
(2019) B

R2
(2020) B

R3
(2021)

H30
(2018) B

R1
(2019) B

R2
(2020) B

R3
(2021)

H30
(2018) B

R1
(2019) B

R2
(2020) B

R3
(2021)

　　多様な視点を反映し地域防災力を向上させるため、男女共同参画の視点を取り入れた防災体制の充実に取り組みます。

防災会議など

地域防災活動に
おける女性参画
促進の取組

地域防災活動に
おける女性参画
促進の取組

中原区役所

川崎区役
所

危機管理
担当

防災会議委員につ
いては、委員65名
中女性5名、国民保
護協議会について
は委員53名中5名と
の構成となってい
るため、引き続き
女性比率の向上に
努める。

1

引き続き、各種防災
計画やマニュアルの
修正に際し、男女共
同参画の視点を反映
できるよう取り組ん
でいく。また、各種
会議の委員について
も女性参加を積極的
に呼びかけていく。

 川崎区総合防災訓練におい
て、新型コロナウイルス感染
症拡大防止対策として規模を
縮小したが、親子が楽しめる
メニューの充実化により、女
性と子どもが参加し、防災に
対する意識や地域防災活動参
画に向けた意識の醸成を図っ
た。当日雨天のため規模を縮
小したため予定していた一部
のメニューは中止となった。

 女性参画の促進に向
け、川崎区総合防災
訓練のメニューを工
夫して実施した。当
日雨天のため、予定
していた一部のメ
ニューは実施できな
かったが、おおむね
目標どおり達成でき
た。

再掲目標Ⅰ　事業番号34

危機管理
担当

幸区役所

教育委員
会事務局

生涯学習
推進課

(37)地域における子どもの自己形成や社会参画の促進

99

地域の幅広い世
代の市民が主体
となって、子ども
たちの学習や体
験活動を支援し
ます。

地域の寺子屋
事業

市内65か所で寺子屋を開講
し、地域の主体的な取組に
より、放課後週1回の学習
支援と土曜日等月１回の体
験活動を実施し、世代間交
流を推進した。

寺子屋では、性別
や年齢に関わら
ず、幅広い層の子
どもと大人が参加
し、交流する場と
なっている。 1

全小中学校への寺子
屋の拡充に向けて、
引き続き事業を推進
していく。

(38)防災分野における男女共同参画の推進と女性の参画拡大

100

市民と連携した情
報発信や出前講
座の実施を通じ、
男女共同参画の
視点を取り入れ
た防災体制への
理解を促進しま
す。

男女共同参画セ
ンター「女性の視
点でつくるかわさ
き防災プロジェク
ト（ＪＫＢ）」の活
動

・市民グループ「女性の視
点でつくるかわさき防災プ
ロジェクト」と男女共同参
画センターが協働し、出前
形式で防災訓練等において
啓発活動を行った。情報誌
「すくらむ」において、女
性の視点で考える防災を
テーマにＪＫＢメンバーに
よる記事掲載を行った。
・「シニアシングル女性の
ためのサバイバル読本」を
配布し、高齢女性の防災・
減災に向けた啓発を行っ
た。

出前講座やサバイ
バル読本の配布を
通じ、男女共同参
画の視点を取り入
れた防災の取組の
周知・啓発を行っ
た。

2

引き続き、市民グ
ループと連携した啓
発活動を推進する。

市民文化
局

人権・男女
共同参画
室

危機管理
担当

2

避難所開設訓練等
に、より多くの女性
に参加してもらえる
よう、より効果的な
呼びかけ方法等を検
討する必要がある。

会議等を通じ、避
難所開設訓練等の
実施に当たって
は、多くの女性に
参加してもらうよ
う、自主防災組織
である町内会・自
治会等に働きかけ
た。

防災対策に男女共同参画の
視点を反映させるため、各
種会議の委員の推薦にあ
たっては、女性の推薦を配
慮していただくよう依頼
し、女性参加を積極的に呼
びかけるなど、引き続き男
女共同参画の視点に配慮し
た取組を推進した。

 次年度も引き続き、女
性参画の促進に向け、
取組を推進する。

総務企画
局

危機管理
室

会等を通じ、避難所開設訓
練等の実施に当たっては、
多くの女性に参加してもら
うよう、自主防災組織であ
る町内会・自治会等に働き
かけた。

地域防災活動に
おける女性参画
促進の取組

・避難所代表者会議におい
て、要配慮者や性別等に配
慮した避難所運営を目指す
よう取り組んだ。
・総合防災訓練において、
要配慮者や性別等に配慮し
た緊急避難場所設置・運営
を実践的な方法で行った。
さらにインターネットで配
信するなどにより広く区民
啓発を行った。

昨年同様、避難所
の運営等におい
て、性別や年齢等
に配慮し実行する
ことができた。

2

次年度についても、
避難所運営会議等に
おいて、より女性が
参画しやすいような
開催日時や環境を考
慮し運営する必要が
ある。

2

避難所運営等に
おいて男女双方
の参画を促進し、
固定的な性別役
割分担意識にと
らわれない地域
防災活動を推進
するなど、男女共
同参画の視点を
取り入れた防災
体制の充実を推
進します。101

101

避難所運営等に
おいて男女双方
の参画を促進し、
固定的な性別役
割分担意識にと
らわれない地域
防災活動を推進
するなど、男女共
同参画の視点を
取り入れた防災
体制の充実を推
進します。
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高津区役
所

危機管理
担当

地域防災活動に
おける女性参画
促進の取組

避難所運営会議において、
避難所運営における性別へ
の配慮や、参加者の男女の
偏りが出ないように働きか
けた。

避難所運営会議や
避難所設置訓練
は、一定数の女性
の参加がある。一
方で、避難所ルー
ルの詳細や避難所
運営体制には男女
共同参画の視点を
さらに取り入れる
余地がある。

2

男女共同参画の視点
を取り入れた防災体
制の充実に向け、引
き続き取り組む。

高齢者事
業推進課

合同避難所運営会議におい
て、各学校の図面を使った
避難所運営ゲーム（HUG)を
実施し、感染症を踏まえた
避難所運営や要配慮者対応
について学習した。

避難所運営会議の
女性の参加率が向
上しており、HUGを
通じた避難所運営
について積極的な
議論が行われた。

2

引き続き女性の参画
を促すとともに、男
女共同参画の意識を
高めていく。

危機管理
担当

危機管理
担当2

地域防災活動に
おける女性参画
促進の取組

地域防災活動に
おける女性参画
促進の取組

地域防災活動に
おける女性参画
促進の取組

102

高齢者が家庭や
地域で安心して
暮らせるよう環境
整備や支援を行
います。

2

今後も、かわさきい
きいき長寿プランに
基づき施策を推進す
る。

高齢者を含めた、
誰もが住み慣れた
地域や自らが望む
場で安心して暮ら
し続けられる地域
の実現を目指して
取組を実施でき
た。

2

今後も、地域包括ケ
アシステムの構築に
向けた取組を推進す
る。

健康福祉
局

健康福祉
局

男女共同参画の視点
を取り入れた防災体
制の充実に向け、引
き続き取組の推進に
努める。

引き続き区町会連合会の三
役会・理事会等の各種会議
で広く周知を図る。
区町会連合会への委員推薦
依頼があった場合には、委
員の女性の比率向上の観点
からも検討を行う。

避難所等における
女性視点の重要性
を啓発すると伴
に、「女性の視点
でつくるかわさき
防災プロジェク
ト」等、男女共同
参画センターの事
業についても周知
することを狙った
（緊急事態宣言の
発令により総合防
災訓練は中止と
なった）

2

　　就業時などの男女の置かれた状況の違いが凝縮され固定化されて高齢期に現れることに留意し、高齢者が安心して暮らせる環境整備や支援に取り組みます。

高齢者虐待防止
の取組

引き続き、男女平等
推進に配慮して施策
を推進する。

第７期かわさきいきいき長
寿プランに基づき、適切に
執行するとともに、虐待防
止に向けた関係職員研修、
事例検討会等施策を推進し
た。

地域包括ケ
ア推進室

介護事業者等がサービスの
質を向上できるよう、集団
指導講習会を開催するとと
もに適宜、指導等を行っ
た。また、地域で暮らす市
民一人ひとりが尊重される
「地域共生社会」の実現を
目指して、介護サービスの
充実を図った。

介護は、社会全体
で支えていくこと
が重要であると考
えるため、男女平
等推進に配慮して
施策を推進した。 2

地域包括ケアシ
ステム推進事業

かわさきいきい
き長寿プランに
基づくサービス
の提供

健康福祉
局

避難所運営等に
おいて男女双方
の参画を促進し、
固定的な性別役
割分担意識にと
らわれない地域
防災活動を推進
するなど、男女共
同参画の視点を
取り入れた防災
体制の充実を推
進します。

101

高齢者が家庭や
地域で安心して
暮らせるよう環境
整備や支援を行
います。

102

９　 さまざまな困難な状況にある女性等が安心して暮らせる環境の整備

(39)高齢者が安心して暮らせる環境整備と社会参加への支援

危機管理
担当

麻生区役
所

多摩区役
所

「川崎市地域包括ケアシス
テム推進ビジョン」に基づ
き、「意識づくり」「仕組
みづくり」「地域づくり」
の取組を進めた。

引き続き防災分野に
おける男女共同参画
の必要性について周
知していく。

高齢者が安心して
暮らせるための取
組を計画的に実施
できた。

宮前区役
所

総合防災訓練のように集
まっての訓練の実施ができ
なかったものの、親子で楽
しめるメニューの充実化に
より、多くの女性と子供が
参加し、防災に対する意識
や地域防災活動参画に向け
た意識の醸成を図った。

自主防災組織本部
長や避難所運営委
員の多くは男性で
あり、地域の女性
がより多く携わっ
ていくことができ
る余地がある。

地域包括ケ
ア推進室
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居住支援 まちづくり
局

住宅整備
推進課

再掲目標Ⅲ　事業番号102

障害計画
課

障害福祉
課

健康福祉
局

障害計画
課

2

地域における生活の場や日
中活動の場の運営支援等に
より障害者支援事業を推進
した。

障害者が地域にお
いて安心して生活
できるよう、生活
の場や日中活動の
場の運営支援の取
組を実施した。

2

次年度も引き続き、
受付・相談窓口の体
制を維持し、市職員
及び事業者に対する
啓発等に関する取組
を推進する。

シルバー人材センターに対
し支援を行い、健康で働く
意欲を持つ高齢者に会員登
録していただき、臨時的・
短期的又は軽易な業務に係
る就業機会の確保を図っ
た。

2

引き続き、関係部
署、関係機関との連
携を強化していく必
要がある。

「川崎市居住支援協議会」
にて、入居者・支援者に正
しく理解してもらいたい賃
貸借契約に関するポイント
をまとめた「サポートブッ
ク」を作成し周知啓発した
他、同協議会の入居支援体
制の更なる充実を図り、相
談者ニーズに幅広く対応で
きる体制を整備した。

「川崎市居住支援
協議会」におい
て、居住支援制度
の推進も含め、幅
広く入居機会の確
保と居住の安定に
向けた検討を行
い、施策の充実に
努めた。

104

障害者が地域で
安心して暮らせる
よう環境整備や
支援を行います。

104

障害者が地域で
安心して暮らせる
よう環境整備や
支援を行います。

障害者が地域で安
心して暮らせる環
境整備に向け、計
画していた取組を
実施した。

女性向けの仕事の
受注拡大のため、
女性会員に適した
就業機会の確保及
び拡充を図った。

2

引き続き、会員の増
強と就業機会の拡大
を両輪とした取組を
推進する必要があ
る。

障害者虐待防止
の取組

(40)障害者が安心して暮らせる環境整備と自立した生活及び社会参加への支援

健康福祉
局

健康福祉
局

障害者日常生活
支援事業

・24時間365日対応の川崎
市障害者虐待通報ダイヤル
を運用し、受付・相談窓口
の体制強化を行った。
・市職員及び事業者向けの
研修を実施し、職員等の知
識の向上、普及・啓発を
行った。

障害者差別解消
の取組

・チラシやクリアファイル
等の配布や、市ホームペー
ジへ「障害のある方へのサ
ポートブック」の公開を行
い、周知啓発を行った。
・新規採用職員、新任係
長、新任課長の各階層別研
修や全庁職員向けｅラーニ
ング研修において「障害の
ある方へのサポートブッ
ク」の内容を追加する等、
職員の理解を深める取組を
行った。

障害者が地域で安
心して暮らせるよ
うに、差別解消に
向けた各種取組を
計画どおり実施し
た。

2

次年度も引き続き、
市民及び市職員に対
する啓発等に関する
取組を推進する。

高齢者のいきがい・健康づ
くりや社会参加の促進につ
ながる「傾聴講座」、「パ
ソコン・スマホ講座」、
「シニアライフ講演会」を
企画・開催した。

講演会は「コロナ
時代を生きるヒン
ト」と題し、男女
ともに多くの方が
来場した。

2

交通の便が良く、Wi-
Fi環境の整った会場
の確保の検討が必
要。

高齢者就労支援
事業

生涯現役対策事
業

健康福祉
局

　　障害があることに加えて女性であることにより、更に複合的に困難な状況に置かれている場合があることや、課題やニーズが男女で異なる場合があることに留意し、
障害者が安心して暮らせる環境整備や支援に取り組みます。

高齢者在
宅サービス
課

高齢者在
宅サービス
課

住宅整備
推進課

まちづくり
局

次年度も引き続き、
障害者の地域生活に
関する取り組みを推
進する。

健康福祉
局

103

希望する高齢者
の就業の機会を
確保するととも
に、各種講座等
の開催や外出の
支援等に取り組
むことにより、生
きがいづくりと社
会参加を促進し
ます。

居住支援

再掲目標Ⅲ　事業番号102

高齢者が家庭や
地域で安心して
暮らせるよう環境
整備や支援を行
います。

102
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多言語による情報
提供や窓口相談に
おいて、男女共同
参画の視点に配慮
しながら実施し
た。

外国人市民及び女
性の委員を含めて
構成された多文化
共生社会推進協議
会及び男女ほぼ同
数の外国籍市民26
人により構成され
た外国人市民代表
者会議による審議
が行われるなど、
外国人市民が安心
して生活できるよ
うに、多文化共生
社会推進指針に基
づき、施策を推進
した。

1

引き続き、掲載情報
や配布場所の拡充を
検討しながら、情報
提供の充実を図ると
ともに、多文化共生
総合相談ワンストッ
プセンターの利用に
ついても周知を図っ
ていく。
多文化共生総合相談
ワンストップセン
ターについては、相
談受付時間を拡充す
る。

川崎市多文化共生社
会推進指針に基づき
外国人市民に対し行
政サービスの充実等
を図っていく。
「川崎市に住む外国
人の皆さんへ」、
「川崎市の多言語広
報資料一覧」を引き
続き配布するととも
に、ホームページ上
でのやさしい日本語
及び外国語による
ページを増やし、日
本語能力が十分でな
い外国人市民への情
報提供の充実に向け
た取組を推進する。

次年度も引き続き、
市民館等において外
国人市民への日本語
の学びの場を提供し
ていく。

2

市民文化
局

多文化共
生推進課

市民文化
局

多文化共
生推進課

教育委員
会事務局

(41)外国人市民に対する支援の充実と暮らしやすさに配慮したまちづくりの推進

生涯学習
推進課

障害者社
会参加・就
労支援課

障害者社
会参加・就
労支援課

国際交流セン
ターでの多言語
情報提供、相談
の実施

指針に基づいた
外国人市民施策
の推進（外国人
市民代表者会議
による提言、行
政サービスの充
実、多言語によ
る情報提供の充
実）

公財）川崎市国際交流協会
及び川崎市国際交流セン
ターＨＰやＳＮＳにおける
市政情報や、（公財）川崎
市国際交流協会が発行する
「ＫＩＡＮハローかわさ
き」等において外国人に役
立つ情報提供などを多言語
で行った。
また、外国人相談窓口であ
る多文化共生総合相談ワン
ストップセンターについて
は、令和2年度は2,895件の
利用があった。

・川崎市多文化共生社会推
進指針の中で、外国人市民
に対する行政サービスの充
実をあげ、全庁的な取組を
進めた。
・「川崎市に住む外国人の
皆さんへ」を改訂し、掲載
内容や対応言語を拡充し
た。各区役所・支所、市民
館、図書館等に送付し、配
架や外国人市民への配布を
依頼した。ホームページ上
でも公開し、広く利用でき
るようにしている。
・「川崎市〈やさしい日本
語〉ガイドライン」を作
成・公表・配布するととも
に、市職員向けに〈やさし
い日本語〉研修をeラーニ
ングで実施した。
・ホームページで情報を発
信する際は、通常の日本語
のページと合わせ「やさし
い日本語」のページや多言
語サイトにも情報を掲載す
る等、外国人市民への広報
の充実を推進した。

昨年度まで障害者週間に合
わせて、「手をつなぐフェ
スティバル」をとどろきア
リーナで開催していたが、
今年度は新型コロナウイル
スの感染拡大のため中止し
ている。なお、「手をつな
ぐフェスティバル」の中の
「障害者週間における川崎
市長表彰式」を関係者のみ
で実施している。

新型コロナウイル
スの感染拡大によ
り、障害者福祉の
理解促進・普及啓
発に向けて、一部
計画していた取り
組みが実施できな
かった。

教育文化会館・市民館で識
字学習活動を行った。

外国人市民に対す
る支援を行った。

2

引き続き、個々の障
害特性に応じた就労
支援を実施するとと
もに、企業に対する
雇用支援を実施す
る。

障害者就労支援
事業

障害者社会参加
促進事業

市内３か所の地域就労援助
センターを中心とした障害
者の就労支援を行うととも
に、企業応援センターかわ
さきにおいて、企業向けの
障害者雇用促進ネットワー
ク会議を開催し、障害者雇
用に係わる理解の促進を
図った。

新型コロナウィル
ス感染症の感染拡
大により、障害の
ある方の就労や雇
用の促進に向けて
計画していた取組
が一部実施できな
かった。

健康福祉
局

健康福祉
局2

障害者福祉の理解促
進・普及啓発に向け
て、障害者の社会参
加の取り組みを実施
する。

105

市民館等におけ
る外国人市民へ
の日本語の学び
の場の提供

2

外国人市民が健
康で安心して生
活するために、必
要な情報や行政
サービスを受けら
れるよう施策の充
実や環境整備に
努めます。

障害者の働く意
欲の実現と企業
側の雇用促進に
つながる取組を
推進するととも
に、市民等と連携
してイベントや普
及啓発活動を行
い社会参加の機
会の充実を図り
ます。

　　言葉や文化の違いに加え、女性であることにより更に複合的に困難な状況に置かれている場合があることに留意した支援や、安心した暮らしに向けた環境の整備に
取り組みます。

外国人市民が健
康で安心して生
活するために、必
要な情報や行政
サービスを受けら
れるよう施策の充
実や環境整備に
努めます。

106

106
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幸区役所

中原区役
所

引き続き、外国籍の
方への情報提供を充
実させるとともに、
訪問事業や乳幼児健
診等の事業で、通訳
アプリやオンライン
通訳、通訳ボラン
ティア等を活用し、
支援を必要とする外
国籍母子へ保健情報
や育児情報を提供す
る。

2

高津区子育て情報ガイド等
で情報提供を行った。必要
時通訳同伴の家庭訪問やタ
ブレットの通訳アプリを利
用しての情報提供や指導を
行った。

外国語版妊娠届出
書や外国版健診問
診票を使用。情報
提供、指導時に通
訳アプリを利用し
齟齬がないよう努
めた。また、
外国語版母子手帳
の交付を行い、夫
と情報を共有でき
るようにした。

2

母国語での情報が得
られる相談機関等の
情報提供を行う。父
母や父母の友人等か
らの相談には丁寧な
地対応を行い、安心
して育児ができるよ
う支援をしていく。

多言語の情報提供
できる資料を整理
し、来所時には丁
寧に対応した。

外国人市民母子
健康の充実

再掲目標Ⅲ　事業番号102

2

2

母子健康手帳交付時に、必
要に応じて外国語版母子健
康手帳を資料として配布し
たり、外国籍の方のための
育児グループや他機関が実
施している教室等の情報を
提供した。また、通訳アプ
リやオンライン通訳等を活
用し、対象の方の状況に応
じた母子保健情報やサービ
スを提供した。

【男女平等に配慮した点】
外国籍の方が夫婦で来所し
た際には、夫婦一緒に説明
や情報提供を行った。

2

子育て世代の外国
人市民が安心して
暮らすことができ
るような取組を実
施した。

計画通り実施し、
必要な情報提供や
支援を実施した。

地域支援
課

9か国語の外国語版母子健
康手帳を必要な妊婦に配布
した。必要時、通訳同行や
タブレットによる通訳サー
ビス等を活用して母子保健
事業の実施に際し、母国語
での情報提供を実施した。
乳幼児健康診査の問診票等
の帳票を11の言語に翻訳し
た。

外国人市民が安心
して出産・育児が
できるように、各
母子保健事業の資
料の外国語版を活
用した。また、必
要時、通訳等を活
用した。

2

外国人市民が安心し
て出産・育児を迎え
ることができるよう
事業を安定的に継続
していく。

高津区役
所

地域支援
課

川崎区役
所

地域支援
課

・乳幼児発達相談等で活用
できる英語版相談票を作成
した。
・乳幼児健診の多言語版問
診票のＱＲコードを載せた
チラシを作成し健診案内時
に発送した。
・早期から相談機関につな
がれるよう、相談機関の案
内を多言語で用意し、母子
手帳交付時や新生児訪問、
健診時に配布した。

次年度も引き続き、
子育て世代の外国人
市民への情報提供を
推進する。

引き続き実施する。

地域支援
課

引き続き外国語を母
国語とする母子等が
安心して子育てでき
るよう、丁寧な対
応・適切な情報提供
を行い、支援の必要
な親子には個別に対
応していく。

外国人市民が母
子保健サービス
を受けやすくす
るために、必要
に応じて外国語
版の資料配布や
通訳等派遣

子育て世代の外
国人市民への情
報提供の実施

外国語での説明が
必要な方には、タ
ブレットの翻訳機
能を活用したり、
外国語が話せる職
員が対応した。

地域支援
課

こども未来
局

こども保健
福祉課

・母子健康手帳交付時や転
入手続き時に多言語での母
子健康手帳・子育てチャー
ト・外国人窓口相談のリー
フレットを活用して、情報
提供を実施した。また、必
要時ポケトークやタブレッ
ト端末を用いたテレビ電話
通訳を活用した。

母子健康手帳交
付や転入手続き
時等の外国人母
子への支援の充
実

外国人市民母子
健康の充実

外国人母子への
支援の充実

宮前区役
所

妊娠中で外国語を母国語と
する方へ、副読本として外
国語版母子健康手帳を交付
した。支援が必要な方へは
個別に対応した。

外国人市民が健
康で安心して生
活するために、必
要な情報や行政
サービスを受けら
れるよう施策の充
実や環境整備に
努めます。

106
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　　ひとり親家庭が安心して子育てをしながら生活できるよう、課題やニーズが男女で異なる場合があることに留意し支援を実施します。

H30
(2018) B

R1
(2019) B

R2
(2020) B

R3
(2021)

多文化共
生推進課

市民文化
局

多文化共
生推進課

こども家庭
課

(42)ひとり親家庭に対する支援の充実と自立の促進

今年度はイベント
に参加できなかっ
たため、事業を推
進できなかった。

2

各種イベントが開催
され次第、外国人市
民代表者会議として
参加し、市内には多
様な外国人市民が生
活・活動しているこ
とや、各国の文化を
紹介すること等を通
じて、互いの理解と
交流を深める。

こども未来
局

108

ひとり親家庭に対
して、就業支援、
自立支援を実施
します。

母子・父子・寡婦
福祉資金貸付制
度、高等職業訓
練促進給付金事
業、自立支援教
育訓練給付金事
業等の実施

ひとり親家庭の親と子の将
来の自立に向けた取組とし
て、男女分け隔てなく、平
等に情報発信に努めるとと
もに、各事業を適切に実施
した。なお、当該事業にお
いては新型コロナウイルス
を起因とした、支援手法の
変化や利用者数の増減等の
影響はない。

掲げた取組につい
ては適切に実施し
ている。

2

コロナ禍において、
ひとり親家庭が特に
厳しい状況に置かれ
ていることをしっか
りと意識しながら適
切に取組を進めてい
く。

市民文化
局

107

互いの文化や生
活の理解が進む
よう交流機会の
充実に努めます。

国際交流協会、
民間交流団体等
による共催事業

市民まつり等へ
の参加を通じた
互いの交流

毎年、市民と外国人とのふ
れあいを深める相互理解と
友好親善を促進するため、
川崎市内の民間交流団体を
はじめ、地域団体等と連携
しながら、インターナショ
ナルフェスティバルを開催
していたが、新型コロナウ
イルス感染症感染拡大防止
のため、イベントが中止と
なった。
他国の情勢や文化への理解
を深めることを目的とし
た、地球市民講座について
は、感染症拡大防止対策を
講じ、開催した。

一部事業は中止し
たものの、各事業
において、新型コ
ロナウイルス感染
症感染拡大防止対
策を講じたうえ
で、男女共同参画
の視点に配慮しな
がら実施した。 2

川崎市内の民間交流
団体をはじめ、地域
の学校、商店街、町
内会との連携を深め
ながら、新型コロナ
ウイルス感染症感染
拡大防止対策を講じ
たうえで、各種のイ
ベントや活動発表な
どを通じて、市民と
外国人とのふれあい
を深め相互理解と友
好親善を促進してい
く。

例年、外国人市民代表者会
議として、かわさき市民祭
りやインターナショナル・
フェスティバルｉｎカワサ
キ、多文化フェスタさいわ
いのイベントに参加するこ
とで、外国人市民が来場者
との交流や相互理解を深め
るとともに、代表者会議の
広報を行っていたが、今年
度は新型コロナウイルス感
染症感染拡大防止のため、
イベントが中止となり、参
加ができなかった。

引き続き、母子手帳
交付時に外国語版副
読本を配布し、必要
な方には個別支援を
実施する。
必要に応じ他機関で
実施している外国籍
の母子グループや相
談機関について紹介
する。

外国人の市民が健
康で安心して生活
できるよう、外国
語のリーフレット
を活用し丁寧な対
応に心がけた。言
語が通じにくい
ケースには通訳を
適時活用した。

2

外国籍の方が安心し
て生活できるよう窓
口等で適切な情報提
供を行う。

母子健康手帳に関
する説明を行うと
同時に、外国人親
子に係る関係機関
の紹介を必要に応
じて行った。
【男女平等に配慮
した点】
外国の方に対する
母子手帳交付時に
個別に父母に必要
な情報を提供し
た。

多摩区役
所

地域支援
課

外国人市民が健康で安心し
て生活できるようにするた
めに、外国人市民に対応し
た用紙、手帳を活用する等
の環境整備を行った。面談
の際には、タブレットによ
る通訳を活用した。

母子手帳配布時の外国語版
副読本配布や他機関の外国
人母子グループ等の情報提
供を行ない、必要に応じて
個別支援を行なった。

麻生区役
所

地域支援
課

外国人市民母子
健康の充実

外国人市民母子
健康の充実

2

外国人市民が健
康で安心して生
活するために、必
要な情報や行政
サービスを受けら
れるよう施策の充
実や環境整備に
努めます。

106

107

互いの文化や生
活の理解が進む
よう交流機会の
充実に努めます。
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109

2

引き続き、講座の実
施や啓発冊子の公開
を通じた情報提供事
業を推進する。

掲げた取組につい
ては適切に実施し
ている。

ひとり親家庭に対
して、生活支援や
経済的な支援、
入居支援を実施
します。

こども未来
局

こども家庭
課

2

2

こども未来
局

こども家庭
課

市民文化
局

人権・男女
共同参画
室

こども未来
局

こども家庭
課

男女共同参画セ
ンターひとり親家
庭への情報提供
事業

リーフレット等作
成・配布、メルマ
ガ配信等による
制度周知

2

コロナ禍において、
ひとり親家庭が特に
厳しい状況に置かれ
ていることをしっか
りと意識しながら適
切に取組を進めてい
く。

ひとり親家庭を対
象としたさまざま
な支援情報等を
提供するととも
に、利用しやすい
相談を実施しま
す。

110

110

ひとり親家庭を対
象としたさまざま
な支援情報等を
提供するととも
に、利用しやすい
相談を実施しま
す。

児童扶養手当、
医療費助成事
業、日常生活支
援事業、等の実
施

ひとり親家庭の親と子の将
来の自立に向けた取組とし
て、男女分け隔てなく、平
等に情報発信に努めるとと
もに、手当の支給等の経済
的支援をはじめとした各事
業を適切に実施した。な
お、新型コロナウイルス感
染症拡大防止措置等により
非正規雇用等で収入の少な
いひとり親家庭が大きく影
響を受けたことから、市独
自及び国一律の臨時給付金
等を支給するなどの対応も
行った。

参考　ひとり親家庭の生活
支援に資する庁内の取組）
●母子生活支援施設年間延
在籍世帯
１７世帯　（こども保健福
祉課）
●子育て短期利用事業
ひとり親家庭の延べ利用人
数
５６４人（児童家庭支援・
虐待対策室）

掲げた取組につい
ては適切に実施し
ている。

コロナ禍において、
ひとり親家庭が特に
厳しい状況に置かれ
ていることをしっか
りと意識しながら適
切に取組を進めてい
く。

・男女共同参画センターに
おいて、ひとり親家族等を
対象としたオンライン講座
を計3回開催し、計延べ25
名の参加があった。
・ひとり親男性やその家族
への情報提供を目的にした
「みんなどうしている？」
を、引き続き、男女共同参
画センターホームページに
掲載し、情報提供を行っ
た。

ひとり親家庭の親と子の将
来の自立に向けた取組とし
て、男女分け隔てなく、生
活・就労等に関わる相談を
受け、生活支援員の派遣や
資格取得に関わる講座の案
内を行ったほか、その方の
状況に応じた就労等支援機
関（キャリアサポート川崎
やだいＪＯＢセンター等）
を案内した。なお、母子・
父子福祉センターにおいて
は、事業の性質上、急を要
する相談はないため、コロ
ナ禍において、取組等大き
な変化はない（生活費→児
家庭や社協の緊急小口資
金。離職→各就労支援機関
に直接電話等が行っている
と思われる。）

コロナ禍において、国の
（ひとり親家庭も利用可能
な）生活支援情報等含め、
メルマガ等を有効活用し、
必要な情報を随時発信した
（機会を捉えて登録を勧奨
したことにより、登録者数
は約1,500人にまで増加）
ほか、支援施策を一冊にま
とめたガイドブックを児童
扶養手当受給世帯に直接配
布を行ったほか、臨時給付
金の対象となることで新た
に把握可能となった遺族年
金等の受給を受けているこ
とにより児童扶養手当の対
象となっていない世帯等に
ついてもメールマガジンの
案内のほか、個々の状況を
伺っていく中で、必要に応
じてガイドブックを郵送し
た。

コロナ禍において、
ひとり親家庭が特に
厳しい状況に置かれ
ていることをしっか
りと意識しながら適
切に取組を進めてい
く。

ひとり親やひとり
親になる可能性が
ある人に対し、不
安解消や問題解決
のための講座を
行った。

川崎市母子・父
子福祉センター
における相談事
業の実施

掲げた取組につい
ては適切に実施し
ている。

再掲目標Ⅲ　事業番号102
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健康福祉
局

生活保護受給世帯等の小・
中学生に対し、高校等への
進学に向けて、市内14か所
で事業を実施した。

2

・巡回相談事業では、市内
に起居するホームレス等の
日常生活や健康に関する相
談を受け、生活困窮者・
ホームレス自立支援セン
ター（以下「自立支援セン
ター」という。）の入所や
医療機関への受診につなげ
た。
・自立支援センター事業で
は、市内３か所の施設等に
おいて、宿所及び食事の提
供のほか、就労支援、生活
支援等を行い、入所者の自
立に向けた支援を行った。
・災害等により緊急的に避
難を必要とするホームレス
に対し、緊急一時保護を
行った。
・自立支援センター南幸町
において、要介護状態にあ
るホームレス等の受入を
行った。
・自立支援センターを退所
した方が再び野宿に戻るこ
とのないようアフターケア
事業を実施した。

左記実績のとお
り、巡回相談事
業、自立支援セン
ター事業、アフ
ターケア事業を行
い、ホームレスの
自立を促進した。
【男女平等に配慮
した点】
自立支援センター
南幸町等におい
て、女性ホームレ
スの受入れを行
い、個々の自立阻
害要因に対応した
支援を行った。

生活基盤の確保
や自立にむけた
支援を行います。

111

2

・第4期川崎市ホーム
レス自立支援実施計
画等に基づき、引き
続きホームレスの自
立支援に向けた取組
を推進する。
・また、自立支援セ
ンター南幸町等にお
いて女性ホームレス
の支援を継続する。

性別を含む相談者
の属性や状態に応
じた、求人開拓や
マッチング等の就
労支援や精神保健
支援、居住支援、
家計改善支援等を
行い、男女どちら
に対しても、日常
的・社会的・経済
的に自立できるよ
う支援した。

　　女性は育児や介護等のため、就業継続が難しくなったり非正規雇用に就いたりするなど生活上の困難に陥りやすいことなどを踏まえ、経済的に困難な状況にある人
への支援を実施します。また、家庭の経済状況等によって子どもの進学機会や学力・意欲の差が生じないよう子どもへの支援を行います。

生活保護・
自立支援
室

健康福祉
局

まちづくり
局

市営住宅
管理課

経済労働
局

労働雇用
部

健康福祉
局

(43)貧困等生活上の困難に直面する女性等への支援

次年度も引き続き、
取組を推進する。

・就業支援ポータルサイト
「ＪＯＢ－Ｌかわさき」に
おいて、求人情報や就業支
援機関、就業関係イベント
情報などを掲載した。

・「市政だより」や情報誌
「かわさき労働情報」にお
いて、「キャリアサポート
かわさき」や「コネクショ
ンズかわさき（若者サポー
トステーション）」の事業
案内記事を掲載した。

性別に関わらず、
生活基盤の確保や
自立に向けた就業
機会を得られるよ
う、求人情報や就
業支援に係る情報
を広報する取組を
実施した。

2

・引き続き、就業支
援ポータルサイト
「ＪＯＢ－Ｌかわさ
き」において、求人
情報や就業支援機
関、就業関係イベン
ト情報などを掲載す
る。

・引き続き、「市政
だより」や情報誌
「かわさき労働情
報」において、
「キャリアサポート
かわさき」や「コネ
クションズかわさき
（若者サポートス
テーション）」の事
業案内記事を掲載す
る。

生活保護・
自立支援
室

男女どちらも利
用・参加しやすい
ように配慮した。

2
生活保護・
自立支援
室

生活保護受給世
帯の中学生への
学習支援・居場
所づくり事業

生活基盤の確保
や自立にむけた
支援を行います。

111

次年度も引き続き、
取組を推進する。

現に経済的に困窮している
市民に対して、就労支援を
中心に、精神保健支援、居
住支援、家計改善支援、法
律相談等の専門支援を、相
談者の状態に応じて、寄り
添い型で実施した。

年４回の定期募集におい
て、ひとり親家庭を対象
に、抽選の当選確率を高め
る優遇制度を継続して実施
した。

ひとり親家庭が市
営住宅へ優先的に
入居出来るよう配
慮した。

2

引き続きひとり親家
庭を対象とした優遇
制度を実施する。

ホームレスの方
への支援として、
自立支援セン
ター事業、アフ
ターケア事業、
巡回相談事業な
ど

川崎市生活自
立・仕事相談セ
ンター（だいＪＯＢ
センター）

就業支援ポータ
ルサイトによる情
報提供、「キャリ
アサポートかわ
さき」や「若者サ
ポートステーショ
ン」の事業案内

市営住宅優遇制
度

「貧困の連鎖」の
防止に向けて、困
難を抱える子ども
に対する支援を
実施します。112
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キャリアサポート
かわさきの　若
年者向けの「就
職準備セミナー」

引き続き、川崎市就
業支援室「キャリア
サポートかわさき」
において、就職活動
に必要な知識・スキ
ルを身に付けるため
の「就職準備セミ
ナー」を実施する。

ニートなどの状態
にある若者に対し
て、就労に関する
講演会やセミ
ナー、相談事業な
どを実施し、自立
に向けた支援を
行います。

2

厚生労働省の委託事業であ
る「かわさき若者サポート
ステーション事業」と連携
し、自立や就労に課題を抱
える若年無業者等を対象
に、相談や職業意識啓発の
事業を実施することにより
職業的自立を支援した。

2

経済労働
局

(45)性的マイノリティの人々の人権尊重に向けた取組の推進

ひとり親家庭等
生活・学習習慣
習得支援事業及
び学習支援・居
場所づくり事業
の実施

2

経済的理由により就学が困
難な学齢児童生徒、就学予
定者の保護者に対して必要
な援助費を支給することに
より、義務教育を円滑に実
施した。

地域若者サポー
トステーション事
業と連携した若
年者への職業的
自立支援

2

・市立中学校へのスクール
カウンセラーの配置、市立
小学校、特別支援学校、高
等学校への学校巡回カウン
セラーの派遣、各区1名以
上のスクールソーシャル
ワーカーの配置を行い、子
どもが置かれている様々な
状況に応じた支援を行っ
た。

(44)ニートなどの状態にある若者に対する就労・自立の促進

次年度も引き続き、
経済的に困難な状況
にある人への支援を
行う。

こども未来
局

男女問わず、経済
的理由により修学
が困難な高校生・
大学生に対して必
要な支援を行っ
た。

学校へのスクー
ルカウンセラー
の配置及び派
遣・スクールソー
シャルワーカー
の派遣

男女問わず、経済
的理由により就学
が困難な学齢児童
生徒、就学予定者
の保護者に対して
必要な援助を行っ
た。

2

子どもに対する学習等支援
について市内16か所におい
て、生活習慣習得や学習に
関する支援を実施した（緊
急事態宣言発令時において
は支援が必要な児童に対す
る最小限度の居場所の提供
にとどめ、電話による状況
の確認のほか、学習等につ
いてはオンラインや、プリ
ントの郵送配布を行うな
ど、柔軟な対応により支援
が途切れることがないよう
に実施した。なお、令和２
年度から「ひとり親家庭等
生活・学習習慣習得支援事
業」を「ひとり親家庭等学
習支援・居場所づくり事
業」に統合して実施した。

ニートなどの状態
にある若者に対し
て、就労に関する
講演会やセミ
ナー、相談事業な
どを実施し、自立
に向けた支援を
行います。

コロナ禍において、
ひとり親家庭が特に
厳しい状況に置かれ
ていることをしっか
りと意識しながら適
切に取組を進めてい
く。

児童生徒、保護者
等に、専門性を生
かした相談活動を
行い、必要に応じ
て関係部署等と連
携しながら支援を
行った。

教育委員
会事務局

掲げた取組につい
ては適切に実施し
ている。

引き続き、関係機関
との連携を充実して
いけるよう、取組を
推進していく。

キャリアサポートかわさき
において、ニートなどの状
態にある若者に対して効果
的なテーマ設定（就職活動
の基礎、ビジネスコミュニ
ケーション等）を行い、
「就職準備セミナー」を実
施した。

経済労働
局

(SC)総合教
育センター
(SSW)教育
政策室

労働雇用
部

若者に対する就
労・自立の促進に
向けた取組を実施
した。

引き続き、「かわさ
き若者サポートス
テーション事業」と
連携し、自立や就労
に課題を抱える若年
無業者等を対象に、
相談や職業意識啓発
の事業を実施するこ
とにより職業的自立
を支援する。

労働雇用
部

学事課

教育委員
会事務局

学事課

能力があるにもかかわら
ず、経済的理由により修学
が困難な高校生・大学生に
対して、奨学金を支給・貸
付した。

2

若者に対する就
労・自立の促進に
向けた取組を実施
した。

就学援助

奨学金

次年度も引き続き、
経済的に困難な状況
にある人への援助を
行う。

こども家庭
課

教育委員
会事務局

113

113

「貧困の連鎖」の
防止に向けて、困
難を抱える子ども
に対する支援を
実施します。

112
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性同一性障害に
関する相談支援

こども未来
局

児童相談
所

性同一性障害に
関する相談支援

健康福祉
局

精神保健
福祉セン
ター

性同一性障害に
関する相談支援

教育委員
会事務局

教育相談セ
ンター
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健康増進
課

川崎区役
所

次年度は、実施方法
を検討し、健康教育
に関する講演会等を
行う。

健康教育に関する
講演会を行う予定
であったが、新型
コロナウイルス感
染症の影響で中止
した。

次年度も引き続き、
更年期・高齢期の健
康づくり・介護予防
に主体的に取り組め
るよう自主活動の支
援や、知識普及のた
めの講座の開催、情
報提供等の取組を推
進する。

コロナ禍で従来の
活動が自粛・制限
される中、これま
での地自助・互助
の意識や取組が衰
退することのない
よう支援した。

2
地域支援
課

健康増進計画に
基づく普及啓発
（年代、性差に応
じた運動習慣の
啓発、働きかけ
の推進等を含
む）

健康教育推進事
業

・地域の自主活動が安心・
安全に継続できるよう、活
動団体に対し感染対策や運
営の相談対応を実施した。
・地域での集団活動の自粛
が求められる中、区のオリ
ジナル体操「ほほえみ元気
体操」を川崎市公式
YouTubeチャンネルに配信
した他、希望者へのＤＶＤ
の貸し出しやリーフレット
の配布等を行い、個人での
健康づくり・介護予防を支
援した。

事業やイベントを通して啓
発を行った。
3月の女性の健康週間に、
広報を行った。

介護予防事業、
介護予防活動

再掲目標Ⅰ　事業番号22

1

　　人権尊重の観点から、性的マイノリティについての理解を促進するとともに、性同一性障害に関する相談支援を行います。

人権・男女
共同参画
室(人権班）

人権・男女
共同参画
室(人権班）

研修との合同開催
により、男女平等
はもとより、多様
な性のあり方につ
いて、関係職員の
理解を深めること
ができた。

2

116

・男女平等はもと
より、多様な性の
あり方についての
考え方等を広く市
民に周知すること
ができた。

男女の性差に応
じた、生活習慣病
の予防や健康に
関する正しい知
識の普及を推進
します。

2

次年度は、相談事業
の共有化等を進めて
いく必要がある。

健康教育に関する講演会等
を行う。

健康増進
課

教育委員
会事務局

健康教育
課

116

男女の性差に応
じた、生活習慣病
の予防や健康に
関する正しい知
識の普及を推進
します。

性的マイノリティ
の人々の人権を
尊重する視点か
ら相談支援を実
施します。

健康福祉
局

男女の性差に応じ
た健康に関する啓
発を行った。

　　生活習慣や身体的な特徴の違いによって男女異なる健康上の問題に直面することを踏まえ、人生のステージにあった健康づくりを支援します。

再掲目標Ⅰ　事業番号22

再掲目標Ⅰ　事業番号22

115

2

引き続き事業を実施
し、啓発を進める。

１０　生涯を通じた健康支援

(46)生涯を通じた男女の健康の保持増進対策の推進

・性的マイノリティ
当事者の社会生活上
の障壁を取り除くた
めの取組を引き続き
実施していく必要が
ある。
・令和元年12月に制
定した「川崎市差別
のない人権尊重のま
ちづくり条例」にお
いて、性的指向や性
自認も含めたあらゆ
る事由による不当な
差別的取扱いを禁止
しており、その考え
方を周知するため、
引き続き、啓発活動
を進めていく必要が
ある。

・オンライン映画上映やオ
ンライン「トークショー」
等のイベントである「川崎
市人権啓発オンライン上映
＆トークショー「ピープル
デザインシネマ2021」
を開催し（R3.3.19）、市
民への意識普及を図ったほ
か、当事者・家族・支援者
による、オンライン「情報
共有ルーム」を開催した。
・かわさき人権フェア（Ｒ
2.11.23）において、にお
いて、関連するＮＰＯ等の
リーフレットを配架し、相
談窓口等の周知を図った。

＊事業者向けの取組は項目
28にて記載

研修との合同開催により、
専門部会を１回開催した。

性的マイノリティ
の人々の人権を
尊重する視点か
ら啓発活動等を
実施します。

市民、事業者、
団体等に対する
性的マイノリティ
についての普及
活動の推進

人権・男女共同
参画推進連絡会
議性的マイノリ
ティ専門部会の
開催

114

市民文化
局

市民文化
局

区における取組

健康福祉
局2

地域での活動は女
性の参加が多いた
め、積極的に男性
の参加を呼びかけ
た。

引き続き事業を実施
し、市民が主体的に
取組を行う支援を行
う。

事業やイベントを通して啓
発を行った。

更年期・高齢期
の健康づくり、介
護予防に自主的
に取り組めるよう
支援します。

117
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地域支援
課

地域支援
課

高津区役
所

自主的に健康づく
りや介護予防に取
り組めるよう支援
した。また、子育
て中の親が若い頃
から健康づくりに
取り組めるよう働
きかけた。

健康づくりは男
性・女性共通で取
り組める内容のた
め、目標を達成で
きた。また健康づ
くり・介護予防グ
ループが自主的な
活動を継続できる
よう支援した。

健康体操や口腔ケ
ア、食生活の改善等
健康づくり、介護予
防に関する普及啓発
を実施する。

引き続き、男女共に
参加しやすいような
講座の企画、広報を
行っていく。

引き続き、地域へ出
向いて健康づくり・
介護予防に関する普
及啓発を実施する。

引き続き主体的な健
康づくりや介護予備
活動ができるよう支
援する。

更年期・高齢期
の健康づくり、介
護予防に自主的
に取り組めるよう
支援します。

区における取組

各自主グループ
の活動支援を行
うとともに、活動
の担い手の発掘
や養成の実施

介護予防講演会、グループ
支援、出前講座、区民が出
席する会議等におい広く介
護予防・健康づくりの普及
啓発を行った。
一般介護予防事業として実
施している「いこい元気広
場」の広報をし参加を促し
た。
高津公園体操の継続支援、
立ち上げ支援をした。

いこいの家等で健康体操や
口腔ケア、食生活の改善等
についての健康講話を行っ
た。また「ボランティア活
動が健康にもたらす効果」
をテーマとした講演会を開
催し、健康づくり・介護予
防グループが自主的な活動
を継続できるよう支援し
た。健康づくり、介護予防
を目的とした麻生区独自の
体操が誰もが自宅で行える
ようにYouTubeにアップし
た。

どの講座において
も男女共に参加が
あった。
【男女平等に配慮
した点】
男女共に参加しや
すいような講座、
広報を行った。

2

新型コロナ感染対策を講じ
た上で不安を軽減しながら
健康づくり・介護予防活動
を実施できるよう「通い場
×新型コロナウイルス対
策」をタイトルとした講演
会を開催しました。受講者
を制限しながら50名（うち
13名）の参加があった。

地域活動に携わる
人を対象とし、男
女の別なく、幅広
く参加できるよう
工夫をした。

麻生区役
所

多摩区役
所

引き続き、地域へ出
向いて健康づくり・
介護予防等に関する
普及啓発を実施して
いく。
引き続き、地域のボ
ランティアと共に子
育てサロンや子育て
グループを開催す
る。

引き続き、多くの区
民が健康づくりや介
護予防に取り組むこ
とができるよう、普
及啓発を行うととも
に、既存の活動支援
や新たな通い場づく
りを支援する。

地域支援
課

保健師等の専門職が地域へ
出向き、健康づくりや介護
予防等の住民主体の活動の
場で健康講話や介護予防に
関する普及啓発を行った。 2

地域支援
課

地域支援
課

自主グループの状
況に合わせて、主
体的かつ継続的な
活動ができるよう
支援ができた。 2

区における取組

2

自主的に健康づく
りや介護予防に取
り組めるよう、実
践を交えて実施し
た。また、子育て
中の母親が若いこ
ろから健康づくり
ができるよう働き
かけた。
コロナ禍で時間短
縮、感染予防を踏
まえて安全に配慮
して実施をし、養
成講座は予約者7名
中参加者7名参加
し、健康づくり・
介護予防の地域活
動に繋がった。ボ
ランティア学習会
は、予約者17名
中、参加者が8名で
両事業とも男女と
もに参加し、健康
づくり・介護予防
に意欲的で継続的
に地域活動を実施
した。

2

保健師等の専門職が地域へ
出向き、サロンや健康づく
り・介護予防等の住民主体
の活動の場で、健康講話や
介護予防に関する普及啓発
を行った。健康づくりボラ
ンティア・食生活改善推進
員養成教室やボランティア
学習会を開催。
【男女平等に配慮した点】
　男女共に参加しやすいよ
うに各種講座やグループ活
動の企画・広報・支援をし
た。

宮前区役
所

地域支援
課

117

・新型コロナウィルス感染
予防対策を周知しながら、
健康づくりや介護予防を目
的とした区内56の自主グ
ループの活動支援を実施し
た。

幸区役所

2
中原区役
所

健康づくり・介護
予防事業の実施
と、自主グルー
プの活動支援の
実施

区における取組

区における取組

更年期・高齢期
の健康づくり、介
護予防に自主的
に取り組めるよう
支援します。

117
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2

今後も引き続き妊産
婦等への心身の健康
保持に向けた取組を
継続していく。

今後も引き続き、Ｎ
ＩＣＵを安定的に稼
働させ、集中治療が
必要な新生児に医療
を提供し相談支援を
行っていく。

NICUの安定的に稼
働させ、集中治療
が必要な妊婦及び
新生児に医療を提
供し、相談支援を
行った。

妊産婦等への心身
の健康保持に向け
た各種取組を実施
したため。

母子健康手帳の
交付及び
妊婦健康診査費
用の助成
妊娠・出産包括
支援事業
両親学級の実施

助産外来の運営

周産期医療体制
の確保に向けた
取組を推進しま
す。

妊産婦等への心
身の健康保持に
向けた取組を実
施します。

女性医師のいる
医療機関につい
ての情報提供を
行います。

妊産婦等の健康保持に向け
て、以下について実施し
た。
・母子健康手帳の交付及び
看護職による個別相談支援
・妊婦健康診査費用の助成
・両親学級の実施
・妊娠期や出産後の家庭訪
問による相談支援の実施
・妊娠中から産後の電話相
談を受け付け、支援が必要
な方へ産後ケアを実施し
た。

(47)妊娠・出産などに関する健康支援

総合（地域）周産期母子医療
センターの運営に対する補助
を行った。

健康福祉
局

2

NICU(新生児特定集中治療
室）を安定的に稼働させ、
集中治療が必要な新生児に
医療を提供した。

川崎病院
事務局庶
務課

特定不妊治療費
用一部助成
不妊・不育専門
相談センター専
門相談

病院局

保健医療
政策室

　　女性の就業等の増加、晩婚化等婚姻をめぐる変化を踏まえ、妊娠・出産等についての希望を実現できるよう医療体制の確保や相談支援を行います。

川崎病院
事務局庶
務課

病院局

市立川崎病院で助産外来を
運営していく中で、助産外
来における助産師の実践能
力の評価を実施し、業務に
反映した。

助産師実践能力の
評価結果から助産
外来の質向上のた
めの教育システム
を整備した。 2

妊産婦の様々なニー
ズに対応できるよ
う、アンケート等を
行い、業務に反映し
ていく。

121

医療機関検索サ
イト「かわさきの
お医者さん」によ
り、女性医師に
診てもらえる医
療機関の情報提
供を行う。

(48)性差医療の推進

引き続き、「かわさき
のお医者さん」による
医療機関情報の提供を
行う。

健康福祉
局

保健医療
政策室

スタッフ不在のた
め、不妊外来の再
開は困難である。

2

引き続き患者のニー
ズに応えていく。

病院局

こども保健
福祉課

120

不妊に悩む男女
への支援を実施
します。

不妊外来の運営

・特定不妊治療（体外受
精・顕微授精）による不妊
治療の費用及び男性不妊治
療（R2助成件数：2020
件）。新型コロナウイルス
の影響で治療を延期した妻
の年齢及び所得要件を緩和
し、所得急変者へは見込み
所得により要件適用を行っ
た。令和3年1月1日以降の
治療終了者については所得
制限を撤廃し、助成回数の
上限を子どもごとに設定、
事実婚も助成対象にした。
・不妊・不育専門相談セン
ターにおいて不妊・不育の
専門相談を実施（R2相談件
数：39件、妻39人、夫34人
来所）。

・不妊に悩む夫婦
に対して、不妊治
療の費用を助成し
たため。
・不妊・不育専門
相談センターにお
いて、不妊・不育
に悩む男女に対し
て専門相談を実施
したため。

2
こども未来
局

制度の拡充について
適切に周知するとと
もに、不妊・不育専
門相談センター及び
助成制度の周知を継
続して実施してい
く。

当院には不妊治療専門のス
タッフが不在なため、専門
クリニック等を紹介してい
る。

こども未来
局

川崎病院
事務局庶
務課

こども保健
福祉課

　　男女で、かかりやすい病気や病態が異なることを考慮し、的確な医療を推進します。
医療機関検索サイト「かわさ
きのお医者さん」により、女
性医師に診てもらえる医療機
関の情報提供を行った。

「かわさきのお医者
さん」を円滑に運営
することにより、女
性医師に診てもらえ
る医療機関等の情報
提供を適切に行っ
た。 2

総合（地域）周産
期母子医療セン
ターを運営する
医療機関を支援
する。

新生児集中治療
管理室（ＮＩＣＵ）
の安定的稼動

118

総合（地域）周産期
母子医療センターを
運営する医療機関に
対し、運営費の補助
を適切に行った。 2

引き続き、総合（地
域）周産期母子医療セ
ンターの運営を支援
し、妊産婦が安心して
出産ができる医療体制
の確保を図る。

119
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性差に応じた的
確な医療や健康
診断の機会を充
実します。

女性専門外来を担
う女性医師の確保
ができないことか
ら、休止中の外来
を再開できない。

1

・子宮頸がん及び乳がん検
診の無料クーポン券を対象
の女性市民（約1万9千人）
へ送付した。
・子宮頸がん検診の無料
クーポン券を送付しなかっ
た一定の対象者（約8万4千
人）に対して、受診勧奨ハ
ガキを送付した。
・無料クーポン券の対象で
ない一定の年齢の男女（約
53万人）にがん検診案内の
封書を送付した。

・各区の女性健康支援セン
ターで女性のライフサイク
ルに沿った、心や身体の健
康に関する相談（妊娠中や
出産、思春期、更年期、不
妊、不育など）を実施。
・思いがけない妊娠や出産
への不安で誰にも相談でき
ず悩んでいる方への妊娠・
出産ＳＯＳ相談を実施。電
話相談に加えメールでの相
談も開始した（R2相談件
数：電話136件、女性104
人、男性34人）。

相談窓口の周知に
努めるとともに、
女性のライフサイ
クルに沿った悩み
や、妊娠・出産に
関する不安を抱え
る方に、相談支援
を実施したため。

123

女性専門外来を担う専門的
な知識・技術を有する女性
医師の確保に努めたが、当
該医師の不足等の理由によ
り休止している。

性差に応じた子宮
がん、乳がん及び
骨粗しょう症の検
診以外の検診につ
いては、男女同様
の対象として、事
業を実施した。
また、封書につい
ては特定の年齢層
の男女両方に送付
した。

2

引き続き、無料クー
ポン券やハガキによ
る子宮がん及び乳が
ん検診の受診勧奨及
び、無料クーポン券
の対象でない一定の
年齢の男女に対して
は、がん検診案内封
書を送付する。

医事・薬事
課

(49)性と生殖に関する健康／権利に関する啓発の推進

女性専用外来の
設置と運営

122

(50)健康をおびやかす問題についての正しい知識の普及啓発の推進

子宮がん、乳が
ん及び骨粗しょう
症の検診事業実
施、子宮頸が
ん、乳がん検診
無料クーポン券
の配布

ライフステージ別
に性と生殖に関
する健康（リプロ
ダクティブ・ヘル
ス／ライツ）につ
いて周知啓発を
行います。

心身ともに健康に
影響を及ぼすＨＩ
Ｖや性感染症、薬
物の使用などを
防止するための
正しい知識の普
及を行います。

健康福祉
局

124

ライフステージ別
に性と生殖に関
する健康（リプロ
ダクティブ・ヘル
ス／ライツ）につ
いて周知啓発を
行います。

123

男女共同参画セ
ンター情報提供
事業

母子保健指導・
相談事業

・男女共同参画センター
で、20周年記念イベントの
一環で生涯にわたる健康づ
くりのための健康講座を開
催した。

参加者が、女性の
身体の変化につい
ての知識及び自宅
で簡単にできるエ
クササイズの習得
通じ、自分に合っ
た健康的な身体作
りができることを
めざした。

2

薬物乱用防止に
関するイベント、
防止教室等の実
施

青少年を対象と
したエイズを含
む性感染症につ
いての正しい知
識の普及啓発の
講演会の開催

薬物乱用防止教室等を実施
することにより、若年層を
主な対象として啓発を継続
実施した。

川崎市薬剤師会や
川崎フロンターレ
等と協働し、市民
に様々な啓発活動
を行い、薬物乱用
防止教室では若年
層へ薬の正しい使
い方を伝えた。
【男女平等に配慮
した点】
若年層を対象とし
た薬物乱用防止教
室では、自分を大
切に思うこと、他
人を傷つけること
のないよう呼びか
けた。

2

新型コロナウイルス
感染症の動向を注視
しながら、今後も神
奈川県や近隣都市等
と連携を図りながら
継続的に薬物乱用防
止啓発活動を実施す
る。

各保健所支所において地域
の中学・高等学校の実情に
応じたエイズ・性感染症の
予防講演会を実施した。
（受講人数:3,518人）

エイズ・性感染症
を予防するための
正しい知識を得る
必要があることか
ら、青少年エイ
ズ・性感染症予防
講演会を実施し
た。

2

新型コロナ感染症の
影響で開催方法や実
施回数等に変化があ
り、例年より実績の
減少が見込まれる
が、青少年に対する
性感染症予防の普及
啓発は重要な課題で
あることから、次年
度も引き続き、青少
年エイズ・性感染症
予防講演会の実施を
推進する。

健康増進
課

2

次年度も引続き予期
しない妊娠に関する
電話及びメール相談
を実施する。専用の
電話回線を開設する
ため、相談窓口の周
知にも取組む。

病院局
井田病院
事務局庶
務課

市民文化
局

人権・男女
共同参画
室

こども未来
局

こども保健
福祉課

健康福祉
局

引き続き、必要な女
性医師確保に努めて
いく。

健康福祉
局

感染症対
策課

引き続き、同等の講
座等の推進を通じ女
性の生涯にわたる健
康づくりを推進す
る。

80
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125

こころと体の健康
に関する相談事
業を推進します。

男女共同参画セ
ンターの相談事
業

(51)こころと体の健康に関する相談事業の推進

地域みまもり支
援センターにお
ける精神保健福
祉に関する各種
相談事業の実施

市民文化
局

人権・男女
共同参画
室

・女性総合相談、男性総合
相談の中で、こころと体の
健康に関する相談をうけて
いる。

相談窓口周知に向
けて、電話相談の
広報用チラシ及び
カードを配布し
た。

2

市内公共施設や相談
機関、関係機関等へ
広く周知を行ってい
く。

区役所地域みまもり支援セ
ンターにおいて精神保健福
祉に関する各種相談業務を
実施し、市のホームページ
等で周知を図った。

幅広く市民に対
し、区役所地域み
まもり支援セン
ターにおいて精神
保健福祉に関する
各種相談を受け
た。

2

引き続き、区役所地
域みまもり支援セン
ターにおいて精神保
健福祉に関する各種
相談業務を実施し、
市のホームページ等
で周知を図る。

健康福祉
局

精神保健
課

中学校・高等学
校における薬物
乱用防止教室の
実施

各学校で1回以上薬物乱用
防止教室を実施

各学校で１回以上
の実施を検討して
いたが、一部の学
校で新型コロナウ
イルス感染症に伴
う臨時休校の影響
や感染防止対策の
観点から中止と
なったことから、
39校での実施と
なった。

2

次年度も引き続き各
学校で1回以上教室を
実施する予定。

教育委員
会事務局

健康教育
課

心身ともに健康に
影響を及ぼすＨＩ
Ｖや性感染症、薬
物の使用などを
防止するための
正しい知識の普
及を行います。124
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